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令和８年３月11日（水曜日）

   午前10時０分開会

────────────────

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和８年度宮崎県一般会計補正

       予算

○議案第６号 令和８年度宮崎県山林基本財産

       特別会計補正予算

○議案第７号 令和８年度宮崎県拡大造林事業

       特別会計補正予算

○議案第８号 令和８年度宮崎県林業改善資金

       特別会計補正予算

○議案第12号 令和８年度宮崎県沿岸漁業改善

       資金特別会計予算

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

       部を改正する条例

○議案第33号 財産の無償譲渡について

○議案第35号 林道事業執行に伴う市町村負担

       金徴収について

○議案第36号 国営施設応急対策事業大淀川左

       岸地区の執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第37号 国営施設応急対策事業川南原地

       区の執行に伴う市町村負担金徴

収について

○議案第38号 農政水産関係建設事業執行に伴

       う市町村負担金徴収について

○議案第41号 宮崎県環境基本計画の変更につ

       いて

○議案第42号 宮崎県森林・林業長期計画の変

       更について

○議案第43号 宮崎県農業・農村振興長期計画

       の変更について

○議案第44号 宮崎県水産業・漁村振興長期計

       画の変更について

〇閉会中の継続審査について

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   川 添   博

  副 委 員 長   下 沖 篤 史

  委      員   山 下 博 三

  委      員   二 見 康 之

  委      員   野 﨑 幸 士

  委      員   井 本 英 雄

  委      員   前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

説明のため出席した者

 環境森林部

  環 境 森 林 部 長    長 倉 佐知子

  環境森林部次長
             塩 田 康 一
  （ 総 括 ）

  環境森林部次長
             右 田 憲史郎
  （ 技 術 担 当 ）

  環 境 森 林 課 長    川 越   勉

  再造林推進室長    鳥 原 賢 治

  環 境 管 理 課 長    黒 木   誠

  循環社会推進課長   長 友 和 也

  自 然 環 境 課 長    太田原 潤 一

  森 林 経 営 課 長    宮 川 美 品

山村･木材振興課長   笹 山 寿 樹

  み や ざ き ス ギ
             川 本 芳 光
  活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長   松 永 雅 春

  木 材 利 用 技 術
             川 畑 昭 一
  セ ン タ ー 所 長

────────────────

事務局職員出席者

  議 事 課 主 事   黒 木 燿一朗



令和８年３月11日(水)

- 2 -

  議事課主任主事   前 鶴 彩 友

○川添委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

 まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

 日程案につきましては、御覧のとおりであり

ますが、御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。

 お手元、または、文書共有システムの委員協

議フォルダ内の資料、委員会審査の進め方（案）

を御覧ください。

 まず、１、審査方針についてであります。

 当初予算の審査に当たっては、重点事業・新

規事業を中心に説明を求めることとし、併せて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明を求めることとしております。

 次に、２、当初予算関連議案等の審査につい

てであります。

 環境森林部及び農政水産部の審査につきまし

ては、長時間にわたることが予想されますので、

お手元の資料のとおり予算議案のみ班を分けて

説明・質疑を行い、全体がそろった後、特別議

案の説明・質疑を行いたいと存じます。

 なお、質疑については、関連した質疑を効率

的に行う観点から、課ごと、または項目ごとに

質疑を受けることといたします。

 審査の進め方については以上でありますが、

このとおり進めることに御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 執行部入室のため、暫時休憩いたします。

   午前10時２分休憩

   午前10時４分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 審査に入ります前に、皆様に御協力をお願い

いたします。

 本日で東日本大震災から15年を迎えました。

 そこで、当委員会といたしまして、この震災

で亡くなられた多くの方々の御冥福を祈り、た

だいまから黙祷をささげたいと存じます。

 皆様の御起立をお願いいたします。

   〔全員起立〕

○川添委員長 黙祷。

   〔黙祷〕

○川添委員長 お直りください。

 それでは、ただいまから審査に入ります。

 本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

○長倉環境森林部長 資料の２ページの目次を

御覧ください。

 本日、御審議いただきます議案は、予算議案

として、議案第１号「令和８年度宮崎県一般会

計予算」ほか３件、特別議案として、議案第33

号「財産の無償譲渡について」ほか３件でござ

います。

 それでは、３ページを御覧ください。

 この表は、議案第１号をはじめとする４つの

予算議案に関する歳出予算を課別に集計したも

のでございます。

 このうち、議案第１号の一般会計の予算額は、

表の左から２列目、Ａの欄の令和８年度当初予

算額の上から２行目、一般会計の欄にあります
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ように、211億4,780万2,000円となっております。

 また、議案第６号、議案第７号、議案第８号

の特別会計の予算額は、表の下から３行目、特

別会計の欄にありますように、12億3,735万

1,000円となっております。

 この結果、環境森林部の令和８年度当初予算

額は、一般会計と特別会計を合わせまして、表

の１行目、環境森林部の欄にありますように、

223億8,515万3,000円となり、令和７年度当初予

算額と比較しますと、99.5％となっております。

 ４ページを御覧ください。

 議案第１号関係の債務負担行為の追加が１件

ございます。

 令和８年度に、日本政策金融公庫が宮崎県林

業公社に融資したことによって、損害を受けた

場合の損失補償であり、これは、林業公社が第

４期経営計画に基づいて、経営改善を図るため、

現在の借入金残高の一部について、日本政策金

融公庫からの低利の融資に借り換えることを予

定しており、その借入れに対し損失補償をする

ものであります。

 借入れの限度額は１億2,760万1,000円でござ

います。

 続きまして、５ページを御覧ください。

 環境森林部における、グリーン成長プロジェ

クトのこれまでの主な取組を記載しております。

 １の「産学官と県民が一丸となって再造林に

取り組む「宮崎モデル」の構築」につきまして

は、令和７年度からの新たな取組として、４つ

目の丸にあるとおり、行政書士や司法書士、弁

護士、森林組合職員による、森林に関する相

続・登記や手入れなどの無料相談会を県内３会

場で開催したほか、７つ目の丸にあるとおり、

植栽の妨げとなっている灌木等の除去に対する

支援を行っております。

 また、右の写真にあるとおり、建築物におけ

る県産材の利用や県民への県産材の利用意義等

の普及啓発など、県産材需要拡大等の取組とし

て、建築物の木造化などの木材利用の推進や、

木材利用の効果の見える化に取り組むことを宣

言する「「森の国・木の街」づくり宣言」に本

県も参画することとし、令和７年10月に開催さ

れた「みやざき木づかい県民会議総会」におい

て、宣言書への署名を行ったほか、県庁本館

１階にある県民室の内装を木質化し、木のぬく

もりや県産木材の魅力が感じられる空間にリニ

ューアルしたところです。

 主な成果指標としまして、１つ目の再造林率

につきましては、プロジェクト開始時点の73％

に対しまして、現況値は令和６年度実績の

79％、２つ目のネットワーク加入事業体数は、

目標の400事業体に対しまして、本年１月末時点

で214事業体となっております。

 ２の「脱炭素経営の推進による産業部門の成

長の実現」につきましては、事業活動に伴う温

室効果ガス排出量の見える化や削減に向けた取

組の伴走支援を行ったほか、セミナーの開催や

設備の導入補助の実施など、企業の脱炭素経営

を支援することで、企業の持続的な成長へとつ

ながる事業活動への転換を図ったところです。

 主な成果指標の事業活動に伴う温室効果ガス

排出量については、令和２年度実績の500万トン

に対しまして、現況値は令和４年度実績の436万

トンとなっております。

 ６ページを御覧ください。

 環境森林部における、グリーン成長プロジェ

クト関連の令和８年度主要事業について御説明

します。

 １つ目の柱の「産学官と県民が一丸となって

再造林に取り組む「宮崎モデル」の構築」では、
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①～④の４つの視点で取り組んでまいります。

 まず、①の再造林の推進に向けた意識醸成と

支援体制の充実では、上から１つ目の改善事業

で、森林の相続に関する相談会の実施や相談体

制の強化を、２つ目の事業で、再造林に係る補

助金のかさ上げの継続などを行うこととしてお

ります。

 また、②の再造林を支える担い手・経営体の

確保では、１つ目の改善事業で、林業事業体等

に対する資機材の導入支援等を、２つ目の改善

事業で、造林作業の短期雇用者の受入れに係る

経費の支援などに取り組んでいくこととしてお

ります。

 さらに、③の林業採算性の向上を図る新技術

等の実装では、１つ目の改善事業で、森林調査

等研修会の開催やドローン資格取得経費の支援

などを行うこととしております。

 最後に、④の循環型林業に不可欠な県産材需

要の拡大では、１つ目の新規事業で、非住宅の

木造化促進に向けた３次元情報管理システム

（ＢＩＭ等）の導入支援のほか、２つ目の新規

事業で、木育遊具の導入支援などに取り組むこ

ととしております。

 ２つ目の柱の「脱炭素経営の推進による産業

部門の成長の実現」では、畜産バイオマス発電

設備や事業所等への太陽光発電設備等の導入支

援、脱炭素経営の実現に向けた伴走支援などに

引き続き取り組んでまいります。

 グリーン成長プロジェクトは、令和８年度が

総仕上げの年となりますので、新たな事業も含

め、再造林率日本一に向けてしっかりと取り組

んでまいります。

 議案等の詳細につきましては、担当課長より

御説明いたしますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。

○川添委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

 審査の進め方でありますが、予算議案のみ２

班に分けて議案等の審査を行い、全体がそろっ

た後、特別議案等の審査を行うことといたしま

す。

 また、質疑については、関連した質疑を効率

的に行う観点から、課ごとに質疑を受けること

といたします。課ごとに質疑をいたします。

 執行部の皆様の御協力をお願いいたします。

 なお、歳出予算の説明については、重点・新

規事業を中心に簡潔に行い、併せて、決算にお

ける指摘要望事項に係る対応状況についても、

御説明をお願いいたします。

 それでは、まず第１班として、環境森林課、

環境管理課、循環社会推進課の予算議案に係る

審査を行いますので、順次、議案の説明をお願

いいたします。

 なお、委員の質疑は全ての課の説明が終了し

た後にお願いいたします。

○川越環境森林課長 環境森林課の当初予算に

ついて御説明いたします。

 常任委員会資料の７ページを御覧ください。

 環境森林課の当初予算は、表の左から２列目

の令和８年度当初予算額の欄にありますように、

一般会計で31億8,005万7,000円をお願いしてお

ります。

 それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

 ８ページを御覧ください。

 表の上から２番目、（目）環境保全費、（事

項）地球温暖化防止対策費の５億8,276万8,000

円であります。

 説明及び事業名欄の１、改善事業「ひなたゼ

ロカーボン2050プロモーション事業」につきま
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しては、脱炭素社会づくりの実現に向けて、県

民参加型イベントの開催やＳＮＳ等を活用した

広報を展開することにより、県民や事業者の気

運醸成や行動変容の促進を図るものであります。

 ９ページを御覧ください。

 （目）林業振興指導費であります。

 次の10ページを御覧ください。

 ４番目にあります（事項）みやざきスマート

林業推進費の改善事業につきましては、後ほど

御説明いたします。

 次の（事項）森林の相続等相談対応費の521万

9,000円であります。

 １、改善事業「森林の相続等相談体制構築事

業」につきましては、森林の相続等に関する相

談会を開催し、相談内容の整理・分析を行いな

がら、行政書士会や地域再造林推進ネットワー

ク等が連携した相談体制の構築を検討すること

としております。

 11ページを御覧ください。

 改善事業「脱炭素化対策普及促進事業」であ

ります。

 予算額は右上に記載のとおり、2,028万4,000

円です。

 事業の目的ですが、県内事業者の脱炭素経営

を促進するため、事業活動に伴う温室効果ガス

排出量の可視化や脱炭素化の取組を一体的に支

援することで、持続的な成長へとつながる事業

活動への転換を図るものです。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 カーボンニュートラル実現に向けましては、

事業者の意識改革、行動変容、行動定着に向け

た仕組みづくりが急務となっておりますが、各

事業者の取組状況も様々であるため柔軟な対応

が必要と考えております。

 このため、事業内容及び効果にありますとお

り、セミナー等を通じ、脱炭素を自分事として

捉えていただき、排出量を可視化した上で、具

体的な削減計画を経営に反映することで、脱炭

素経営への転換を図るものです。

 この事業を通じて、県内企業が脱炭素をコス

トではなく成長のチャンス、つまりグリーント

ランスフォーメーションを成長エンジンとして

活用できる環境を整え、地域経済の活性化につ

なげてまいります。

 13ページを御覧ください。

 新規事業「畜産バイオマス発電設備導入事業」

であります。

 予算額は１億2,500万円です。

 事業の目的ですが、畜産バイオマス発電設備

の導入を支援することで、地域資源を有効活用

したエネルギーの地産地消と資源循環を促進す

るものであります。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 本県は畜産業が盛んですが、家畜排せつ物処

理は慢性的な課題となっております。現在、県

内の再生可能エネルギーにおいて、家畜排せつ

物由来の発電は僅か１％にとどまっております。

 その要因としましては、大規模な設備投資が

必要な点が普及の壁となっております。一方で、

近年では畜産農家の省力化・自動化に伴いまし

て、消費電力は増加傾向にあります。

 このため、事業内容及び効果にありますとお

り、家畜排せつ物を活用したバイオマス発電設

備の導入を支援することで、地域資源を有効活

用したエネルギーの地産地消を促進するととも

に、非常時の電源確保や環境負荷の低減を実現

し、本県における畜産バイオマスのロールモデ

ルとして脱炭素化を牽引していくことを目指し

てまいります。

 15ページを御覧ください。
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 改善事業「みやざきスマート林業実装支援事

業」であります。

 予算額は814万7,000円です。

 事業の目的ですが、ドローンによる森林調査

手法の普及促進等により、スマート林業の推進

を図るものであります。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 本県は杉人工林の76％が収穫可能となるなど、

森林資源が充実しており、近年は毎年2,800ヘク

タール前後が伐採され、伐採後の再造林率は、

グリーン成長プロジェクトの取組により伸びて

きておりますが、70％台で推移しているため、

植栽未済地が増えてきております。

 また、造林作業等を担う林業就業者数は減少

するとともに、高齢化も進行していることから、

作業の効率化・省力化による生産性の向上が必

要であります。

 このため、事業内容及び効果にありますとお

り、これまで実証を行ってきましたドローンを

活用した森林調査手法の研修会を開催するとと

もに、ドローンの操縦者技能証明の取得を支援

することで、樹種や本数、材積などのデータ取

得を効率化・省力化するスマート林業の実装を

推進し、生産性の向上を図ってまいりたいと考

えております。

 続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

 17ページを御覧ください。

 指摘要望事項につきましては、Ｊ─クレジッ

ト制度について、森林由来のクレジットは、森

林所有者の森林整備に係る負担の軽減につなが

ることが期待されるため、引き続き、様々な企

業等を対象に説明会を開催するなど普及啓発し

ていくことという御指摘・御要望をいただいて

おります。

 森林由来Ｊ─クレジットは、購入した企業等

がカーボンオフセットに活用でき、創出した森

林所有者等にとっても販売収益を森林整備に活

用できることから、近年、取組が広がってきて

おります。

 一方で、クレジットの創出に係るプロジェク

トの登録やクレジット認証などの手続が煩雑で、

費用負担が大きいことや、販売先の確保などの

課題があることから、県では、説明会の開催に

よる制度の周知や登録等における書類作成など

の支援を行っております。

 Ｊ─クレジットは、令和８年度から国が本格

導入予定の排出量取引制度において活用が可能

となるため、需要がさらに高まることが期待さ

れることから、環境森林部としましては、引き

続き森林由来Ｊ─クレジットの活用を推進して

まいります。

○黒木環境管理課長 環境管理課の当初予算に

つきまして御説明いたします。

 資料の18ページを御覧ください。

 当課の当初予算の総額は、表の左から２列目

の欄にありますように、一般会計で３億7,631万

1,000円をお願いしております。

 それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

 19ページを御覧ください。

 表の（目）環境保全費、上から２番目の（事

項）大気保全費7,729万円でありますが、説明及

び事業名欄の１「大気汚染常時監視事業」5,414

万2,000円は、大気汚染防止法に基づき、二酸化

硫黄や光化学オキシダントなどの大気汚染物質

を常時監視するものであります。

 次に、その下の（事項）水質保全費5,964万

2,000円でありますが、１、「水質環境基準等監

視事業」3,717万6,000円は、水質汚濁防止法に
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基づき、公共用水域や地下水について、汚濁物

質やヒ素などの有害物質を常時監視するもので

あります。

 また、６の新規事業「硫黄山河川白濁対策支

援事業」1,436万2,000円につきましては、後ほ

ど御説明いたします。

 一番下の（事項）放射能測定調査費1,544万

7,000円は、国からの委託を受けまして、屋外の

空間放射線量や水道水、土壌などの放射能を調

査するものであります。

 20ページを御覧ください。

 上から３番目の（事項）公害保健対策費9,918

万円であります。

 これは、旧土呂久鉱山のヒ素による公害健康

被害に係る経費で、１、「公害健康被害補償対

策費」8,218万7,000円は、慢性ヒ素中毒症の認

定患者の方々へ医療費や障害補償費などを給付

するものであります。

 ２、「健康観察検診費」1,120万9,000円は、

慢性ヒ素中毒症の認定患者の方々や、土呂久地

区居住者の方々等の健康状態の観察、いわゆる

土呂久検診を実施するものであります。

 また、５の改善事業「土呂久公害の教訓を次

世代に引き継ぐための環境教育事業」249万

4,000円は、土呂久公害をテーマにしたパネル展

や、県内の大学生を対象としたフィールドワー

クを引き続き実施するほか、小学校の授業に広

く取り入れてもらうため、小学校等の教員で構

成される県内各地の教育研究会社会科部会等の

研修会等へ講師を派遣し、教員が土呂久公害を

学ぶ機会を確保するものであります。

 次に、一番下の（事項）合併処理浄化槽等普

及促進費１億858万1,000円でありますが、４、

「浄化槽整備支援事業」8,941万9,000円は、生

活排水処理率の向上を図るため、市町村が設置

する合併処理浄化槽と単独処理浄化槽やくみ取

槽から合併処理浄化槽に転換する個人設置の浄

化槽に補助するものであります。

 21ページを御覧ください。

 新規事業「硫黄山河川白濁対策支援事業」、

予算額は1,436万2,000円であります。

 まず、事業の目的ですが、硫黄山水質改善施

設の管理者となるえびの市に対し、その管理・

運用に係る経費の補助及び技術支援を行うこと

により、施設の効果的運用による河川下流側の

安定的な水質の確保を図るものであります。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 県では、平成30年の硫黄山噴火による水質悪

化を契機に、令和４年に水質改善施設を整備し、

管理・運用を行っておりますが、令和６年に、

再び河川が著しく白濁したことにより施設が一

時的に機能しなくなったことから、河川が白濁

した場合の運用手法について、えびの市や専門

家とともに整理したところであります。

 今般、えびの市と確認いたしました合意内容

に基づきまして、令和８年４月に水質改善施設

をえびの市に無償譲渡し、管理・運用を行って

いただく予定としております。

 また、県では、この譲渡に向けまして、えび

の市と連携して施設の運用マニュアル等を整備

してまいりましたが、自然現象である火山活動

や大雨等により、大きく変動する水質に対して、

必ずしもマニュアルどおりではなく、状況に応

じた対応が求められる可能性もございます。

 このため、管理者となるえびの市としまして

は、財政面や技術面で新たな負担が生じること

になります。

 これに対して、事業内容及び効果にあります

とおり、財政面の支援といたしまして、河川水

の中和処理や水質監視などの施設の管理・運用
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の経費に対し、２分の１をえびの市に補助する

とともに、えびの高原という特殊な自然環境に

応じた適切な対応が必要となることから、専門

家の招聘による施設の運用手法に関する技術支

援を行うことで、施設の安定運用による下流域

の水質安定化を図ることとしております。

 なお、現在、農政水産部におきまして、令和

６年の河川白濁により稲作を断念された地区に、

農業用水を供給する代替水源の整備に取り組ん

でいるところであり、その完成予定が令和11年

度でありますことから、事業の期間は令和11年

度までの４年間としております。

 最後に、水質改善施設のえびの市への無償譲

渡につきましては、後ほど、議案第33号「財産

の無償譲渡について」のところで、改めて御説

明させていただきます。

○長友循環社会推進課長 循環社会推進課の当

初予算について御説明いたします。

 資料の23ページを御覧ください。

 当課の当初予算の総額は、左から２列目の欄

にありますように、一般会計で５億7,940万

4,000円をお願いしております。

 それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

 24ページを御覧ください。

 表の（目）環境保全費、（事項）一般廃棄物

処理対策推進費4,524万9,000円であります。

 説明及び事業名欄の３、「海岸漂着物等地域

対策推進事業」2,283万1,000円でありますが、

これは、国の補助金を活用しまして、市町村と

連携した海岸漂着物発生抑制のための啓発や、

市町村が実施する海岸漂着物の回収や処理への

支援に加え、県内の海岸に漂着したごみの組成

調査等を行うものであります。

 次の４、改善事業「災害廃棄物対応力・連携

強化事業」2,047万2,000円につきましては、後

ほど御説明いたします。

 次に、（事項）産業廃棄物処理対策推進費

４億4,759万4,000円であります。

 ２の「産業廃棄物処理監視指導事業」の（２）

「廃棄物不適正処理防止対策強化事業」の9,268

万9,000円につきましては、保健所等に廃棄物監

視員を配置して、監視体制を強化することによ

り、不法投棄の未然防止、早期発見の徹底を図

るものであります。

 ５、「産業廃棄物税基金積立金」２億8,881万

円につきましては、産業廃棄物税の税収等から

徴税経費を除いた額を基金に積み立てるもので

あります。

 次に、25ページを御覧ください。

 （事項）廃棄物減量化・リサイクル推進費

8,656万1,000円であります。

 １、「循環型社会推進総合対策事業」の主な

ものとして、（２）「産業廃棄物リサイクル転

換支援事業」6,050万円でありますが、これは、

産業廃棄物のリサイクルに積極的な事業者の取

組を支援することにより、産業廃棄物の排出抑

制やリサイクル率の向上を図るとともに、みや

ざきリサイクル製品の消費者への認知度を高め、

持続可能な循環型社会の確立を目指すものであ

ります。

 次に、26ページを御覧ください。

 改善事業「災害廃棄物対応力・連携強化事

業」、予算額は2,047万2,000円であります。

 事業の目的は、災害廃棄物の処理主体である

市町村職員の危機意識の向上や対応力強化、関

係機関との連携強化を図るとともに、南海トラ

フ巨大地震の被害想定の見直しや社会情勢の変

化に対応するため、県の災害廃棄物処理計画の

全面改定を行うものであります。
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 次のページの現状と課題を御覧ください。

 災害廃棄物は、回収方法やごみの分別につい

て、市町村から住民への広報が遅延しますと、

指定された場所以外に大量のごみが積み置かれ

てしまう─勝手仮置場が発生するため、初動

対応が重要になります。

 また、市町村職員は、限られた人員で、災害

廃棄物の処理を平時のごみ処理と並行して迅速

かつ円滑に進めなければならず、職員の対応力

強化や平時の備えの充実、実効性の高い処理計

画及び関係機関等との連携強化が必要になりま

す。

 また、南海トラフ地震は、例年の災害とは次

元の異なる対応が求められるため、県の災害廃

棄物処理計画は、そのような特異性や、現在及

び将来の社会情勢も踏まえた計画に改める必要

があると考えております。

 そのため、事業内容及び効果にありますとお

り、ネットワーク会議や図上演習の開催、市町

村処理計画の改定や仮置場候補地の選定支援な

どにより、市町村の対応力向上や関係機関との

連携強化を図ることとしており、これらの取組

により、被災地の迅速な復旧や住民生活の早期

再建等につなげてまいりたいと考えております。

○川添委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

 課ごとに質疑を行います。

 まず、環境森林課の説明について質疑はござ

いませんか。

○井本委員 宮崎モデルというのは、どこが特

徴的なんですか。モデルと言う限りは、何か特

色があるんでしょう。

○鳥原再造林推進室長 再造林を推進していく

中で、森林所有者から最終的に使用する製材工

場とか、そういったところまで含めて、再造林

に取り組んでいこうということで、その中でい

ろいろ造林補助金のかさ上げとか、ネットワー

クの構築とか、取り組んで進めていこうという

のが宮崎モデルになります。

 言えば、生産者、森林所有者から木材の需要

拡大まで含めて、再造林に取り組んでいくとい

うものです。

○井本委員 それは、宮崎だけのモデルで、ほ

かのところはしていないわけですか。

○鳥原再造林推進室長 条例までつくって取り

組んでいるというのは、宮崎県が最初の取組で

進めております。

○山下委員 畜産バイオマスのほうで、この資

料14ページの上の再生可能エネルギー発電分野

別の割合ですよね。バイオマスの中で、木質が

もう大方占めているということで、この時代に

対応してやっていくことは大事だろうと思うん

ですが、この畜産バイオマスの具体的な取組場

所がどこなのか、畜産がどういう形態なのか、

酪農なのか、そこを教えてください。

○黒木環境管理課長 この畜産バイオマスの事

業構築に向けましては、農政サイド、もしくは、

そこから紹介を受けた畜産業の方といろんな意

見交換をしています。具体的には、まだ決定と

いうことにはなっていないんですが、新しく令

和８年度に入りまして公募をするということに

なっております。地区までは決定はしていない

んですけれども、候補としまして、都城地区が

上がっております。

 あとは、どういった畜産形態なのかというこ

となんですが、畜産バイオマスは、メタンを取

りまして、そのメタンを基に発電していくとい

う仕組みを考えております。

 そうなりますと、家畜排せつ物で、固形物は

なかなかメタンが取りにくい状況になります。
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スラリー状─泥状態の家畜ふん尿がメタンに

は向いているというふうに聞いております。

 ですので、例えば乳牛でありますとか、あと

は牛・豚ですね、豚の家畜ふん尿はガスには向

いているというふうに聞いているところです。

○山下委員 その仕組みは、もう分かっていま

す。高千穂牧場に、もう二十数年前に設置して

いるんですよ。それで、また、今から希望を取

るって言ったよね。その事業規模からして、こ

れは農政サイドにも提案が出てくるのか。この

議案というのは環境森林部だけですか。

○川越環境森林課長 環境森林課で公募をしま

すので、申請書の提出や相談があるのは環境森

林課のほうとなります。

○山下委員 分かりました。過去、このバイオ

マス発電関係も、平成13年と、もうだいぶ古い

話なんですけれども、いわゆる養豚関係で、前

は素掘りといって、洗い水とかふんの処理なん

かもほとんど素掘りをして、そこに垂れ流しし

ていたんです。水質問題が厳しくなって、浄化

槽を設置しないといけないということで、それ

で定義づけをしたんですよね。

 そのときに、都城市では、養豚農家もみんな

１か所に、そういうバイオマス発電の施設基地

を造って、そこに持ち込もうかという話もあっ

たんですよ。様々な養豚業界の病気があるもの

を、ふん尿施設を１か所に造って、ここの養豚

農家から、酪農家でも何でもそうですが、いわ

ゆる１か所に持ってくるということは、リスク

をかなり伴うことになります。例えば、今、豚

熱関係が大変蔓延しております。そのことがあ

って、これはもう中止になって、個人の完結型

になってきたんですよね。

 この事業を今さらやろうということになって

くると、この予算規模で、取り組む課題が多過

ぎて、１件の対応しかできないと思うんですよ

ね。養豚農家でやるにしても、１件、周りが持

ってくるということは不可能だろうと思う。

 だから、あなた方が、いわゆる畜産サイドに

主導権を渡すんじゃなくて、環境森林課でこの

事業体をやるという、公募していくということ

を今聞いて、少し不安なんですよね。環境森林

部の皆さん方が、本当に農業の状況を分かって

いて、それらの知識があるのかなという思いな

んですよ。その辺の整理はどのようにしていま

すか。

○川越環境森林課長 そのあたりの考え方なり、

リスクについてもそうなんですけれども、畜産

サイドである庁内の畜産課とも密に連絡を取り

合って、情報交換をしているところです。

○山下委員 これは、農政サイドから、こうい

う事業化が欲しいという要請が来たわけですか。

○川越環境森林課長 農政サイドにも、同じよ

うな施設を造ろうとした場合に、農林水産省の

補助金を使った事業として取り組むことも可能

です。

 今回、環境森林課のほうの補助金を使うとい

う意味合いですが、農林水産省の補助金と環境

省の補助金と同じようなことができます。畜産

振興を視点とした補助金、一方では、環境保全、

再エネ振興というところを視点とした補助金と

両方ございまして、同じことができるんですが、

補助率で言いますと、資料にも記載しておりま

すとおり、環境省の補助金のほうが補助率３分

の２ということで高いものですから、こちらの

補助金を活用するということで、当課のほうが

窓口として、これに取り組んでいくということ

にしております。

○山下委員 分かりました。これは単年度で、

令和８年度事業ですよね。１か所でしょう。



令和８年３月11日(水)

- 11 -

○川越環境森林課長 そうです。令和８年度単

年度事業になっております。

○山下委員 もう一点、最後に確認しますけれ

ども、これは１経営体のことですか。

○川越環境森林課長 今のところ、１経営体で

考えております。

○山下委員 分かりました。

○井本委員 山下委員と同じことなんだけれど

も、この畜産バイオマスが、何で今頃なんでし

ょうか。それこそ聞いてみたら、25年前の人が

やっていたそうですが、国の事業として出てき

たということで考えていいわけですか。

○川越環境森林課長 確かに、20年ほど前から、

こういった環境保全関係の事業は、国を含めて、

いろんな取組が始まっております。

 その背景としましては、京都議定書というの

がありまして、それを背景として、いろんな国

の事業が立ち上がってきた。今回は、パリ協定

に基づくＣＯ２削減というのがより厳しい形で、

国として対応が必要になってきているというと

ころから、国も本腰を入れて取り組んでいると

いうところです。

○井本委員 分かりました。

○下沖副委員長 説明ありがとうございました。

関連してなんですけれども、これはもう、民間

含めて自治体で一応希望者がいるという形です

か。じゃないと、普通、地域計画を含めた協定

とか結んでいかないと、すぐ、そうそう立てら

れるもんじゃないですよね。計画策定とか、そ

ういうのが先に来るなら分かるんですけれど、

施設の整備費なので。

○川越環境森林課長 農政サイドを通じまして、

幾つか候補となるところとは相談はしておりま

す。その上で有力であるところはありますが、

この交付金の性質上、公募という形になってい

るところです。

○山下委員 いいですか。今、畜産農家も大変

な危機的状況なんですよ。多分これに該当する

のは酪農家だろうと思うんですよ。養豚業界だ

ったら、ふん尿の処理施設は造っていますから

ね。浄化槽を造っています。これはもう基本で

すから。

 だからこれに対応しようと思ったら酪農家な

んですが、これは３分の１は受益者負担が出て

くるんでしょう。ということは、今までやって

いるものに対しての発電効果というのが、例え

ば高千穂牧場だったら、高千穂牧場で出てくる

ふん尿と、レストランから出る雑排水ですよね。

そういうものを食品残渣やらを入れ込んでメタ

ンガスを発酵させて、そのガスで場内の発電を

賄っていると。その一部なんですけれども、そ

の仕組みなんです。取り組んでもう20数年にな

ります。

 メンテナンス関係もなかなか費用がかかって、

いわゆる消化液ですよね。またその消化液は、

まく畑が必要なわけです。私は、今までも酪農

家がもう20何年前からこれをやっていて普及し

ていないというのは、やっぱり課題が多いと思

うんですよ。それでまた環境省の補助率がいい

からとか、その理由で、これで果たして取り組

めるかなという思いが、あまりにも唐突だなと

いう思いがあるものですから、急にこんなもの

が環境森林部のほうから出てくるというのがね。

そこについては、しっかりと農政水産部でやっ

ぱり考えないといけないでしょうね。

○川越環境森林課長 20年前から、確かに高千

穂牧場でバイオマス発電というものをやってお

りまして、その後、そのメンテナンス関係の費

用とか、実際それが動いていないという状況は

確認しております。
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 ただ、20年前と比べまして何が変わっている

かと言いますと、電力価格が上がってきていま

して、コスト投資する費用に対して回収がしや

すくなっているという状況は、変わっていると

考えております。

○二見委員 大体その牛なら何頭ぐらいの規模

でとか、発電量はどれぐらい─50キロワット

というわけですから、そのモデル的な収支プラ

ンというのもある程度あるんだろうなと思うん

ですけれども、そこ辺の説明というのはできな

いんですか。

○川越環境森林課長 その収支プランとなりま

すと、企業経営に係ることですので、お話する

のは難しいかなと思っておりますが、今、お話

をしている最有力のところ等でお話をしますと、

乳牛の規模で70頭ほどというふうにはお聞きし

ているところです。

○二見委員 その70頭ぐらいの規模で、この

１億2,500万円プラス３分の１の受益者負担だか

ら、マックス２億円ぐらいの事業規模ですよね。

50キロワットで、ペイできるというような見通

しなんですかね。

○川越環境森林課長 設備投資などを行う環境

関係のコンサルティング会社とお話をしていま

すと、大体※15年ぐらいで元は取れるんじゃない

かというような話は聞いております。

○二見委員 それは売るためには、悪いことは

言わないとは思いますが、実際運営していると

ころで諸課題が見えてきているわけであって、

だからそこ辺の情報を一回整理しないと厳しい

感じがすると思うんですよね。

○川越環境森林課長 実際、このバイオマス発

電を導入しているところがございまして、新富

町の酪農家が導入しているんですけれども、そ

この話を聞きますと、投資した金額を十分回収

できるレベルにはあるという話は聞いておりま

す。実例としては県内ではまだ１件でございま

すが、そこの話はきちんと確認しているところ

です。

○山下委員 売電単価はいくらですか。

○川越環境森林課長 補助金を入れますと、売

電というのが、ＦＩＴとか、事業者であります

とＦＩＰと言うんですけれども、こういったも

のを活用した売電ができないということになっ

ております。

○山下委員 自家消費でやるということね。

○川越環境森林課長 そのとおりです。自家消

費でこれを賄っていくと、その分、外から買う

電力費が抑えられるということになっておりま

す。

○二見委員 その新富町の規模はどれぐらいな

んですか。

○川越環境森林課長 新富町の規模で言います

と、400頭ぐらいと聞いております。

また、この農場が投資している設備は、今、

考えている規模よりも２倍ほど大きいと聞いて

いるところです。

○下沖副委員長 資料15ページのみやざきス

マート林業のところなんですけれども、林業ド

ローン技能証明に関しては、国の無人航空機操

縦技能証明との違いとか何かあるのでしょうか。

○鳥原再造林推進室長 この事業で対象として

おりますのは、国家資格の無人操縦技能の二等

の資格を想定しております。

○下沖副委員長 そうですね、二等ということ

ですね。

○鳥原再造林推進室長 二等です。

○下沖副委員長 それであれば、国家資格の正

式名称で書くべきですかね。林業用ドローンは

※13ページに訂正発言あり
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国の正式名称ですかね。

○鳥原再造林推進室長 すみません。これは事

業名でなっておりまして、国のほうでいきます

と、正式には……。

○下沖副委員長 無人航空機だと思う。

○鳥原再造林推進室長 そうですね、はい。委

員のおっしゃる、二等無人航空機操縦士という

資格になります。

○下沖副委員長 できれば、これは正式名称で

書いてもらえると。これはそちらでつくった名

称ですよね。

○鳥原再造林推進室長 はい、事業名として作

成した名称になります。

○下沖副委員長 これは誤解を受けないように

していただきたいと思います。

○川越環境森林課長 すみません。先ほど畜産

バイオマスの投資がどれぐらいの年数でペイで

きるかということで、15年程度というお話をし

ましたけれども、コンサルティング会社にお聞

きしましたところ、固定資産税やその機械のメ

ンテナンスまで含めますと、18年程度だという

ふうにお聞きしているところです。修正いたし

ます。

○山下委員 この資料17ページの、昨年の９月

の決算のときの意見だろうと思うんですけれど

も、指摘事項ね。あのときもちょっと確認した

かなと思うんですが、このＪ─クレジットの取

引価格と、今、どれぐらいの契約が進んでいる

のか分かれば教えてください。

○鳥原再造林推進室長 県有林の単価としまし

ては１万円という設定をしておりまして、ただ、

今、ほかで取引されている市場とかを見ますと、

5,000円とか、単価は若干変わっております。

 それで、契約といいますか、売買が終わって

いる部分につきましては、今すぐ手元にはない

んですが、それぞれ認証を受けた数量とかは、

事務局のホームページに公表されるんですけれ

ども、実際に取引された量というのは、把握の

方法が今はないのかなと考えております。調べ

るお時間をいただければと思います。少々お待

ちください。

○山下委員 皆さん方は、再造林というのを大

きな環境森林部の柱にしていますよね。基本と

なるのは、このＪ─クレジットを確立していか

ないと民間企業参入もできないわけですから、

Ｊ─クレジット制度の実績が出てくることによ

って、再造林に対するその投資効果ですよね。

やっぱり投資もできるのかなということで、そ

こ辺は目標数値をちゃんと示してやっていかな

いといけないのかなという思いなんですが、ち

ょっと魂が入っていないような気がするんです

けれども。

○鳥原再造林推進室長 現在、県で支援してお

りますのが、登録とか認証─クレジットの認

証を受ける際に、その資料作成とかそういった

ものの指導ですね。作成の方法とかを指導する

部分と、実際それを申請する場合、審査をして

もらうときの費用等について補助事業で支援し

ております。

 その前にまず周知ということで、説明会を令

和５年度から開催しておりまして、令和６年度

からは、創出者だけではなくて購入者も含めて

の説明会、そういう形では取り組んでいるとこ

ろでございます。

○山下委員 １万円と言って、また5,000円とい

う値段が今出てきたから、徹底していけば安定

した取引価格になるかなと思ったんですが、

5,000円にまた、だんだん下がってくるというこ

とはどういう流れですか。

○右田環境森林部次長（技術担当） Ｊ─クレ
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ジットにつきましては、県のほうでは県有林を

中心にこれまでトン当たり１万円ぐらいの相場

で、相対で取引をしてきました。今、Ｊ─クレ

ジット制度が、東京証券取引所の中で株式のよ

うな取引が始まっていまして、そういう相場の

中で動くような取引が始まっています。

 そこではトン当たり2,000円とか3,000円とか、

本当に安い価格で取引されているので、それで

はなかなか我々も、森林にそれを生かすと、収

益を生かすということが難しい状況になってい

ますので、できれば我々としては、相対で１万

円程度の価格で、できるだけ山に還元してもら

えるような取引をしていきたいということで、

そういう市場に乗っていくのも大事なのかもし

れないんですけれども、できればやはり買って

いただく方に山の価値というのを理解していた

だいて、できるだけ高い価格で買っていただく

ような努力をしていきたいというふうに思って

いるところです。

○山下委員 これは国策ですよね。Ｊ─クレジ

ット制度というのは、林野庁あたりが中心にな

って考え出した手法ですよね。だからそれを県

がちゃんとかじ取りをしながら、特に全国の中

でも宮崎県は、杉丸太生産量が三十数年連続日

本一でしょう。それだけの森林を2,000何百ヘク

タール毎年伐採しているわけですからね。その

再造林を皆さん方は90％ぐらいに持っていこう

という数値目標を持っているのであれば、この

辺の確立をちゃんとやっていかないといけない

だろうと思うんですよね。しっかりと目標設定

をしてください。

○前屋敷委員 資料10ページでお願いしたいん

ですけれども、今、再造林の話が出ているんで

すが、ここの林業普及指導費の７番です。「再

造林率日本一に向けた県民意識向上事業」とい

うので、約1,000万円予算を組んであるんですが、

確かに再造林率が70％台だという御説明もあっ

たんですけれども、私達も含め、県民は一様に

再造林が必要だという意識は持っているとは思

います。さらに県民の意識向上が必要だという

この事業の中身について御説明ください。

○鳥原再造林推進室長 当事業におきましては、

昨年度、テレビＣＭで流したんですが、そうい

ったものをＳＮＳ上に短く加工して掲載したり

とか、今年度についてはラジオでＣＭを流した

りとかいうことでやっております。来年度が最

終仕上げということで、あとチラシやポスター、

うちわ、ティッシュなど、啓発に係る品物を作

る予定にしております。

 令和８年度につきましても、一応プロポーザ

ル形式で広報主体を選定しまして、細かい内容

なども打ち合わせていきたいと考えております。

○前屋敷委員 確かに再造林は必要なことで、

実際、山の持ち主だとか関係者あたりの意識向

上も併せてされていくんでしょうけれども、県

民に果たしてそこまでの広報が必要なのかなと

いうふうに思ったものですから、中身を伺いま

した。

○鳥原再造林推進室長 井本委員のほうから御

質問がありました宮崎モデルにつきましては、

資料の５ページにありますとおり、今、前屋敷

委員からもお話があったんですが、県民挙げて

そういう意識醸成をつくった形で、森林所有者

だけではなくて、そういう盛り上げをしていこ

うというもので、最終的には木材の販売、事業

拡大の安定を含めての取組を進めていこうとい

うモデルになります。

 それと、副委員長からありましたドローンの

件なんですが、一応補助対象として、補助金の

要領の中でこの名称を示しております。ですか
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ら事業名で分かりにくいということですので、

この辺りは、ちゃんとこの資格の名称が分かる

ような形で推進していきたいと思います。

○川添委員長 では、次の課に移ります。環境

管理課の説明について質疑はございませんか。

○前屋敷委員 御説明もありました硫黄山の件

で、えびの市に施設そのものを、後の議案でも

出てくる中身ではありますけれども、これで経

費としては1,400万円余の財政措置になっている

んですが、これは４年間で1,400万円ということ

ですか。

○黒木環境管理課長 これは単年度でございま

す。

○前屋敷委員 では、令和８年度が1,400万円と

いうことですね。

○黒木環境管理課長 さようでございます。

○前屋敷委員 それで、もう一つは、令和11年

に代替用水が完成するということですが、それ

までの支援という先の見通しのようなんですけ

れども、これはこの代替用水が完成したら、も

うこの施設そのものについては役割は果たさな

いということになるんでしょうか。

○黒木環境管理課長 この代替水源につきまし

ては、常時使用されるものではなく、河川白濁

時などの水質悪化に運用されると聞いておりま

す。緊急時に使用されると聞いておりまして、

水質改善施設の維持管理がなくなるものではあ

りません。

そのような緊急時の場合には、そういった代

替水源のほうの活用も見込まれるものですから、

その場合には施設の運用を軽減できるというこ

とで、一定の費用軽減が図られるとは考えてい

るところでございます。

○前屋敷委員 一応、令和４年にこの施設が、

県の施設として完成したわけですよね。これま

では県が維持管理の経費もちゃんと手当てをし

てきたわけですが、えびの市の譲渡に関しては

また後で話になると思いますけれども、代替の

用水が確保できたとしても、この施設そのもの

は、えびの市がずっと保有する、えびの市の財

産として維持管理が必要になってくるわけです

よね。そこのところは、もう県は全くタッチは

しないということなんでしょうか。

 というか、えびの市の農家の皆さん方に一番

影響することだと思いますし、これが飲料水に

はどうなっているのかちょっと分かりませんけ

れど。それとやっぱり宮崎県だけでなくて鹿児

島県にも関わってくる施設になるのではないか

なというふうに思っているところなんですけれ

ども、その辺はどうなんですかね。

○黒木環境管理課長 もちろん施設のほうを来

年度から譲与はいたしますけれども、引き続き

えびの市のほうとは、そういった運用につきま

しては、定期的に打合せなり会議などをするな

りして、運用のほうについては、引き続き一緒

になってやっていきたいと思っております。

○前屋敷委員 そこで経費の問題と、それから

技術的な支援も言われていますけれども、両方

を合わせて引き続き県も関わっていくというふ

うに見ていいんですか。

○黒木環境管理課長 事業の期間のところで御

説明しておりますとおり、一応、令和11年度に

代替水源が整備される予定ということで、緊急

時につきましては一定の代替水源から水を引い

てくることによって、水質改善施設の運用につ

いては軽減されるということで、費用は一定程

度軽減されるものと考えております。運用につ

きましては、引き続き代替水源が完成予定の令

和11年度になりますけれども、それ以降も例え

ばえびの市のほうから御相談があれば、そこは
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もう一緒になってやっていくということを考え

ております。

○前屋敷委員 全く手放しということはないと

いうふうに受け止めたんですが、もともとはえ

びの市のほうから、この施設については自分の

ほうで管理をさせてほしいと、えびのの農家の

皆さん方が主として関わってくる課題だからと

いうようなことで、譲渡ということになったん

ですかね。

○黒木環境管理課長 県が整備するに至った背

景につきまして御説明いたしますと、国、県、

えびの市等の関係機関で構成されます硫黄山・

河川白濁対策協議会というのを平成30年４月の

噴火以降に、５月に第１回目を開催いたしまし

て、その中で河川水の白濁・強酸化に対する具

体的な対策案を協議してまいりました。

 その間に、令和元年11月の第４回協議会にお

きましては、当時、簡易的な実証試験を施設の

ほうでやっておりましたところ、恒久的施設の

設置をしてほしいというえびの市のお話もあり

まして、第４回の協議会のほうで恒久的施設の

設置を目指す方針が一応確認されまして、最終

的には第５回の協議会、令和３年２月になりま

すけれども、この場におきまして県が施設を整

備し、えびの市が維持管理を行うことが確認さ

れております。

 その後、施設は令和３年度から県が整備に着

手いたしまして、令和４年11月に完成し、それ

以降、現在まで県によって運用を行っておりま

すけれども、当初、施設は当該運用に必要な手

順書等を県が整備した上で、令和７年４月１日

にえびの市に譲与をすることについて、えびの

市との間で合意をしました。しかし、令和６年

に河川水が白濁・強酸化が再発し、施設が当時

機能不全に陥ったことから、河川白濁時の施設

運用対策の検証が必要ということの理由から、

譲与時期を令和８年４月１日に延期することに

ついて、また両者間で再度合意して取り組んで

まいりました。そういう経緯になります。

○前屋敷委員 分かりました。えびの市のほう

からそういう話があったことを前提に、県とし

ても検討したという形になるわけですかね。

私が考えるには、もともとあそこの硫黄山は

国立公園の中ですよね。あそこは国有地だとい

うふうには思うんですが、国はこれには全く関

与していないんですか。いろんな相談はされて

きたと思うんですけれども。

○黒木環境管理課長 当時、平成30年頃からず

っと国のほうには要望しておりましたけれども、

例えば環境省におきましては、支援メニューが

まずないということもございますし、あと環境

省の水環境部門については、汚染者負担の原則

の観点から、水質規制的なアプローチでは対応

が困難とかですね。

 あと、先ほど委員がおっしゃられた自然公園

というお話も、自然公園の災害事業としての実

施は困難だというお話も受けておりますし、各

省庁のほうにも当時要望を続けてまいりました

けれども、結果的には、どこもその直接支援を

していただく省庁はございませんでした。

○前屋敷委員 もともと白濁というのは自然災

害ですよね。もう人為的には止めることはでき

ないし、あの白濁は本当に真っ白で、とても農

業用水では使えないということが１度あって、

また２度目もそういう状況があったりして、今

後もいつまたそういう状態になるか分からない

というその保障はないわけですね。

 代替の用水が確実に確保されて、全くその白

濁に関わってくるような水は使わなくても済む

んだという保障もないし、またその白濁がずっ
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と農業用水だけでなくてほかのところにも影響

する可能性も今後あり得るという点では、やっ

ぱり国がしっかり関わっていく必要が私はある

んじゃないかなというふうには思うものですか

ら、経緯も含めてちょっと中身を御説明いただ

きました。

○井本委員 その問題、そもそもどこが大体最

初はやらないといけないことですか。県なんで

すか。市なんですか。国ですか。

○黒木環境管理課長 当時、要望等を行ってま

いりましたところ、例えば内閣府のほうが各省

庁の取りまとめ役ということで、そういった窓

口になっておりましたけれども、内閣府からお

話があったのは、当時は硫黄山河川白濁問題は

農業問題として捉えているということで、御回

答が当時内閣府からあったところです。

 ただ、農林水産省におきましても、例えば農

地とは離れているため、農林水産省の事業によ

って上流に設置している本施設の補助を実施す

ることは難しいというような御見解もありまし

て、現在は総務省の特別交付税措置のほうを施

設の維持管理経費の２分の１を火山の……。

○井本委員 そんな難しいことを言っているん

じゃなくて、本来こう始末しないといけないと

ころは、県なのか、どこが主体的にやらないと

いけないのかと、私はそれを聞いているだけで

す。本来はどこがやらないといけなかったんで

すか。県ですか。国ですか。市ですか。

○黒木環境管理課長 私どもとしては、当初は

国にやっていただくということで、要望を続け

てまいってきております。

○井本委員 だから国がやらないといけない事

業なんですか、本当に最初から。その辺をはっ

きり言わないと分からないものだからね。ここ

は国有地じゃないんでしょう。国立公園とはい

え国有地じゃないでしょう。県有地ですか。

○黒木環境管理課長 もともとは国有地です。

○井本委員 国有地ですか。

○黒木環境管理課長 今はもう施設を県のほう

で買い取っています。

○井本委員 そうですよね。簡単に言えば、人

のところの土地に県が造ったわけですよね。大

体そんなことをしていいわけですか。人のとこ

ろの土地の中に入っていって県の構造物を建て

るというのは、それはあり得ることですか。

○黒木環境管理課長 一応その施設を整備する

際には、国のほうから頂いております。

○井本委員 それはそうですよね。なら、県が

やるべきじゃないことを県がやってしまったわ

けですか。

○黒木環境管理課長 先ほども申し上げました

ように、国のほうに整備の要望をずっとしてま

いりましたけれども、国のほうでその整備が難

しいということで、最終的には硫黄山・河川白

濁対策協議会の中で、もう県が整備して、えび

の市のほうで管理運営を将来的にやっていただ

くということになったものでございます。

○井本委員 本来、国がやるべき仕事を県が出

ていってやって、今度はまた市にそれを押しつ

けるというのは、どうもやっぱりそれは理屈が

通らないような気がします。むしろしっかり県

が国にやれと言うべきじゃないんですかね。誰

が聞いても納得できない気がするけれども、ど

うなのかな。こんなことはよくあることなんで

すか。

○黒木環境管理課長 今回のこの事例につきま

しては、多分今までなかった事例ということで、

なかなか国へ要望を言ってまいりましたけれど

も、各省庁のほうが、実際のその支援メニュー

なり、そういったパッケージといいますか、そ
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ういったものがないということがあったと思っ

ております。

 とは言うにしても、その国への要望を続けて

まいりましたけれども、なかなか国のほうが直

接支援していただく窓口がないということで、

県としてもその農業関係者の方のために少しで

も早くということで、今の施設の整備をやって

きた経緯がございます。

○井本委員 そういう理屈だったら誰も納得し

ないでしょうね。本来、市がしないといけない

ものを市にどうぞお願いしますと言うなら分か

るんだけれども、本来は国がやらないといけな

い仕事を県がやって、県がやった仕事を市がま

たそれを引き受けないといけないというのは、

理屈がどうも通らないような気がするんだけれ

どね。

 何でそんなことになったのかな。私もあまり

詳しいことは分からないけれども、ほかには事

例はないのかな。

○黒木環境管理課長 他県の事例で申し上げま

すと、例えば群馬県の品木ダムというところが

ございます。そこには品木ダムに合流する２つ

の川がございまして、強酸性の水質でございま

すので、それぞれに中和工場という中和する施

設がございます。

 そちらにつきましては、当初、群馬県が施設

を造って管理をした経緯がございますけれども、

最終的には強酸性の河川水の影響が遠い利根川

まで及ぶということもございますし、あと下流

のダムのコンクリート等に非常にダメージを与

えるということもございまして、国土交通省の

ほうが途中から所管をしている事例はございま

す。

○川添委員長 よろしいですか。

○井本委員 よろしくありません。筋が通らな

いじゃないですか。あなたたちの頭の中の筋が

通るように、ちょっと部長、あなたの頭の中で

は筋が通っているんですか。筋が通っているな

ら私も納得するんだけれども、筋が通らないじ

ゃない、大体。

○長倉環境森林部長 この硫黄山が平成30年に

噴火しまして、その当時、この状態をどう改善

していくかというところの中で、国がやるべき

ものだったかどうかというところについては、

なかなか判断できないというか、国としても、

国においては補助メニューもなくてなかなか手

が出せないというところがあったので、いち早

く改善するために、協議会の中でいろいろ議論

をした結果、県が整備して……。

○井本委員 応急処置でやったわけやね。

○長倉環境森林部長 はい。応急処置でやると

いうことになりました。どこが管理すべきかと

いう議論は、ちょっともう国のほうはできない

ということで、はっきり言われていますので、

そこはもうどうしようもないところですから。

○井本委員 どうしようもないの。

○長倉環境森林部長 はい。

○井本委員 何でですか。国にまた訴訟ぐらい

起こすべきじゃないの、国を相手に取ってさ。

あなたたちがする仕事じゃないかと。

○長倉環境森林部長 国のほうには、何度も当

時から要望に行っておりますけれども、なかな

か補助メニューがないというところで、国とし

ては支援ができないというところがありました

ので、それでどうするかというところで協議会

の中で話し合って、県が整備して、将来的にえ

びの市のほうで維持管理していただくというこ

とで、この整備が始まりました。

 この水質改善施設は、下流地区のお米づくり

に向けた水質を改善する施設でありまして、言
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わば営農施設になりますから、農政のほうで整

備をして、今、土地改良区のほうが維持管理を

している緊急取水システムと併せて、同時に地

元のほうで管理していただくということで、そ

もそもが将来的にえびの市が維持管理するとい

うお約束の下に始まった施設整備ですので。そ

れと実質的にも営農施設ということで地元のほ

うで管理していただいたほうが効率的というと

ころで、今、こういう譲与するという議案を出

させていただいているところです。

○井本委員 なるほど。だからその管理すると

いうのはよくあります。今度の延岡市の県体育

館でも一応延岡市が管理するということに。だ

から県所有のものを市が管理するというような

ことでね。そういうことはよくあることですわ。

 だけれども、そもそも建てたのが、これを造

らないといけない義務があるのは国だったはず

なんでしょう。その辺が私は筋が、道理が通ら

ないと思っているんだけれども。本来は国が造

らないといけないものを、たまたましょうがな

いから県が造ってやったと。そしたらそれをま

た今度は市に渡そうと。それは市のほうが管理

しやすいだろうとは思うんですよ、地元だから

管理しやすい。だけれども、建物を造って、そ

して造る構造物、またいずれは将来いろんな維

持管理もいろいろある、建て直したりもしない

といけない。この構造物そのものは、やっぱり

国が本来は造らないといけなかったものじゃな

いのかなという気がするんだけれども、それに

対して国はお金を出さないと言うんでしょう。

○長倉環境森林部長 当時は、県も市も協議会

の中でも、国に何とかしていただけないかとい

う気持ちで要望活動をしておりましたけれども、

それがかなわないと。

○井本委員 かなわない。国が駄目だというこ

と。

○長倉環境森林部長 はい。

○井本委員 理屈は。何で国が駄目だと言うん

でしょうか。あなたのところの所有地の中にあ

るのを、何であなたたちは責任を持ってやらん

といって言うわけですか。どういう理屈でそう

なるんですかね。

○長倉環境森林部長 なかなか各省庁の中で、

それぞれの所管分野の中での補助メニューがな

いという御回答でした。

○井本委員 分かりません。

○二見委員 確認なんですけれども、国の省庁

がないということは、要するにそういう環境保

全施設整備をするという法的根拠がないという

ことなんですかね。いわゆるそういう法律がな

いと。今、これだけ環境問題とかいろいろあっ

て様々な取組をしているけれども、こういうも

のについてのその根拠条文というか、法令がな

いということなんですか。

○長倉環境森林部長 なかなかこういう自然の

現象ですので、それに対応するような、おっし

ゃる法的根拠がないというところだと考えられ

ます。

○下沖副委員長 今回のは全然いいと思います。

自分たちも隣の水源なんですよ。今回の白濁し

た隣の水源を自分たちの土地改良区でつくって

いるんですけれども、そこも取水施設が大雨で

崩壊して１億円ぐらいかかるような事業だった

んですけれども、県のほうで整備してあげて、

自分たち土地改良区でそれを維持管理していく

という形でやらせてもらっているので、ある意

味、国の土地から出ている水を農業用水として、

我々は使わせていただいているという観点から、

やはり自分たちで施設を含めた管理をしている。

 けれど、今回の場合は土地改良区が農家の方
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ではなくて市が責任を持って管理していくとい

うので、早急に施設を造ったということで地元

の人たちも喜んでいました。もういつ農業をや

めないといけないのかという話が、この施設を

早急に、国がやらないという中で県が整備して

いただいて農業ができるということで喜んでい

たので、そこは認識していただきたいなと思い

ます。

○井本委員 それは話が少し違うようになった

んだけれども、向こうが責任を持たないといけ

ないという話をしているんだから、それを喜ん

だのは、さもあなたたちね。そういう硫黄の白

濁水を流れるものを止めてやったんだから、そ

れはそれ。でも、今後は市が責任を持ってそれ

ぞれやらないといけないのか、そういう本来は

国がやらないといけないとかいう話をしてるん

だからよ。

○下沖副委員長 責任を持って、それでどうす

るんですか。

○井本委員 責任はどうもならんのか。

○川添委員長 暫時休憩いたします。

   午前11時34分休憩

   午前11時44分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 では、前屋敷委員、最後に。

○前屋敷委員 御説明もずっと聞かせていただ

いたところだったんですけれども、噴火当時か

ら、平成30年の噴火の後に協議会を設置されて、

十分えびの市と宮崎県とも協議も重ねてずっと

来られて、お互いに県も、私もですけれども、

本来は国がちゃんとやるべき施策だなというふ

うには思っているんですが、なかなかそれが通

らなかったと。かなり努力されて何度も国のほ

うにも要請は行かれたんだけれども、国の事情

でなかなか受け入れなかった。しかし、やはり

農家の皆さんは一日も早くきれいな水が欲しい

ということで、その対策に乗り出して、協議の

中で、取りあえずは県が施設を造ってちゃんと

水を確保すると。そういった中で、もうずっと

維持管理も含めて、その後はえびの市もそうい

った協力をしていくと、責任を負うという話合

いがずっとなされた中で、結果的に今回のよう

な譲渡という形になったというふうな理解でよ

ろしいですね。

○黒木環境管理課長 そのとおりでございます。

○前屋敷委員 引き続き、国にはちゃんと要望

していくことが必要だなと思います。

○井本委員 そのとおり。だからそこよ。もう

一度確認しますが、今からも国に対しては要望

していくということですね。

○黒木環境管理課長 先ほど、国の直接的な支

援メニューはないということでございましたけ

れども、総務省のほうで、現在、水質改善施設

の管理に係る経費については、その額の２分の

１について活動火山対策費に係る特別交付税の

対象にはなっております。ということで、国の

直接的な支援を受けておりませんけれども、そ

ういった財政的な支援は受けております。

 施設の国による管理とか、そういった要望に

つきましては、なかなか見通しが厳しいもので

はあると思いますけれども、もし、えびの市が

国への要望等に行かれる際に、県のほうに要望

についてそういった御相談等がございましたら、

要望の内容を確認した上で、県としては検討し

たいとは考えております。

○井本委員 しょうがないね。

○鳥原再造林推進室長 すみません。先ほど山

下委員のほうから御質問いただいていた分で、

お時間をいただいていたＪ─クレジットの販売
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状況についてなんですけれども、東京証券取引

所の市場でいきますと、令和７年の９月時点で

１万7,213トンが取引されたというのが出ており

ます。ただ、これの内訳とか、そういうのは一

切公表されていないというところでございます。

 県内のほうでも、今、11件認証を受けて販売

を出されているんですけれども、ほかの民間事

業体とかにつきましては、ちょっと分からない

状況でございます。

 延岡市とか、あとホームページでひょっとし

たら出ているのかなと思うんですが、宮崎県の

分につきましては1,175トン認証を受けておりま

して、令和７年の11月時点で303トンが販売され

ております。

 今後も登録とか認証の支援につきましては、

来年度も力を入れてやっていきたいと思います。

できるだけ認証が受けられるようにやっていき

たいと思っております。

○山下委員 国のレベルで、令和７年度で１万

7,200数十トンと言われましたよね。その中での

宮崎県は1,750トンということでした。約１割か

なと思うんですが。林業県として、この辺のこ

とはもうしっかりと役割が宮崎県としてあるわ

けですから、Ｊ─クレジットの取組というのは。

だからその辺は積極的に目標を設定しながら、

企業間連携をしっかりと取っていく必要がある

かなと思っていますので、しっかりと対応して

いってください。

○鳥原再造林推進室長 はい、分かりました。

○川添委員長 それでは、循環社会推進課につ

いて質疑はございませんか。

○野﨑委員 僕は、熊本県の仮置場に実際行っ

て様子を見てきたんですが、行政の方もいまし

たけれども、ほぼほぼ産廃業者とか業者の方が

仕切っていました。行政マンは、もう全然何か

分からないのでうろうろしていただけなので。

これを見ますと、市町村職員のそういった知識

を集約するとか、ここにコーディネーターとか

専門家とかありますけれども、これはどういっ

た方を示していらっしゃるんですかね。

○長友循環社会推進課長 資料26ページの事業

の概要の①になりますコーディネーターでござ

いますけれども、県の産業廃棄物処理業団体で

構成されています産業資源循環協会の方に、廃

棄物の処理や取扱いも詳しいということで、

コーディネーターとして委嘱させてもらってい

るところです。

○野﨑委員 実際、災害に遭った熊本県で指揮

を執った方が、九州でチームをつくって、今、

そういった団体の組織もあるんですけれども、

そういった方の実際の現場の話も入れるとすご

くいいのかなと思います。

 仮置場をつくって１回分別しますけれども、

仮置場で分別はしないんですね。持ってくる前

に、もう軽トラで畳は畳だけ、家具は家具だけ、

そういった分けて持ってくるような周知を熊本

県はしていました。

 これを見ると、仮置場はどこですよぐらいの

レベルかなと思っているんですけれども、そう

いった細かいところもやはり日頃から県民に周

知をしないと、いざ仮置場に１つのダンプに何

もかも混載して持ってきてもらうと、それはも

う全然手がつけられないので、そういったとこ

ろがすごく大事ですね。

 仮置場に入るときに、そのときは雨が降って

いましたけれども、何台もトラックとか軽トラ

が通るんですが、もうスリップして全然通れな

いと。熊本県は何をしているかというと、鉄板

をもう何十枚もストックしておいて、すぐにば

っと鉄板を敷くんですよ。そうすると、どんな
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ぬかるみにでもすぐ車が入れる。

 だから備蓄品って、何か食料とか医療とかそ

んなのを考えがちですけれども、そういった仮

置場に何が必要かという、備蓄というか、準備

品のリストを挙げて、毎年少しずつでも準備を

するというのも非常に大事かなと思ったところ

です。

 とにかく指揮官がそこにいてしっかり振り分

けないと、もう本当に大変な現場でしたから、

僕が見に行ったときに。そういったことも考え

ながらやっていただきたいなと思ったところで

ございました。しっかり連携を取ってやってく

ださい。

○前屋敷委員 資料24ページで、産業廃棄物処

理対策推進費の５番の廃棄物税基金積立金につ

いてです。この廃棄物税基金というのは、具体

的にはどういうところに使われていくんですか

ね。

○長友循環社会推進課長 産業廃棄物税で頂い

たお金は、産業廃棄物税の基金に積み立てまし

て、産業廃棄物税の目的であります排出抑制と

かリサイクルの推進、廃棄物の適正処理につな

がる庁内の事業に財源として充当しております。

 令和８年度の予算案では、５部局の40事業に

充当させていただくこととなっております。具

体的には、環境森林部内であれば、循環社会推

進課の事業でありますとか、環境情報発信の事

業への充当、それからダイオキシン類の廃棄物

処理施設の検査に要する費用などに充てたりと

か。農政部局であれば、農業と食ロスの関係の

周知を行う事業、それからＧＡＰ等の取組を通

じた中での産業廃棄物の排出削減とか、農業用

廃プラの削減のための取組、それから化学肥料

のコーティング剤の廃棄物の抑制に使うものと

か、水産廃棄物の再利用をする取組など。商工

関係では、廃棄物を利用しまして新たな資源物

を開発する技術の支援や、そのマッチング。県

土整備部関係では、建設廃棄物のリサイクルの

推進の事業。教育委員会では、学校への環境教

育とか、図書館の環境教育の書籍の購入とか、

そういったいろいろな事業に充当させて使わせ

てもらっているところです。

○前屋敷委員 事業に対して、もう全庁的な使

い方をしているということなんですね。なかな

かこう目に見えないものですから、ありがとう

ございました。

○野﨑委員 資料24ページの海岸漂着物等の事

業ですけれども、県土整備部も関わりがあるの

かなと思いますけれども、台風等で、すごいも

う瓦礫が押し出されたときに撤去するんですけ

れども、木材とかは塩を含んでいるので、しば

らく雨ざらしに数日間置いて処理をします。緊

急的に観光地─青島とかサーフィンの盛んな

地域とか、僕らが撤去して、近くに仮置場を置

いてやるんですけれども、これが処理されなく

てずっと置いてあるんですよ。例えば青島のホ

テルの横にずっと置いてあって、もう観光客か

ら景観が悪いという意見がありました。

 だから、そこの仮置場の考え方、もちろんす

ぐ撤去するなら一時的に置いてもいいんですけ

れども、そういったことがあります。木材に関

しても業者が回収して、もうすぐ持っていける

ような流れをしないと、塩抜きに多分１週間く

らい雨ざらしにしないといけないんです。塩は

炉が傷むので。そういった流れや、県土整備部

との連携というのは、どうなっているんですか

ね。

○長友循環社会推進課長 海岸漂着物の対応に

つきましては、主に２つに分けられると思って

いまして、海岸の管理者、河川の管理者のほう
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で海岸漂着物の処理の法律に基づく処理をする

ものと、一般廃棄物として市町村のほうで対応

するものがございます。市町村のほうで対応す

るものは、主にボランティアの方々が集積した

ものの処理運搬を市町村のほうで行うというこ

とで、当課のほうで国庫補助金を活用しまして

助成をしているところでございます。

 今、委員おっしゃいました主に流木等につき

ましては、県土整備部とか、農政の河川管理者

のほうで集約をして、塩抜き等をされて処分さ

れているというところでございますけれども、

海岸管理者のほうにも、もちろん流木等の処理

の災害の国庫補助もありますけれども、環境省

の補助も100分の70ございまして、あまり大きな

金額ではないんですけれども、そちらも活用し

ながら対応していただいているところでありま

す。

○野﨑委員 少し勘違いしていたところもあり

ました。これは地域とか、ボランティアで活動

するとか、そういったものに対してやるという

ことですね。分けるとそういうことですかね。

○長友循環社会推進課長 全部がそうじゃない

ですけれども、おおむねそのとおりでございま

す。

○野﨑委員 分かりました。すみません。あり

がとうございました。

○川添委員長 ほか、ございますか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、以上で第１班の予算

議案の審査を終了いたします。

 暫時休憩いたします。

   午前11時59分休憩

   午後０時58分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 次に、第２班として、自然環境課、森林経営

課、山村・木材振興課の予算議案に係る審査を

行いますので、順次、議案の説明をお願いいた

します。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○太田原自然環境課長 自然環境課の当初予算

について御説明いたします。

 常任委員会資料の28ページを御覧ください。

 自然環境課の当初予算は、表の左から２列目

の当初予算額の欄にありますように、一般会計

で38億8,107万6,000円をお願いしております。

 それでは、主なものについて説明いたします。

 29ページを御覧ください。

 （目）環境保全費、（事項）自然保護対策費

1,420万7,000円であります。

 説明及び事業名欄６の改善事業「生物多様性

地域活動支援事業」は、自然を守り育てる人材

の育成や、希少野生動植物の保護活動への支援

を通じて、多種多様な生態系を保護し、生物多

様性の保全を図るものであります。

 次に、（目）林業総務費、（事項）公共工事

品質確保強化対策費1,338万1,000円であります。

 １の改善事業「公共工事品質確保強化事業」

は、公共工事における適正な下請契約の履行と

公共工事の品質確保を目的に、宮崎県建設技術

推進機構に委託して、施工体制監視チームによ

る現場点検を実施するものであります。

 30ページを御覧ください。

 （目）森林病害虫防除費、（事項）森林病害

虫等防除事業費１億987万3,000円であります。

 １の「松くい虫伐倒駆除事業」、２の「松く

い虫薬剤防除事業」などの事業により、松くい

虫被害の拡大を防止するため、被害木の伐倒駆

除やヘリコプターによる薬剤散布を行うもので
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あります。

 次の（目）治山費、（事項）山地治山事業費

22億9,277万4,000円であります。

 これは、荒廃した山地の復旧や、災害を未然

に防止するためのものでありますが、このう

ち、３の「復旧治山事業（地域未来交付金─イ

ンフラ整備事業）」１億円につきましては、令

和８年度からの新規事業でありまして、椎葉村

天包地区において、荒廃した山地の復旧に着手

することとしております。

 31ページを御覧ください。

 一番上の（事項）緊急治山事業費１億4,794万

6,000円であります。

 １の「災害関連緊急治山事業」は、新たに発

生、拡大した荒廃山地を、当該災害発生年に緊

急的に復旧整備するものであります。

 ２つ下の（事項）保安林整備事業費３億4,019

万9,000円であります。

 １の「保安林改良事業」など、松くい虫被害

跡地や、水源涵養等の公益的機能が低下した保

安林において、植栽や下刈り、除間伐等を実施

するものであります。

 32ページを御覧ください。

 中ほどの（目）狩猟費、（事項）鳥獣保護費

4,540万3,000円であります。

 これは、各市町村に配置する鳥獣保護管理員

の報酬など、野生鳥獣の保護等に要する経費で

あります。

 ２の改善事業「野生鳥獣との関わり普及啓発

事業」は、傷病鳥獣の救護活動やキジの放鳥な

どを通じて、人と野生鳥獣との関わり方につい

て普及啓発を行うものであります。

 33ページを御覧ください。

 （事項）狩猟費1,237万8,000円であります。

 これは、鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許試験の

実施や狩猟免許の更新、狩猟者登録等に要する

経費等であります。

 ４の改善事業「狩猟を担う人材確保・育成事

業」につきましては、後ほど御説明させていた

だきます。

 次に、一番下の（目）公園費、（事項）自然

公園等整備事業費１億8,498万9,000円でありま

す。

 １の「国立公園整備事業」、２の「国立公園

整備支援事業」などにより、県や市町村が国立

公園、国定公園等の老朽化した施設や歩道の整

備等を行うものであります。

 34ページを御覧ください。

 一番下の（目）林業災害復旧費、（事項）治

山施設災害復旧費３億円であります。

 これは、台風等により治山施設が被害を受け

た場合の災害復旧事業に要する経費であります。

 35ページを御覧ください。

 改善事業「狩猟を担う人材確保・育成事業」、

予算額492万3,000円であります。

 事業の目的は、本県の狩猟を担う新たな人材

を確保し、技術の高い狩猟者を育成するもので

あります。

 36ページの現状と課題を御覧ください。

 狩猟免許所有者数は、令和６年度末で4,905人

と、令和２年度から712人減少し、また、60歳以

上の割合が約７割を占めている状況にあります。

 一方、令和６年度の狩猟免許試験合格者数は

234人で、一定数の新規狩猟者は確保されており

ますが、狩猟者の高齢化等により、狩猟免許を

更新しない人数が新規狩猟者数を上回っている

状況にあり、狩猟者数は減少傾向にあります。

 このため、事業内容及び効果にありますよう

に、狩猟に関する相談会や、ハンティング模擬

体験などのイベントを開催し、県民へ狩猟の魅
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力をＰＲするとともに、狩猟免許を取得しやす

い環境づくりのため、狩猟免許取得希望者を対

象とした講習会の開催や、取得経費の一部助成

を行い負担軽減を図るほか、技術の高い狩猟者

の育成のため、射撃実習や銃の技術向上講習会

を開催するなど、狩猟者の確保・育成に継続し

て取り組んでまいります。

 さらに、来年度から、将来の農林業を担う農

業高校の生徒等を対象とした狩猟体験学習会を

開催し、若年層にも狩猟免許取得への働きかけ

を行うことで、狩猟を担う人材の確保につなげ

てまいりたいと考えております。

○宮川森林経営課長 森林経営課の当初予算に

ついて御説明いたします。

 資料の37ページを御覧ください。

 当課の当初予算額は、表の一番上の段、左か

ら２列目の欄にありますように、102億1,808万

8,000円をお願いしております。

 内訳は、その下の一般会計が98億9,881万

1,000円、中ほどの特別会計が３億1,927万7,000

円であります。

 それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

 38ページを御覧ください。

 （目）林業振興指導費の一番上の（事項）森

林計画樹立費7,869万8,000円であります。

 これは、森林資源を把握するための空中写真

の撮影や、適正な伐採を指導するための伐採パ

トロールなどに要する経費であります。

 39ページを御覧ください。

 次の（目）造林費の一番上の（事項）森林整

備事業費18億8,283万2,000円であります。

 これは、森林所有者などが行う植栽や下刈り、

除間伐などの森林整備を支援するものでありま

す。

 次に、一番下の（事項）再造林対策事業費

５億2,883万1,000円であります。

 右の説明及び事業名の欄にあります３の継続

事業「再造林率向上強化対策事業」につきまし

ては、後ほど御説明させていただきます。

 40ページを御覧ください。

 上から２番目の（事項）林業公社費８億7,066

万2,000円であります。

 １の貸付金は、一般社団法人宮崎県林業公社

の円滑な運営を図るため、日本政策金融公庫等

からの長期借入金の償還に必要な資金を公社に

貸し付けるものであります。

 次の（目）林道費の（事項）地方創生道整備

推進交付金事業費12億2,038万5,000円でありま

す。

 これは、山村地域の交通ネットワークづくり

及び森林整備に必要な林道の開設などを行うも

のであります。

 42ページを御覧ください。

 中ほどの（目）林業災害復旧費の一番上の

（事項）林道災害復旧費37億5,165万2,000円で

あります。

 これは、令和４年から７年にかけて被災した

林道災害の復旧と、令和８年度における林道災

害の発生に備えて予算を計上するものでありま

す。

 43ページを御覧ください。

 特別会計であります。

 一番上の（目）基本財産造成費の（事項）県

有林造成事業費5,700万円であります。

 これは、県有林で実施する間伐などに要する

経費であります。

 中ほどの（目）拡大造林事業費の（事項）県

行造林造成事業費１億4,857万1,000円でありま

す。
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 これは、県行造林の保育管理などに要する経

費と、立木売払いによる収益の一部を森林所有

者等へ交付するものであります。

 44ページを御覧ください。

 継続事業「再造林率向上強化対策事業」、予

算額は４億6,728万6,000円であります。

 事業の目的は、市町村と連携して、植栽から

下刈りまでの補助金のかさ上げを行い、森林所

有者の負担軽減を図るとともに、造林作業員の

所得向上につなげるものであります。

 45ページの現状と課題を御覧ください。

 当該事業は、令和６年度から実施しておりま

すが、森林所有者への再造林の働きかけや、造

林作業班の労務改善に対して、貢献度が高く、

関係団体や市町村からは、事業継続について強

い要望を受けているものであります。

 再造林を推進するためには、再造林に係る所

有者負担を軽減し、醸成され始めた再造林意欲

を継続させること、また、造林作業員の労務改

善を進め、作業員を確保していくことが必要不

可欠です。

 このため、事業内容及び効果にありますよう

に、来年度以降も引き続き、市町村と連携して、

再造林、下刈り等に対する補助金のかさ上げを

実施することにより、再造林等の省力・低コス

ト化を定着させ、森林所有者の負担を軽減する

とともに、造林作業者の所得アップや担い手の

確保につなげることにより、再造林率の向上を

図りたいと考えております。

○笹山山村・木材振興課長 46ページを御覧く

ださい。

 当課の令和８年度当初予算額は、表の左か

ら２列目の当初予算額の欄にありますように、

41億5,021万7,000円をお願いしております。

 その内訳は、一般会計が32億3,214万3,000円、

特別会計が９億1,807万4,000円であります。

 それでは、主な事項について御説明いたしま

す。

 47ページを御覧ください。

 （目）林業振興指導費、一番上の（事項）林

業・木材産業構造改革事業費9,053万8,000円で

ありますが、説明及び事業名欄１の県附帯事務

費1,322万5,000円は、市町村、事業実施主体に

対する指導に要する経費等で、４の森林整備加

速化・林業再生基金返還金7,000万3,000円は、

木質バイオマス発電施設整備に係る無利子資金

融通について、事業主体から返納された資金を

国庫に返還するものです。

 次に、その下の（事項）木材産業振興対策費

24億1,354万2,000円でありますが、１の木材産

業等高度化推進資金の13億7,344万9,000円、２

の木材産業振興対策資金の10億1,587万5,000円

につきましては、素材生産や製品流通の合理化

・効率化等に取り組むための融資を行うもので

す。

 ６の「林地残材流出防止・搬出促進事業」

1,735万円につきましては、災害につながるおそ

れがある林地残材を搬出し、燃料として活用す

る取組を支援するものです。

 次に、一番下の（事項）木材需要拡大推進対

策費１億7,235万円であります。

 ２の新規事業「みやざき木の建築ＤＸ普及促

進事業」、７の改善事業「みやざき材海外輸出

加速化事業」、８の新規事業「みやざき木育未

来イノベーション事業」につきましては、後ほ

ど御説明いたします。

 48ページを御覧ください。

 上から３段目の（事項）林業担い手総合対策

基金事業費１億853万9,000円であります。

 ９の改善事業「持続可能な林業経営体育成事
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業」4,554万4,000円につきましては、再造林率

の向上を図るため、造林事業を新たに開始する

「ひなたのチカラ林業経営者」や、開始・拡大

する林業経営体を支援し、造林従事者の確保・

定着を目指すものです。

 10の改善事業「みやざきの森林づくり労働力

確保支援事業」につきましては、後ほど御説明

いたします。

 49ページを御覧ください。

 一番上の（事項）しいたけ等特用林産物振興

対策事業費6,839万円であります。

 １の改善事業「しいたけ等輸出体制強化・Ｐ

Ｒ支援事業」につきましては、後ほど御説明い

たします。

 50ページを御覧ください。

 林業改善資金特別会計であります。

 （目）林業振興指導費、（事項）林業・木材

産業改善資金対策費９億1,807万4,000円であり

ますが、これは林業・木材産業の経営の開始・

改善や、新たな生産・販売方式を導入する際の

施設整備・機械導入等に対する無利子の貸付金

です。

 51ページを御覧ください。

 改善事業「しいたけ等輸出体制強化・ＰＲ支

援事業」で、予算額は985万8,000円であります。

 事業の目的ですが、山村地域における貴重な

収入源であり、山村文化でもある原木乾シイタ

ケのプロモーションや、海外市場の開拓等に取

り組み、さらなる需要拡大を図るものでありま

す。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 現在、担い手不足や資材高騰などの懸念が生

産者の生産意欲等を低下させているため、原木

乾シイタケの販売促進に取り組み、消費、需要

を回復させ、生産者の所得確保を図ることが求

められている状況にあります。

 その下の事業内容及び効果を御覧ください。

 ①の輸出に向けた産地づくり強化では、輸出

体制づくりの実務研修会の開催をはじめ、輸出

に必要な有機ＪＡＳ等認証の産地化に向けた合

意形成や認証取得、海外マーケティング調査等

に取り組む県内事業者への支援を行います。

 ②のみやざき乾しいたけバリュープロモーシ

ョンでは、県内外でＰＲイベントや食育講座な

どを開催し、シイタケのおいしさなどを広くＰ

Ｒいたします。

 これらの取組により、海外需要や国内消費を

促し、生産者の生産意欲の向上につなげ、原木

乾シイタケ生産量の回復を図ってまいります。

 続いて、53ページを御覧ください。

 改善事業「みやざきの森林づくり労働力確保

支援事業」で、予算額は840万円であります。

 事業の目的ですが、造林事業の主要な担い手

である森林組合等が県内外から短期間就労の人

材を募集して、造林労働力を確保し、これをき

っかけとした就業定着を促すものであります。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 高齢化等により、林業就業者は長期的に減少

傾向にあるため、県では、新規就業相談会の開

催や、造林事業を新たに開始・拡大する経営体

への資機材導入等の支援を行っておりますが、

今後、退職者の増加も見込まれており、新たな

対策が必要な状況にあります。

 そのような中、既存事業のインターンシップ

では、本県森林組合が全国各地から、一昨年度

12人、昨年度17人を受け入れた実績があり、一

方で、内閣府が実施した地方移住への関心アン

ケート調査では、20歳代の半数近くが移住に関

心があると回答していることから、就業定着ま

でつながる可能性があります。
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 その下の事業内容及び効果を御覧ください。

 短期雇用者受入支援では、森林組合等が行う

短期雇用者の募集や資機材の導入など、就業環

境整備に要する経費を支援いたします。

 本取組により、造林の作業時期に合わせた短

期的な労働力を確保するとともに、これをきっ

かけとした就業の定着につなげてまいります。

 続いて、55ページを御覧ください。

 新規事業「みやざき木の建築ＤＸ普及促進事

業」で、予算額は1,000万円であります。

 事業の目的ですが、３次元情報管理システ

ム─これは建物の設計・施工・管理に関する

情報を３次元の立体で一元的に管理・活用する

技術で、略称してＢＩＭと言いますが、これら

を活用する建築士の育成及び導入を支援し、木

造建築のＤＸ化を進め、設計から施工の業務効

率化を図り、非住宅建築物の木造化を促進する

ものであります。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 新設住宅着工戸数の減少に伴い、木材需要が

低迷する一方で、近年では、非住宅木造建築物

が増え、複雑な構造となるものが増加しており

ます。このため、従来の２次元図面との整合性

の確認に、プレカットと設計者間で多くの時

間・労力を費やすことなどにより、物件を失注

せざるを得ないケースが見受けられております。

 また、来月から、ＢＩＭで作成した図面によ

る建築確認申請が始まることもあり、ＢＩＭ等

導入によるＤＸ化を急ぎ、非住宅木造建築に取

り組みやすい環境づくりが求められております。

 その下の事業内容及び効果を御覧ください。

 ①の木の建築ＤＸ普及促進では、技術者を育

成するためのシステム研修会を開催するととも

に、②の木の建築ＤＸツール導入支援では、県

内プレカット事業者や建築士事務所等がシステ

ム導入に要する経費を支援いたします。

 これらの取組により、木造建築のＤＸ化を進

め、非住宅分野における県産材の需要拡大を進

めてまいります。

 続いて、57ページを御覧ください。

 新規事業「みやざき木育未来イノベーション

事業」で、予算額は425万7,000円であります。

 事業の目的ですが、県民が木に親しみ、木材

利用の意義等について理解を深める木育の具体

的な方針を策定するとともに、地域の木育活動

拠点を強化し、木育の取組の効率化を図るもの

であります。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 本県は、杉素材生産量が34年連続日本一であ

りますが、このことや県産材利用の意義につい

て、県民への理解が十分浸透していない状況に

あります。

 また、将来にわたり木育の推進は不可欠では

あるものの、明確な方針がないといった課題を

抱えていることから、県が取り組む方向性を示

す必要があります。

 その下の事業内容及び効果を御覧ください。

 ①の木育の推進方針を策定では、木育の方向

性を明確化し、木育方針を策定するとともに、

方針の冊子等を作成し、関係者等への浸透を図

ります。

 ②の木育遊具等の導入支援では、木育活動の

取組を県民にＰＲすることを条件に、県内の交

流施設等が導入する木育遊具等の経費を支援い

たします。

 これらの取組により、関係者等と連携し、効

果的・効率的な木育活動を展開してまいります。

 続いて、59ページを御覧ください。

 改善事業「みやざき材海外輸出加速化事業」

で、予算額は5,136万円であります。
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 事業の目的ですが、国内における木材需要が

厳しさを増す中で、これまで県産材の製品輸出

に取り組んでいる台湾、韓国に加え、新たな海

外販路を開拓し、付加価値の高い製材品輸出を

加速させていくものであります。

 次のページの現状と課題を御覧ください。

 国内では、新設住宅着工戸数の減少等に伴い、

木材需要が低迷しており、木材産業は大変厳し

い状況にあります。このため、木材輸出におけ

る製品の割合が低いこともあり、製品の需要先

として、既輸出国に加え、新たな輸出先の開拓

が必要となっております。

 また、台湾では、本県と台中市等との友好交

流協定により、県内関係者と現地の木材関係者

との連携が深まり、木材利用の気運が高まって

いることから、さらなる製品輸出に向けた体制

強化が求められている状況にあります。

 その下の事業内容及び効果を御覧ください。

 ①の友好交流協定に基づく取組では、台湾で

のトップセールスや技術者育成セミナーをはじ

め、設計士等の招聘や輸出相談員の設置等を実

施いたします。

 ②の既輸出国の販路拡大・販路開拓先国での

取組では、韓国での県産材を使用した木造建築

物の現地見学会に加え、セミナー開催や設計士

等の招聘、米国、香港等へのトライアル輸出等

を実施いたします。

 ③の県内事業者の育成では、国際展示会への

出展など、製品輸出に取り組む県内事業者への

支援を行います。

 これらの取組により、付加価値の高い県産材

製品の輸出を加速させてまいります。

 続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

 61ページを御覧ください。

 上の枠にありますように、分科会では、みや

ざき林業大学校におけるドローンの資格取得に

ついて、農業大学校との情報共有を図り、積極

的にドローンが操縦できる人材育成に取り組む

こととの御指摘・御要望がございました。

 対応状況でありますが、下にありますように、

みやざき林業大学校では、これまで、新規就業

希望者が受講する１年間の長期課程において、

林業作業の軽労化等につながるスマート林業の

推進に向け、ＩＣＴを活用した最新技術等の研

修の中で、ドローンの基本的な法令学習等を実

施してまいりました。

 令和７年度からは、長期課程におきまして、

ドローンの安全な活用に必要な飛行技術の習得

はもとより、法令遵守の徹底等を目的に、農業

大学校の取組を参考にしまして、民間資格であ

るドローン検定３級を取得することとし、研修

生全員が受検、合格したところであります。

 また、林業経営体向けの研修であります経営

高度課程におきまして、ドローン操作等を実践

する内容を盛り込んだ林業ＤＸ人材育成研修を

実施したところであります。

 今後も、様々な意見を踏まえ研修内容の充実

に努めるとともに、農業大学校とも情報共有を

図りながら、ドローンが操縦できる人材の育成

に積極的に取り組んでまいります。

○川添委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

 それでは、課ごとに質疑を行います。

 まず、自然環境課の説明について質疑はござ

いませんか。

○山下委員 資料36ページの「狩猟を担う人材

確保・育成事業」で、御案内のとおり、質問で

も上げさせていただきましたけれども、非常に

被害も増えているということ、やはりイノシシ
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がかなり増えてきていること、それと御案内の

とおり豚熱対策で、非常にイノシシの感染が増

えているということで、養豚業界からも狩猟効

率を上げてくれというお願いもあるけれども、

非常に高齢化している環境の中でなかなか進ま

ないと。

 それで、林業大学校のことは課が違うと思う

んですが、その狩猟をしてくれる人たちは、も

う慢性的に地域が高齢化しているということで

すから、皆さんがいろいろな対策を講じてくれ

るんですけれども、わなのほうは極めて免許の

取得も簡単だし、その人口というのは増えてい

ると思うんです。今後、狩猟者を増やしていこ

うという決め手について、もう少し何か知恵は

出ないですかね。

○太田原自然環境課長 今、議員がおっしゃる

とおり、なかなか狩猟者が増えないというのは

非常に悩みのところでございます。一応、御説

明もしましたけれども、いろんなイベントに出

向いていって、そこで狩猟に興味を持ってもら

ったりとか、そういったのを実施しています。

そのときには割といろいろ興味を持って聞いて

くださる方がいらっしゃって、今年、日南市の

産業まつりに行って、そういったＰＲしたとこ

ろなんですけれども、２日間で500名以上の方が

来てくれたというのがございます。

 ただ、やはりジビエですかね、そういったお

いしいとか、何か食べてみたいとかいったのが

転じて、自分でも採ってみようというような気

持ちになってくださるのがありがたいかなとは

思っているんですけれども、一つはやはり狩猟、

ジビエとかに興味を持ってもらう仕掛けという

のをしていかなくちゃいけないのかなというふ

うに思っております。

 ただ、免許のほうも、議員も御存じと思いま

すけれども、わなのほうがどんどん多くなって

いるというのは事実でございまして、なかなか

銃のほうの所持許可に、いろいろとハードルが

高いというのもあって、なかなか進まないのか

なという状況であります。

 今回仕掛けていくのが、若い人たちに興味を

持ってもらうということで、県内高校生、農業

系の高校生たちに対する普及といいますか、農

業に就業するかどうか分かりませんけれども、

そういう自分のところの農作物やらに被害が出

れば、自分たちでどうにかするというような意

識を高めてもらうためにも、高校生とかを対象

とした勉強会みたいな学習会というのを、今度、

取り組んでいきます。

○山下委員 ありがとうございます。ジビエと

いうことが今出ましたけれども、以前から、か

なりジビエの取組ということを支援してきまし

たよね。それで、会社を立ち上げてやった方も

おられるんですが、なかなか定着しないという

のが、我々が話を聞く中で、やっぱり利益につ

ながらないということがあるだろうと思うんで

すよね。

 それで、結局、農村も人がどんどんいなくな

って、私は都城市なんですけれども、酪農家あ

たりがトウモロコシを植えている場所にイノシ

シが出てきて、もう植えることができないと、

それぐらいもう悲痛な状況になってきたんです

よね。

 それで、いろんな対策で公務員の人たちに狩

猟免許を取らせたらどうかとか、そういう取組

もされたりしているだろうと思うんですが、そ

ういうものは、管内の、宮崎県内での公務員の

狩猟免許、例えば銃ですよね、それもいろんな

規則が厳しくて、なかなか取りづらい、そして

やはり持つことによって経費がかかること、そ
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んな問題ももろもろあるだろうと思うんですが、

その公務員の伸びがどうなのか。結局、ライフ

ルや散弾銃も含めて、銃に対する興味の持ち方

というのはどんな状況でしょうかね。

○太田原自然環境課長 おっしゃっているとこ

ろは、今議会でも話に出ましたけれども、ガバ

メントハンターといった考え方になるのかなと

いうふうに思います。ただ、今年、ガバメント

ハンターに注目が集まったというのが、熊の被

害によって、どうにかしないといけない、すぐ

に対応しなくてはいけないというところで、そ

ういう考え方が出てきた、注目されてきたんだ

ろうというふうに思っております。

 ただ、宮崎県といいますか、こちらとしまし

ても、そういう制度というか、そういう人材を

育成しなくちゃいけませんよねというような認

識はあるんですけれども、それを実際、その検

討は、まだ、してない段階です。

 ですから、今後、いろんな情報を収集しなが

ら、そういう公務員ハンターといったところを

議論していきましょうという段階でございます。

○山下委員 分かりました。ぜひその辺も、公

務員の狩猟者ですよね、その辺もまた検討を早

急に進めていただくとありがたいと思っていま

す。

 それと、公務員の人たちは、今、月10日ぐら

いは必ず休みがありますから、やはり割と余裕

はあるかなという思いなんですよね。一般企業

もそのようにはなってきているんですけれども。

そういう興味を示してもらえるような取組をま

た考えていただくと、ありがたいと思っていま

す。

 それと有害駆除。有害のほうも先ほど少し申

しましたけれども、今回、養豚業界からも捕獲

を増やしていただきたいということで、貴重な

財源から200万円、寄附をしてくれましたよね。

それはどういうことかというと、感染というの

は豚熱はイノシシですから、やはり管内の畜産

を守るためのいわゆる安全対策の中で、早く数

を少なくしてほしいということがあるもんです

から。

 それで、猟友会の皆さん方と話をすると、有

害駆除をしてもなかなか割に合わないと。１発

の玉が何百円かしたり、犬の飼育もワクチンの

接種などで非常に大変だし、夏場なんかは有害

駆除に犬を連れていくと、犬がへたって、とに

かく猟の効果が出ないと、そういう話もあって、

今回は単価をいろいろ引き上げていただいたり

して、割といい報酬にはなってきたかなと思う

んです。猟友会の皆さん方が、こういう有害駆

除の補助金を出すようにして、その辺の合意点

ですよね、今、納得されているのか、まだ増や

さないといけないのか、その辺の見解というの

はどのように思っておられますか。

○太田原自然環境課長 今、イノシシを１頭取

ったら7,000円、鹿を１頭取ったら8,000円とい

った助成金を有害駆除していただいた方にお支

払いしているんですけれども、やっぱり猟友会

等から話を聞くと、もう少し欲しいというよう

な話も聞きます。もうこれで十分というような

話ではないようです。

 ですけれども、そういう有害駆除をしてくだ

さる方のモチベーションを上げるような、そう

いったことで何らかの対策がないかなというふ

うには考えてはいるんですけれども、なかなか、

支援はするんですが、十分見合うような支援が

今はまだできていないというのが実際のところ

かなというふうに思っております。

○山下委員 分かりました。もう一点、林業大

学校はほかの担当課になるだろうと思うんです
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が、先ほどの説明で、林業大学校でドローンの

資格は取らせるようにしましたという話があり

ました。林業大学校の中での狩猟の免許ですよ

ね、その辺の取組を聞かせください。

○太田原自然環境課長 林業大学校の研修生に

は、今、免許を取ってもらうような講習とか、

そういったのを実施しております。今、わなを

中心とした免許取得になっておりますけれども、

実際、合格者も出ております。

○山下委員 ぜひ一番効率が高い銃もひっくる

めて林業大学校での普及、資格の取得に真剣に

取り組んでいただくとありがたいなと思うんで

すが。

○太田原自然環境課長 今年から銃も視野に入

れた形で講習会をやろうというふうには話して

いるところです。

○山下委員 ぜひ取り組んでください。お願い

します。

○野﨑委員 狩猟の人材の育成とは違うんです

けれども、山でイノシシを撃って、出すことが

できないようなところに倒れてしまうと、穴を

掘ってイノシシを埋めて帰るらしいんですよ。

その穴をほじくって、また別のイノシシがそれ

を食べるらしいです。だから、撃ったのはぜひ

出してもらわないといけないような話をこの前

耳にしたので、ちょっと小耳に挟んでおきます。

 何か山の中に置いて帰る人もいるらしい。そ

れが豚熱に感染していた場合、また食べてうつ

るというのが懸念されるという話を聞いたので。

人材とは何も関係ありません。

○下沖副委員長 資料29ページの一番下の流木

の発生抑制等の対策は、どのような事業内容な

のか教えてください。

○太田原自然環境課長 これは台風とか豪雨と

かで倒れた木や風倒木を谷の中に放置しておく

と、流れ出る危険がありますので、それを運び

出す事業でございます。

○下沖副委員長 事前伐採とかじゃなくて、倒

れている倒木を回収すると。

○太田原自然環境課長 そのとおりです。倒れ

たり、積み重なっているものを取り除く事業で

す。

○下沖副委員長 了解しました。

○山下委員 資料30ページの松くい虫ですよね。

一ツ葉海岸をたまに通ると、もう大きな木がほ

とんどやられていきますよね。佐土原町に近い

ほうは、ほとんど松がなくなったと思うんです

よ。どんどん松くい虫が侵食してくる。若い木

が育ってくれればいいんですけれども、そこの

再生ですよね、その辺はどういう捉え方をして

いますか。松の再生が追いついていくんですか。

○太田原自然環境課長 今、被害跡地について、

海に近いほうはいわゆる抵抗性松というのを植

えているんですけれども、昔はずっと松という

ようなことにしていました。やはりそういう松

くい虫対策とか、そういうのがありますので、

海からちょっと離れた内地の部分には自然で、

マテバシイですとか、クスノキですとか、タブ

ノキとか、そういったのが育っておりますので、

そういった樹種に転換していって、海岸保安林

というのを再生していこうといった計画で今や

ることにしております。

○山下委員 なるほど。一ツ葉有料道路は松が

一つの風物であったらしいですよね。ゴルフ場

一帯から、やはり僕らは松というイメージが強

く、あれだけ道路がどんどん松くい虫でやられ

ていくと、大きな木が全部やられていきますよ

ね。そうなってくると、松の再生じゃなくて、

やはりほかの樹種に変えていこうという、本来

のそういう構想ですか。
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○太田原自然環境課長 今、委員がおっしゃっ

ておりますように、一ツ葉はもう松というふう

に考えているんですけれども、それの再生につ

いては、保安林整備事業という国庫補助事業が

ございます。その中で松を植えて、それが育つ

ように、垣根をつくったりとか防風垣をつくっ

たりして、成長を促そうといったような施業を

やっております。

 ですので、有料道路の松がずらっとある、あ

の辺りは松というふうに考えております。

○右田環境森林部次長（技術担当） 海岸松林

につきましては、白砂青松という言葉があると

おり、観光資源でもありますので、やはり松を

植えたほうがいいという、いろんな地元の方、

市町村も含めて、御意見を聞きながら、やはり

その地域の方々が一生懸命、日頃から愛されて

いる松林でもありますので、そういったところ

の皆さんの意見も聞きながら、県北のほうでも

日向市のほうとかそういった形でやっています。

この部分についてはやはり松がいいようで、観

光、風光明媚な松林もやっぱり残していきたい

よねという意見があったり、でもこっち側だっ

たら広葉樹とかでもいいんじゃないかと、そう

いった意見をいろいろ地元の方とも意見を交わ

しながら、樹種の選定というか、再生というか、

そういったのは進めているところであります。

○山下委員 大事なことなんです。今、宮日新

聞で、前の宮交社長の岩切章太郎さんの思いを

ずっと書いておられる長浜さんの連載を、僕は

もう楽しみにずっと見ているんですよ。やっぱ

り岩切章太郎さんの思いというのを、今は、宮

崎空港を中心に、開発計画などが書いてありま

すけれども、やはり宮崎県は松形知事時代に、

フェニックス開発をやったり、宮崎港開発をや

ったりして、一大の観光施設としてシーガイア

付近の整備が進んできたんです。最も大事なと

ころ、観光道路ですが、どちらかというと、佐

土原町寄りに近いほうは竹林になってくるよう

な、何とも知らないやぶになってくるような気

がするものですから、だから観光としてもあの

道路の付近はちゃんとした整備をしていくべき

じゃないかなと思うんです。

 だからもう、やはり県の松くい虫対策が追い

ついていかないのか。何かもう毎年同じことな

んです。何か決め手のある松くい虫の防除対策

をやらないといけないと思うんです。それは課

題として取り組んでいくんですよね、一ツ葉道

路沿いというのは。

○太田原自然環境課長 海岸沿いといいますか、

この松林は国有林もございます。県有林もござ

います。あと、市有林とかもあります。また、

ゴルフ場は、言われたようにフェニックスや宮

崎ゴルフ、トム・ワトソンとか、いろいろござ

いますので、そういった関係者と一丸となって

取り組んでいこうという気持ちであります。

○山下委員 はい。景観も観光では買っている

わけですから、よろしくお願いいたします。

○太田原自然環境課長 先ほど下沖議員のほう

からお話があった「流木等総合対策事業」は、

倒れたものの除去というふうに話しましたけれ

ども、立ち枯れしているものの除去も事業の中

に入っています。ちょっと付け加えます。

○川添委員長 では、次に森林経営課の質疑は

ございませんか。

○下沖副委員長 資料40ページの林業公社の件

なんですけれども、こちら、今年度の債務超過

額を教えてください。

○宮川森林経営課長 令和６年度末で133億円の

債務超過でございます。

○下沖副委員長 令和４年が118億円ですよね。
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そこから、今年度は133億円に債務超過が増えて

いるということですか。

○宮川森林経営課長 これまでに、保育等でか

かった経費分を、立木の収入で賄っていない状

況がありますので、毎年６億円程度は増えてい

るという状況でございまして、令和６年度は133

億円の債務超過でございます。

○下沖副委員長 第４期の経営計画と今の状態

はどうなのか。これも織り込み済みなんですか。

○宮川森林経営課長 現在の第４期経営計画の

改定計画に基づいて履行しております。単年度

収支黒字という目標を掲げて、公社は取り組ん

でいる状況でございまして、県からの借入額に

ついては、第４期経営計画の改定計画に基づい

て借入れをしているところでございます。

○井本委員 どれというわけではないんだけれ

ども、森林計画という場合、宮崎県の場合は杉

が中心ですよね。今後新しく、例えばヒノキと

か、あんなものに対するアプローチとか、そう

いうものを考える仕事はないわけですか。

○川本みやざきスギ活用推進室長 委員おっし

ゃるとおり、杉の生産量が大半というようなと

ころですので、確かに杉の活用というところは

しっかり取り組んできたというところでござい

ますが、当然、ほかのヒノキだとか、ほかにも

当然山から出てくる樹種はございます。今回、

スギ活用推進室でも事業を上げておりますけれ

ども、当然、製品開発だとか輸出だとか、そう

いうところには当然、宮崎県産のヒノキという

ようなところも、もちろん、ヒノキ以外のもの

でもございますが、しっかり後押しをしていき

たいというふうに考えてございます。

○下沖副委員長 先ほどの林業公社の関係なん

ですけれども、計画を見ていますと、令和９年

度まであるんですけれども、これ借入額年々

１億円増しぐらいでなっているんですが、これ

は令和10年度以降とかもそんな感じで増えてい

く感じですか。令和９年度が９億円で計算して

いるんですけれども、10億円以上ですか。年々

増やしていく感じですか。

○宮川森林経営課長 現計画が令和９年度まで

でございまして、県からの借入額のお話ですが、

令和８年度が８億6,526万3,000円。令和９年度

が９億8,000万円でございます。その後について

は、まだ次期計画で確定していくことになりま

すので、現在のところはまだ決まっていない状

況です。

○下沖副委員長 これ以降、また第５期計画の

ときに出てくるということですね。

○宮川森林経営課長 第５期経営計画で策定し

ていくことになります。

○下沖副委員長 分かりました。

○前屋敷委員 資料の39ページで、造林費です

けれども、昨年度と比較すると、この造林費が

１億9,900万円ぐらい減額されているのですが、

何か事業がなくなったとか、そういう中身でし

ょうか。

○宮川森林経営課長 減額している事業という

のが森林整備事業費でございまして、事業が減

ったわけではございません。その事業の事業費

を減額しているのですけれども、その理由とい

うのが、国庫補助事業なんですが、国からの近

年の配分状況を考慮しまして減額しているとこ

ろでございます。

○前屋敷委員 事業そのものがなくなったわけ

ではなくて、額そのものが縮小されたというこ

とになるのですか。それで影響はないのか。

○宮川森林経営課長 委員のおっしゃるとおり、

事業費の予算額を減額しております。事業への

影響なんですけれども、近年の配分状況を考慮
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して予算を組んでおりまして、減額しても必要

な予算額は確保しておりますので、影響はござ

いません。

○前屋敷委員 はい、分かりました。

○川添委員長 ほか、ございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 では次に、山村・木材振興課の

説明について、質疑はございませんか。

○山下委員 資料51ページの改善事業「しいた

け等輸出体制強化・ＰＲ支援事業」についてで

す。これまでも、消費拡大にも向けて様々な取

組をされてきたと思うんです。なぜかというと、

干しシイタケが非常に値段がいい時期があった

んです。いいときで１キログラムあたり5,000円

ぐらいでしたか。その後値段が下がったんじゃ

ないかな。黒木正一さんが県議の頃、諸塚村出

身でしたから、絶えずいろんな質問もされてた

んです。

 需要が減る一方で、菌床栽培が手軽に手に入

る。菌床栽培がどんどん増えてきたものだから、

値段が安くなった。そのことで生産額が落ち込

んできたといういきさつがあったんです。その

中で、何回目かの改善事業と思うんですが、今

の状況で、どれぐらいの値段で売れるのか、採

算に合うのか、それと海外向けはどの辺を目標

に営業をかけていくのか。そういうのが分かっ

たら教えてください。

○笹山山村・木材振興課長 先ほど、価格のこ

とを言われたんですけれども、ただいま１キロ

グラム5,000円くらいの値で、単価的には高い状

況でございます。ただ、生産者数というのが高

齢化等によりましてどんどん減ってきておりま

して、約930戸くらいしかございません。生産量

も270トン程度にとどまっているというような状

況でございます。

 今回、干しシイタケの価格は高いんですけれ

ども、近年の物価高騰によりまして資材費等も

上がっておりますから、やはり収入面では同じ

ような状態が続いているというところでござい

ます。

 国内消費もなんですけれども、海外に向けて、

今後やっていかないといけないなということで

考えておりまして、主な輸出国としましては、

台湾とか香港、また米国に向けてやっていきた

いということでございます。

 台湾、香港につきましては、主に贈答用とい

う形でやりまして、米国につきましては、今う

まみのブームがありまして、シイタケのパウ

ダー、ああいうものが非常に好調だということ

でございますので、そこら辺に向けてしっかり

やっていきたいというふうに考えてございます。

○山下委員 分かりました。

○川添委員長 ほか、ございませんか。

○下沖副委員長 資料43ページ、県有林なんで

すけれども、分かれば県有林の総面積を教えて

ください。

○宮川森林経営課長 県有林の面積は約6,840ヘ

クタールでございます。

○下沖副委員長 その中で、公社に委託してい

る部分ってあるんですか。

○宮川森林経営課長 県有林の管理につきまし

ては、公社に委託している部分はございません。

先ほどの6,840ヘクタールは、土地も立木も県

の持ち物である県有林で、もう一つ、うちが管

理する県営林の中にある県行造林というものが

ございます。分収林でございます。そちらのほ

うは4,720ヘクタールあって、合計で１万1,560

ヘクタールを管理しています。

○下沖副委員長 分かりました。

○前屋敷委員 資料49ページの「特用林産業新
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規就業者支援事業」ですけれども、具体的には

どういう中身なのかというのと、新規就業者を

どの程度見込んでいるのか教えてください。

○笹山山村・木材振興課長 当事業につきまし

ては、干しシイタケを実際に生産したことがな

い方もいらっしゃいますので、まずは短期就業

の体験をしていただくということで、これを10

日間ほどやっていただいて、生産の工程とか地

域の学びを知っていただくということと、あと、

就業実践の場合、30日間のロングステイといい

ますか、そこで実際の生産の技術とかの知識を

知っていただくというような形で行ってござい

ます。

 まず、令和７年度、令和８年度なんですけれ

ども、それぞれ４名の方に体験をしていただい

たところでございまして、将来的には、やはり

就業に結びつけたいということで考えておりま

す。目標の数値を定めているんですけれども、

指標では、令和10年度までに６名の方を就業に

つかせたいと考えてございます。

○前屋敷委員 １か月ぐらい体験をされるとい

うことですが、昨年度の状況では感触としては

どんなですか。かなり興味も持たれ、やってい

こうかなというような思いになられているんで

しょうか。

○笹山山村・木材振興課長 昨年度は、残念な

がらいらっしゃらなかったんですけれども、こ

の事業でもって、今度は新規就業に係る継続雇

用という形での支援もやっておりますので、こ

れにつきましては地元等に働きかけをしながら、

また今の生産者のほうにも協力をいただいて、

お試しステイをしていただきますので、アナウ

ンスをしっかりしていきたいと考えてございま

す。

○川添委員長 ほか、ございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、ないようですので、

第２班の予算議案の審査を終了いたします。

 暫時休憩いたします。

   午後２時６分休憩

   午後２時13分再開

○川添委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

 次に、特別議案の審査を行います。環境管理

課、森林経営課、環境森林課に、それぞれ特別

議案の説明を求めます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○黒木環境管理課長 資料の62ページを御覧く

ださい。

 議案第33号「財産の無償譲渡について」、御

説明いたします。

 １の提案の理由でありますが、財産を無償譲

渡することについて、地方自治法第96条第１項

第６号の規定により、議会の議決に付すもので

あります。

 ２の譲渡の目的としましては、県有財産であ

ります硫黄山水質改善施設の土地、建物及び工

作物を、えびの市の市有財産とするため、無償

譲渡するものです。

 ３の財産の概要でありますが、その内訳とし

ましては、土地の面積が6,490平方メートル、建

物が床面積10平方メートルのポンプ制御室、工

作物が取水堰、中和処理水路等計35件でありま

す。これらの無償譲渡対象の財産の鑑定評価額

は、４にありますように１億6,200万円となって

おります。

 最後に、５の譲渡先は、えびの市、譲渡する

日は、令和８年４月１日であります。
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 なお、本件の無償譲渡につきましては、えび

の市から提出のありました普通財産譲与申請に

基づき、県議会の議決を停止条件とする県有財

産譲与仮契約書を、令和８年１月27日付で締結

しております。

○宮川森林経営課長 資料の63ページを御覧く

ださい。

 議案第35号「林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について」であります。

 これは、令和８年度に県が実施予定の林道事

業について、市町村から負担金を徴収するもの

であります。

 １の「地方創生道整備推進交付金事業」につ

きましては、林道舗装２路線について、事業費

の100分の10を日向市及び西米良村から徴収いた

します。

 ２の「森林環境保全整備事業」につきまして

は、林道開設１路線について、事業費の100分の

10を西米良村から徴収します。

 ３の「山のみち地域づくり交付金事業」につ

きましては、林道開設について、事業費の100分

の５を県が事業を実施する場合に徴収いたしま

す。

 ４の「県単林道災害復旧事業」につきまして

は、林道災害復旧事業２路線について、事業費

の100分の10を西米良村から徴収します。

 対象となる市町村は、既に同意を得ておりま

すが、地方財政法第27条第２項の規定により、

議会の議決に付するものであります。

○川越環境森林課長 資料64ページを御覧くだ

さい。

 議案第41号「宮崎県環境基本計画の変更につ

いて」、御説明いたします。

 11月の常任委員会において、第四次宮崎県環

境基本計画（改定計画）の素案について御説明

したところですが、それ以降、環境審議会での

意見を盛り込みましたので、主な変更点につい

て御説明いたします。

 資料の具体的な説明に入ります前に、全体的

な話を申し上げますと、本計画は、令和３～12

年度の10年間の計画でありますが、策定から

５年となる今年度に、その骨格は変えず、様々

な情勢の変化に対応するため中間改定を行うも

のであります。

 主な情勢の変化としましては、右上に赤い文

字で記載しておりますとおり、国の地球温暖化

対策計画に温室効果ガス削減目標が追加された

こと、さらに、生物多様性国家戦略が作成され

たことを踏まえまして見直しを行ったほか、青

い文字で記載しておりますとおり、その他の情

勢の変化に対応する主な改定内容に関連するも

のとしております。

 そして、今回説明いたしますのは、審議会で

の意見でございますが、これは緑色の文字で表

示しております。

 65ページを御覧ください。

 第４章、分野別の施策の展開の、第１節、脱

炭素社会の構築において、審議会で、法の厳罰

化により自転車の普及が抑制されるのではない

かという意見がございましたので、１－１温室

効果ガス排出削減の施策の方向③において、自

転車を利用しやすい環境整備の推進を追記いた

しました。

 また、森林ボランティア団体の支援に活用さ

れる県の森林環境税について計画に記載できな

いかという御意見がございましたので、１－３

二酸化炭素吸収源対策の施策の方向において、

水と緑の森林づくり税、これにつきましては前

回の常任委員会で名称変更を御説明し、了解を

いただいたところですが、この税について追記
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を行いました。

 続いて、外来種や気候変動の影響による森林

の病害虫リスクについて記載できないかという

御意見がありましたので、１－４気候変動への

適応の施策の方向において、地球温暖化に対応

した森林病害虫等の防除に取り組むと追記いた

しました。

 次に、67ページを御覧ください。

 第４節、生物多様性の保全において、外来種

に係る三原則の周知先にペットショップを追加

できないかという意見がございましたので、

４－１生物多様性の健全性の確保の各主体に求

められる役割における事業者に、外来種を取り

扱う事業者における外来種被害予防三原則の徹

底を追記いたしました。

 以上が、前回からの主な変更点になります。

 議案第41号「宮崎県環境基本計画の変更につ

いて」の説明は以上です。

 続きまして、69ページを御覧ください。

 議案第42号「宮崎県森林・林業長期計画の変

更について」でございます。

 ９月定例県議会において、素案を御説明いた

しましたが、現行の第八次宮崎県森林・林業長

期計画は、策定後５年を経過することから、情

勢の変化に対応するため、中間改定を行うもの

です。

 なお、前回の説明は９月定例県議会でしたの

で、今回ここでは全体の概要をもう一度御説明

したいと思います。

 第１章の計画改定にあたってでは、計画改定

の趣旨や計画の位置づけ、計画期間、改定方法

について記載しております。

 第２章の森林・林業・木材産業を取り巻く諸

情勢では、森林・林業・木材産業に関して、第

１節では情勢の変化、第２節では現状と課題、

第３節では期待される役割を記載しております。

 なお、今回の改定に当たり、第２節の現状と

課題では、トピックスとして、人口減少がもた

らす林業・木材産業への影響を取り上げ、右側

にお示ししています赤い文字で記載しています

ように、急速に進む人口減少の影響と生産性の

向上の重要性を記載しております。

 70ページを御覧ください。

 第３章の計画の目標と施策の基本方向ですが、

第１節の目指す姿と基本目標では、今回の改定

で、緑色で表示しております長期的に目指す森

林の姿を新たに盛り込みまして、適地適木を基

本とした多様な林齢・樹種から構成される森林

を目指す上で、赤い文字で記載しておりますと

おり、森林に求める機能により、本県の森林を

将来にわたって持続可能な林業経営を目指す

「生産林」と、森林の持つ公益的機能の発揮を

重視する「環境林」の大きく２つに分けて、目

指す森林づくりの方向性を図のようなイメージ

で示しております。

 また、オレンジ色で表示しております５年後

の素材生産量と再造林率では、木材需要の動向

や将来の資源確保を考慮し、素材生産量は190万

立方メートル、再造林率は90％を目標としてお

ります。

 なお、基本目標は、現計画と同様、持続可能

なみやざきの森林・林業・木材産業の確立とし

ており、第２節の施策の基本方向と施策体系で

は、次のページに記載の基本計画の柱となる３

つの基本方向と施策体系を記載しております。

 71ページを御覧ください。

 第４章の基本計画ですが、第１節の多面的機

能を持続的に発揮する豊かな森林づくり、

第２節の持続可能な林業・木材産業づくり、

第３節の森林・林業・木材産業を担う地域・人
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づくりの３つの柱で構成し、それぞれの施策の

展開を記載しております。

 右側に主な指標を記載しておりますが、今回

の改定で目標を変更したものを赤い文字で記載

しております。

 72ページを御覧ください。

 第５章の重点プロジェクトですが、グリーン

成長プロジェクトによる再造林対策の継続性を

確保するため、プロジェクトを引き継ぐ４つの

柱を重点項目として記載しております。

 次の第６章の地域計画では、西臼杵支庁・各

農林振興局ごとの重点的な取組を、第７章の計

画の実現に向けてでは、計画実現のため関係者

の役割等について記載しております。

○川添委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

 課ごとに質疑を行いたいと思います。

 まず、環境管理課の説明について、質疑はご

ざいませんか。よろしいですか。

○山下委員 一つだけ確認します。

 資料62ページのこの土地、6,490平方メートル。

これはもともとえびの市の土地ということでい

いんですか。県の土地ですか。

○黒木環境管理課長 もともと国有地でござい

ました。

○山下委員 それを県が買っているわけですか。

○黒木環境管理課長 はい。

○山下委員 そしたら、この１億6,200万円の中

の土地の財産の価格はどれくらいですか。

○黒木環境管理課長 評価額の内訳でございま

すが、土地が389万円、建物が103万円、工作物

が１億5,750万円となっておりまして、合計が

１億6,242万円になっておりますけれども、端数

整理で１億6,200万円としております。

○山下委員 この土地の価格は、私もよく分か

らないんだけれども、坪いくらになるか計算し

てみてください。

○黒木環境管理課長 評価の単価といたしまし

ては、１平方メートル当たり600円となっており

ます。

○山下委員 600円。

○黒木環境管理課長 １平方メートルあたり600

円となっています。坪ですと、それに3.3掛ける

ことになると思います。

○山下委員 反当たり50万円ぐらいか、どれぐ

らいになるか。１平方メートルがいくらでした

か。

○黒木環境管理課長 １平方メートル当たり600

円となります。

○山下委員 10アール当たり、反で言った場合

に約60万円ということだね。10アール当たり991

平方メートルというふうに換算しますので、大

体1,000平方メートルと見るんですけど。分かり

ました。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 先ほど休憩中に、山下委員から

議案第33号について資料要求があり、準備が整

いましたので配付させていただきます。

 暫時休憩します。

   午後２時31分休憩

   午後２時32分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 次に、森林経営課の説明について、質疑はご

ざいませんか。

○井本委員 これが議会の議決が要るというの

は何でですか。こんなものは当たり前のような

気がするんだけど、何で議会の議決が要るのか

な。
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○宮川森林経営課長 地方財政法第27条第２項

の規定により、議会の議決に付するものであり

ます。

○井本委員 分かっている。法律で決まってい

るのは分かっているけれども、法律の趣旨を聞

いているわけ。法律は何でそんなふうになって

いるのかと私は聞いているわけ。法定化されて

いることは分かっております。何でそんな法律

があるんですかと聞いている。分からんか、分

からないならいい。

○宮川森林経営課長 その法律の部分は、手元

にないんですけれども、この地方財政法第27条

で経費の一部を負担させることができるという

ような文書になっていまして、その趣旨につい

ては、ちょっと分かりかねます。

○川越環境森林課長 地方財政法の趣旨なんで

すけれども、地方の財政状態を悪化させてはい

けないというのが基本的な考え方でして、例え

ば国が県に、国の権限をもって負担させないよ

うに、県が市町村に県の権限をもって負担をさ

せないように、そういったものをちゃんとチェ

ックできるようにこういった議決を取るという、

そういう考え方になっております。

○井本委員 少し分かりました。

○川添委員長 よろしいですか。ほかございま

せんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 なければ、環境森林課について

質疑はございませんか。

○下沖副委員長 資料70ページで、再造林率

90％を目指すということなんですけれども、こ

のゾーニングした場合、生産林の部分を再造林

率で考えるのか、それとも自然林に戻すところ

も、伐採後自然林とか戻す場合、そこの面積を

植えなかったとすれば、それも再造林率の計算

に入るのか、生産林のほうで見ていくのかと教

えてください。

○宮川森林経営課長 現在の再造林率の試算に

当たっては、生産林・環境林の区分けをしてお

りません。再造林率を算出しております。

 今切られているところというのが、道から近

いところということを考えますと、ほとんどが

生産林ではないかというふうには考えておりま

すけれども、その生産林・環境林での区別で率

を算出してはいないということです。

○下沖副委員長 環境省のほうを見てみると、

やはり同じこと、ゾーニングというのがあった

もので、再造林率の計算をするとき、今から自

然林とか戻すところがあれば再造林率が下がる

のは当たり前かなと思ったので、生産に適した

ところがちゃんと植えられる、再造林がなされ

るという計算方法がいいのかなと思ったりもし

たもので、今後そこら辺も研究していただけれ

ばと思います。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、ないようですので、

最後に、予算議案全般を含めまして、その他で

何かございませんか。

○二見委員 予算に関するというよりか、林業

のこれからの全体的なことでお聞きしたいんで

すけれども、今、再造林から利活用まで、いわ

ゆる川上から川下まで一生懸命取り組んでいら

っしゃるということは分かるんですけれども、

この円安の状況下では、木材の輸出のほうが非

常にいいということも聞いています。向こうの

ほうに材木が引っ張られていて、実はこっちの

地元のほうでの木材が足りなくなっているとこ

ろもあると。いわゆるそれは何かといったら、

バイオマス関係です。林地残材の活用なども言
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われていたんですけれども、なかなかそこがう

まくいっているという成功事例のような話もな

かなか聞いてこないし、かといって今回は畜ふ

んのバイオマス事業も手がけるというようなこ

ともあるわけなんですが、ここ辺の木を取り巻

く経済です。国内外の需要の駆け引き並びにバ

イオマス発電をつくるにしても、この材をどう

やって調達して、今後、日本のエネルギー産業、

電力産業をしっかり維持していけるか、再造林

するにしても杉を植えていって、じゃあその杉

がバイオマスの燃料になるかといった場合に、

要するに、のこくずだったりとか、ほかのとこ

ろに引っ張られると今度は発電ができなくなる、

燃料が高くなるとじゃあ使えない。発電の電力、

電気代が上がってしまう。何かそこ辺の全体的

なこのサイクルというものをどうすればうまく

調整できるのかという感覚というか見解を持っ

てらっしゃるのかなと。非常に難しいところで

あるんですけれども、宮崎県だけの話じゃない

とも思うので。

 しかし、エネルギー産業は今中東の方で石油

が問題視されているわけじゃないですか。だか

ら、やはりこれからの長い目で見たときの林業

の在り方、杉を植えるだけじゃなくて、じゃあ

バイオマスに使えるような、いわゆる早生樹の

育成というのを、前に児湯郡のほうで見に行っ

たこともあったけれども、それも何かうまい話

を聞かないようなところもあるみたいなので、

ただ木を植えていけば、再造林の面積が大きけ

ればいいということじゃないと思うんですよ。

 長い目で、じゃあバイオマスの燃料を確保す

ることができるか、そういったところの視点を

持ったやっぱり再造林なり森林経営というもの

をやっていってもらわないといけないのかなと

思うんですが、そこら辺の考え方というのは何

か持っていらっしゃいますか。

○川本みやざきスギ活用推進室長 委員おっし

ゃるように、確かにバイオマスもそうなんです

けれども、製材業も含めて、県内の木材の需給、

特に原木の引き合いということであれば、かな

り強い需給になっているということはこちらも

認識しております。やはり引っ張られていると

いうようなところございます。

 原木輸出等もございますので、なかなかそこ

ら辺のボリュームも考えると、製材工場、もち

ろんバイオマスのほうに製造とか運転コストが

上昇している原因になっているというふうに認

識しております。

 まず、バイオマスについてなんですけれども、

やはり安定的な燃料の確保、これは重要でござ

います。なかなか価格が高騰しているというと

ころもございますので、やはりそこは一定程度

企業努力をしていただいて、効率的に発電いた

だくというところをしていただかなければいけ

ないんですけれども、なかなかこういう逼迫し

ている状況もございますので、県では、宮崎県

木質バイオマス発電協議会というものをつくり

まして、いろいろ意見交換をしたり、こちらか

らも助言をして需給状況はどうなっているか、

これからの方向性について議論するというよう

なところをしてございます。

 それから、効率的な燃料を供給するための施

設、チップを効率的に供給する施設とかという

のも、まずこの辺も支援しているところでござ

います。それから、もちろん運送だとか流通面

でもそこら辺のコストをカットしていくという

ようなところをしていくというようなことかな

というふうに思っております。

 あと、製材工場のほうにつきまして、これは

バイオマスも同じような話なんですけれども、
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やはり価格転嫁というところをしっかりしてい

って、要は原木の購買力を上げていかなければ

いけないというような、これは根本的な問題で

ございますが、そういったところもございます。

こちらの方も業界団体と連携しながら、農林水

産省のほうで取適法、今年改正されましたけれ

ども、しっかりその情報を売る側と買う側、開

示しながら、適切な価格でやり取りをするとい

うようなところを促進するという取組をしてお

りますので、県もしっかり団体と連携しながら、

そういった取組が県内でできるようにしていっ

て価格転嫁をすると、最終的にはきちんと原木

を確保できるような形に持っていきたいなと思

っております。

○二見委員 今の話だと、大体それぞれのス

テージで取り組んでいらっしゃる。ただ、その

再造林の樹種とかについては、今までと変わら

ないというスタンスということですか。

 杉というのは40年ぐらい育ててやっと主伐し

て活用していくことだと思うんですけれども、

そのサイクルは今までと変わらずやっていこう

ということなんですね。

 要するに、バックヤードを作って、たくさん

燃料を確保できる場所は作りましたと言っても、

中に入れるものがなければ意味がないわけじゃ

ないですか。そのゾーニングしていくと言った

って、造林したところが伐採して利活用できる

のは何十年も先の話。それが、だからもう少し

早く使えるようにしたらいいよねというような

ことで取り組んでたところもあったけれども、

じゃあそれはどうなっているんだろうなと。そ

ういったものを今植えているんですかという話

です。そこ辺まで、どちらかというと各業界の

団体のところで取り組んでいるのは分かるんで

すけれども、生産の現場というところでも話が

何か見えてこないんだよなって。

○川本みやざきスギ活用推進室長 まず、植え

るものについてなんですけれども、ちまたでは

早生樹だとか、宮崎県内でもそのセンダンとか

というのも取り組んだりという、当然早く収穫

できるものを植えるという考え方はある話で、

再造林の樹種として実際に取り組んでいる状況

ですし、それから杉を植えるというところも多

いです。当然それは特定苗木とかいう形で成長

率の高いものというのが開発されて、それを植

えてきているというようなところもございます

ので、そういったところで、できるだけ伐採ま

でのサイクルというか収量は大きくなるのかな

と。当然それは、そもそも植えてから伐採する

までの伐期というものは短い、日本の各地で比

べても短いというところではございますが、や

はり伐期が来たときに取れるものは、やはり多

くなった方が林業経営上いいということにもな

りますので、当然、そういう研究や取組をして

いるということです。

 それから、生産のところも御指摘がございま

したが、宮崎県は路網密度が、全国と比較して

も入っておりますし、機械の投入状況もそれな

りにあるというようなことです。ほかのところ

の議題でもございましたが、よく話にもあるん

ですけれども、人がなかなか増えない状況の中

でどうやって効率的にやっていこうかというと

ころもございますので、効率的にやっていくス

マート林業などというところも、しっかり取り

入れていく。当然、開発だとかというところも

国にしっかり要望していく、現場の情報を上げ

ていくといったところの取組を総合的にした上

で、林業がしっかり経済的に成り立つ持続的な

ものとして県の中の経済に貢献するといったと

ころを目指したいなというふうに考えています。
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○二見委員 宮崎県の場合は、その成長が早い

というのは確かにそうです。冬の寒いところに

比べると木の芽が柔らかいわけです。柔らかい

からこそ、燃やしたらすぐ燃えきっちゃうとい

う部分もあるわけじゃないですか。燃料として

は、だから軽油とガソリンとハイオクの違いと

いうか。だから、そこ辺も考えて、じゃあ植え

て何十年か後に使えるんだという地主さんたち

のメリット、やっぱり植えるということのメリ

ットをしっかり提案できないといけないと思う

んです。

 畜ふんバイオマスの発電のときにも、コンサ

ルのほうはこれでペイできるみたいなのを言え

るように、やっぱり県としても、この再造林の

面積を一生懸命増やそうというところの一番の

肝は、やはり地主さんたちが植えて、しっかり

その後で費用を回収できるんだというプランを

見せることが大事なんだと思うんですよ。世の

中の経済がどう変わっていくかというのがこの

数年でもコロコロ変わっていくというような世

の中で、何十年も先を見通すというのは難しい

かもしれないけれども、日本のエネルギー産業

がどういう方向に進んでいこうとしているのか

というのは、再生可能エネルギーに力を入れて

いかなければ、日本というのは天然資源が少な

いからこそ、やはりそこ辺のいろんなエネル

ギーミックスというか、いろんな方法を取らな

いと、１つだけに偏るとどうしてもそこが傾い

たときに共倒れして、みんなバタバタいってし

まう。そうならないためにも、知恵を絞ってい

かなければならないし、いろんなこういう計画

の中でもはめ込んでいかないといけないんじゃ

ないかなと。こっちの南九州のほうでは発育が

早いのであれば、それに合ったようなやり方、

寒いところではこういうやり方、ここら辺とい

うのはやはり国としてエネルギーの在り方とい

うものを考えてもらいたいし、こっちの南九州

は南九州の良さをもっと発揮できるような、い

わゆる政策提言というものをやっていければい

いなというふうに思うんです。

 ぜひ、これからの検討の中に入れていただけ

ればなと、個人的な意見ですけれども、どうし

てもそこ辺がないと、僕らも説明をするときの

説得力というものに欠けるんです。

 ぜひまた、何かいい話があったときに教えて

いただければなと思います。

○前屋敷委員 予算に関連で１つ聞きそびれて

いましたので、お答えいただきたいと思います

が、「再造林率向上強化対策事業」で、この補

助申請者が再造林推進ネットワーク加入者とい

うふうに限られているんですけれども、このネ

ットワーク加入者でなければならないという何

か不都合があるのか、理由をお聞かせください。

○鳥原再造林推進室長 今、再造林を推進する

中で、各地域のネットワークというのが主体と

なって、伐採地の情報を受けて、そこに再造林

する人はいないかというようなマッチングとい

うか、再造林を進めているところでございます。

 この事業につきましては、再造林した場合に

補助率をちょっとかさ上げしますという条件の

中で、それを適用するには誰でもじゃなくて、

このネットワークで造林された場合にはこれが

適用されますという補助事業の条件につけてお

ります。

 ネットワークの加入者のメリットといいます

か、そういった面で適正に再造林されていくこ

とを進めていきたいという思いがございます。

○前屋敷委員 確かに現在、ネットワーク加入

者が241事業体というふうに資料にも載っていて、

目標を400と定めていらっしゃって、この事業を
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契機に加入していただいて補助の申請をしてい

ただくというふうに考えていらっしゃるんだろ

うと思うんですけれども、しかし、実際、再造

林を強化して引き上げていくという点では、ネ

ットワークに加入してほしいと、連帯もネット

ワークをつなぎながら連帯していくと、事業も

進めていくということも大事なんですけれども、

やはりこの事業そのものは推進する、強力に進

めるという点では、加入にこだわることなく、

補助の申請は受け付けるということのほうが、

よりこの事業そのものの意味合いとか効果とか

は出るんじゃないかなというふうに思います。

 その上で、協力要請をするということはある

かもしれませんけれども、ネットワークに加わ

らないからどうなんだということについてはど

うなのかなというふうに思いましたので、仕組

みも含めて今お尋ねしたところです。

○宮川森林経営課長 この事業での最大の要件

としてネットワークの会員としておりますけれ

ども、植える方、造林事業者については全て加

入していただいていますので、それで事業がで

きないとかそういうことはございません。

 ネットワークを中心に、いろんな方々が一緒

になって再造林を推進していくというのが目的

でございますので、事業においてはそこで縛る

というか、そういうものではございません。

○前屋敷委員 この施工地が一定、地域を決め

て施工するんでしょうけれども、施工地が再造

林強化地域であることというふうにもなってい

るんですけれども、そこの地域に加入者がいな

い場合もありますよね。やはりそこは、そうい

った不都合も出てくるんじゃないかと思うんで

すけれども、どうですか。

○宮川森林経営課長 この事業の対象となる森

林の場所が再造林強化区域でございます。再造

林強化区域というのが、県が把握している道か

ら100メートル以内の条件がいいところ。本来で

あれば収益が確保できる、切った後は植えるの

を進めないといけない場所において再造林が進

んでいないので、そこを進めているためにこの

事業で条件として設けております。

○前屋敷委員 今の御説明では、この強化地域

ではネットワーク加入されていない事業者はい

ないというような御説明もありましたが、それ

で問題が発生することはないという前段の御説

明であったんですけれども、そういうことがな

ければ、わざわざ今回のこの事業においてネッ

トワーク加入が必要だというような条件はつけ

なくてもよかったんじゃないですか。

○宮川森林経営課長 現在の加入者を見ますと、

造林者がみんな入っていただいて一緒になって

やっていきましょうという体制できているとい

うことでございます。

○前屋敷委員 そうであれば、わざわざ縛るこ

とはなかったんじゃないかなというふうに思い

ました。

○右田環境森林部次長（技術担当） このネッ

トワークをつくったそもそもの目的が、これは

宮崎大学のほうに委託をして、いろいろ調査を

していただいたんですけれども、森林組合が伐

採をした場合には、再造林率が非常に高い。た

だ、素材生産事業者が伐採した場合にはちょっ

と再造林率が低いという結果が出ました。

 それで、やはり再造林を中心的に担っていた

だくのは森林組合が中心にやっていただいてい

るので、素材生産の人たちと森林組合とが一緒

になってこういうネットワークをつくって、情

報の交換だとか、再造林をスムーズに進めるた

めにこのネットワークをつくりました。そうい

ったことで、このネットワークに入っていただ
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いて、再造林になかなか取り組みづらい素材生

産事業者の方もいらっしゃったので、そういっ

た方々も一緒になって再造林のほうに力を注い

でもらおうと、意識を高めてもらおうというこ

とでこのネットワークをつくって、会員の方々

に対して、事業の仕組みとして補助をしていく

という形をつくったところであります。

○前屋敷委員 私は、このネットワークそのも

のを何も否定するわけではなくて、やはりその

ネットワークの中でお互い、やはり造林率を高

めていこうということは大事なことなんですけ

れど、今度のこの事業要件の中にそういう縛り

があるので、それはなくてもいいんじゃないか

というふうに思ったものですからお尋ねをした

ところでした。はい、結構です。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、以上をもちまして環

境森林部を終了いたします。

 執行部の皆様、お疲れさまでした。

 暫時休憩いたします。

   午後２時57分休憩

   午後２時58再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 明日の委員会は、10時に再開し、農政水産部

の審査を行うことといたします。

 その他で何かございますか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、以上で本日の委員会

を終了いたします。お疲れさまでした。

   午後２時59分散会
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令和８年３月12日（木曜日）

   午前９時57分再開

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   川 添   博

  副 委 員 長   下 沖 篤 史

  委      員   山 下 博 三

  委      員   二 見 康 之

  委      員   野 﨑 幸 士

  委      員   井 本 英 雄

  委      員   前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

説明のため出席した者

 農政水産部

  農 政 水 産 部 長   児 玉 憲 明

  農政水産部次長
             原 田 大 志
  （ 総 括 ）

  農政水産部次長
             柳 田   敬
  （ 技 術 担 当 ）
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  議 事 課 主 事   黒 木 燿一朗

  議事課主任主事    前 鶴 彩 友

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

○児玉農政水産部長 説明に入ります前に、ま

ず、お礼を申し上げます。

 ３月７日に挙行いたしました令和７年度県立

農業大学校卒業式には、大変お忙しい中、川添

委員長に御出席を賜りまして、誠にありがとう

ございました。

 69名の卒業生は、そのほとんどが就農や農業

関連産業に就職する予定となっておりまして、

将来の本県農業の発展を牽引する人材として、

活躍を期待しているところでございます。

 また、同日に挙行いたしました、令和７年度

県立高等水産研修所修業式には、大変お忙しい

中、下沖副委員長に御出席いただきまして、感

謝を申し上げます。

 ８名の修業生が全員本県の漁業に就業するこ

ととなっておりまして、本県漁業を支える中心

となる人材といたしまして、活躍を期待してい

るところでございます。

 それでは、当委員会に御審議をお願いしてい

る議案等について御説明いたします。
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 常任委員会資料２ページの目次を御覧くださ

い。

 本日は、予算議案２件、特別議案６件の御審

議をお願いしております。

 予算議案につきましては、議案第１号「令和

８年度宮崎県一般会計予算」と議案第12号「令

和８年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算」

であります。

 特別議案につきましては、議案第22号「使用

料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」

ほか５議案についてであります。

 ３ページを御覧ください。

 Ⅰの予算議案についてであります。

 まず、令和８年度農政水産部予算（案）の基

本的な考え方でございますが、（１）にありま

すとおり、国は、新たな「食料・農業・農村基

本法」に基づき、食料安全保障の確保や農業・

畜産業の生産基盤の強化等を推進するため、今

後５年間で農業構造の転換を集中的に実施する

こととしております。

 また、物価高騰の長期化等による生産者の経

営への影響を踏まえ、生産性の向上に加え、持

続性の高い農水産業への転換が急務となってお

ります。

 このため、（２）の①のとおり、令和８年度

を初年度とする農業と水産業それぞれの長期計

画の着実な推進に加え、②の農水産業の生産性

と持続性を両立し、さらなる成長を実現するグ

リーン成長プロジェクトの展開により、我が国

の食料安全保障の確保を支える食料供給基地と

して、将来にわたって、その役割を果たすため

の予算として構築いたしました。

 ４ページを御覧ください。

 ここでは、農業と水産業のそれぞれの長期計

画の施策体系に沿った重点的な取組を整理して

おります。

 （１）の第八次宮崎県農業・農村振興長期計

画では、３つの視点で各種施策を展開いたしま

す。

 ①では、人材・体制づくりの観点から新規就

農者や雇用就農者の確保・育成、営農継続等を

サポートする体制構築等の推進を、②では、生

産性の観点から農業生産基盤の整備やスマート

農業技術の活用に加え、気候変動対策等の推進

を、③では、持続性の観点での農村集落づくり

や環境と調和した農業の取組に加え、共同利用

施設の集約等を推進いたします。

 （２）の第六次宮崎県水産業・漁村振興長期

計画では、４つの視点で各種施策を展開いたし

ます。

 ①では、人口減少社会への適応の観点から先

端技術の導入等に加え、多様な人材の確保・育

成と定着の推進を、②では、高収益化の観点か

ら漁船・漁具の機能強化や養殖生産管理のス

マート化等の推進を、③では、持続性の観点か

ら気候変動に対応した生産体制づくりや漁場環

境の保全等の推進を、④では、漁村づくりの観

点から漁港施設等の地震・津波対策や漁村・内

水面のにぎわい創出等の推進をそれぞれ展開い

たします。

 次の５～６ページにつきましては、それぞれ

の長期計画の施策の体系に沿った令和８年度の

主な事業を整理しております。

 新規・重点事業の内容につきましては、後ほ

ど担当課長から御説明いたします。

 ７ページを御覧ください。

 令和８年度の農政水産部の当初予算につきま

しては、一般会計と特別会計を合わせた全体で、

表の左から２列目になりますが、令和８年度当

初予算額の一番上の行にありますとおり、426億
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9,525万1,000円をお願いしております。

 このうち、一般会計はその下にありますとお

り、425億1,247万4,000円、特別会計は表の下か

ら２行目にありますとおり、１億8,277万7,000

円であります。

 ８ページを御覧ください。

 債務負担行為の追加につきまして、次の９ペ

ージまでの一覧表にあります事項について、追

加をお願いするものであります。

○川添委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

 審査の進め方でありますが、予算議案のみ２

班に分けて議案等の審査を行い、全体がそろっ

た後、特別議案等の審査を行うこととします。

 また、質疑については、関連した質疑を効率

的に行う観点から、予算議案は関連した課ごと

に、特別議案は項目ごとに質疑を受けることと

いたします。

 執行部の皆様の御協力をお願いいたします。

 なお、歳出予算の説明については、重点・新

規事業を中心に簡潔に行い、あわせて、決算に

おける指摘要望事項に係る対応状況についても、

説明をお願いします。

 まず、第１班として、農政企画課、団体指導

検査課、農業流通ブランド課、農業普及技術課、

農産園芸課、畜産振興課、家畜防疫対策課の予

算議案に係る審査を行いますので、順次、議案

の説明をお願いいたします。

 なお、委員の質疑は全ての課の説明が終了し

た後にお願いいたします。

○梶原農政企画課長 委員会資料10ページを御

覧ください。

 令和８年度当初歳出予算について御説明いた

します。

 当課の予算額は、一般会計のみで17億5,113万

3,000円をお願いしております。

 11ページを御覧ください。

 まず、歳出予算説明資料の説明に当たりまし

ては、左から３番目の欄の事項名で説明させて

いただきます。

 また、事項の詳細を説明する場合は、右端の

説明及び事業名の欄を用いさせていただきます

が、この欄については、「説明欄」と省略させ

ていただきます。

 なお、この後、各課におきましても同様の説

明とさせていただきます。

 それでは、当課の主な内容について御説明い

たします。

 下から２つ目の（事項）中山間地域活性化推

進費の説明欄１の改善事業「多様な人材が支え

る中山間地域農業継続支援事業」につきまして

は、後ほど御説明いたします。

 次に、説明欄３の（１）中山間地域等直接支

払交付金７億363万9,000円でございます。

 本事業は、生産条件が不利な中山間地域にお

きまして、集落協定に基づき、農業生産や農用

地の保全活動を行う際、取組面積に応じ一定額

を交付することにより、農業・農村の多面的機

能の維持や発揮を図るものでございます。

 １つ下の説明欄４の「元気な中山間農業・農

村活性化事業」7,519万9,000円でございます。

 本事業は、農村集落のコミュニティーや生産

基盤の強化に向けた取組を支援しますとともに、

地域間交流等の取組を推進することにより、中

山間地域の農業・農村の活性化を図るものでご

ざいます。

 12ページを御覧ください。

 改善事業「多様な人材が支える中山間地域農

業継続支援事業」でございます。

 予算額は1,466万6,000円でございます。
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 この事業は、事業の目的にありますとおり、

中山間地域に地域外からの人材定着を促進する

とともに、地域内の生産活動の省力・省人化に

資する取組へのサポートにより、営農活動の持

続化を図るものでございます。

 具体的には13ページを御覧ください。

 事業は大きく３つからなっておりまして、ま

ず、左側の①「複合的経営スタートアップ支援

事業」では、地域外からの人材定着に向けた対

策といたしまして、中山間地域において移住者

等が林業などの仕事と併せて複合的に農業を行

う、いわゆる「半農半Ｘ」等の取組に対して、

必要な農業機械等の導入等を支援することとし

ております。

 また、右側の②「地域課題解決支援事業」で

は、集落の方々が安心して営農を続けるための

対策といたしまして、人手不足等の地域が抱え

る課題解決を目的に、集落組織等が行う農用地

保全や、取水対策などの省力化・省人化に資す

る技術・手法の実証や導入を支援し、その成果

の波及や活用を促進いたします。

 さらに、下段の③「経営体育成・集落活動サ

ポート事業」では、①、②の支援事業の推進に

当たりまして、技術面や経営面など総合的な指

導・助言を行うサポーターを県に設置いたしま

して、現地に派遣して、移住者や集落組織等が

行う取組を支援することとしております。

 これらの新たな人材や技術・手法への支援に

よりまして、中山間地域の営農活動の維持につ

なげてまいります。

 事業期間は、令和10年度までの３年間を予定

しております。

○田村団体指導検査課長 常任委員会資料の14

ページを御覧ください。

 当課の予算額は、一般会計のみで６億9,244万

1,000円をお願いしております。

 15ページを御覧ください。

 主な内容について御説明いたします。

 上から３番目の（事項）農業金融対策費の説

明欄１の利子補給金・助成金４億3,448万1,000

円であります。

 本事業は、農業者の資金繰りを支援するため、

農業制度資金の貸付けを行う融資機関に対しま

して利子補給を行うものであり、引き続き資金

調達の円滑化に取り組んでまいります。

○押川農業流通ブランド課長 資料16ページを

御覧ください。

 当課の予算額は、一般会計のみで８億3,495万

9,000円をお願いしております。

 主な内容について説明いたします。

 17ページを御覧ください。

 上から３番目の（事項）新農業振興推進費の

説明欄２の改善事業「みやざき「食」のもった

いない実践事業」710万円です。

 本事業は、食育活動やキャンペーン等による

食品ロス削減の推進・啓発に係る取組を支援す

るものであります。

 次の３の新規事業「みやざき農産物フェアプ

ライス理解促進事業」につきましては、後ほど

御説明いたします。

 次の（事項）新みやざきブランド推進対策事

業費の説明欄１の「みやざきブランドファン拡

大事業」3,222万3,000円です。

 本事業は、みやざきブランドの新たなマーク

の周知等を通じてファンを拡大し、ブランド商

品の購入意欲の向上や安定販売を支援するもの

であります。

 次に、その下の（事項）農産物流通体制確立

対策費の説明欄５の「食品産業の輸出向けＨＡ

ＣＣＰ等対応施設整備事業」４億5,000万円です。
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 本事業は、輸出先の規制に対応した加工施設

の整備等に係る取組を支援するものであります。

 次に、一番下の（事項）構造政策推進対策費

の説明欄２の「みやざきＬＦＰ強化支援事業」

4,848万3,000円です。

 本事業は、多様な農や食の関係者が協働して

新商品やサービスの開発など新たなビジネスを

創出する、みやざきＬＦＰの活動強化を支援す

るものであります。

 18ページを御覧ください。

 新規事業「みやざき農産物フェアプライス理

解促進事業」についてであります。

 予算額は262万9,000円で、事業の目的にあり

ますとおり、消費者が納得し、生産者が適正な

利益を得られる、農産物の合理的な価格・フェ

アプライスについて理解醸成を図るものです。

 19ページを御覧ください。

 左側の①学生と連携した産地の取組を発信す

るプロジェクトでは、学生に栽培から収穫まで

を体験していただくとともに、高騰する生産コ

ストや気候変動に対応する生産者の工夫・努力

をヒアリングし、ＳＮＳ等で発信していただき

ます。

 次に、右側の②生産者と消費者をつなぐシン

ポジウムでは、①のプロジェクトで感じたこと

を学生に発表していただくとともに、生産者、

消費者、小売業者等の関係者による、持続可能

な農業をテーマとしたディスカッションの場を

設けます。

 このような取組を通じて、消費者や流通・販

売に関係する方々に農業の価値を理解していた

だき、合理的な価格・フェアプライスの理解促

進につなげてまいります。

 事業期間は、令和10年度までの３年間を予定

しております。

 続きまして、20ページを御覧ください。

 決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況についてでございます。

 農畜水産物の輸出について、長期計画の見直

しのタイミングでもあることから、輸出してい

る国のシェアを念頭においた輸出目標の設定を

するなど、戦略的に農畜水産物の輸出を拡大し

ていくことという指摘要望事項がございました。

 国内の人口が減少する一方で、世界の食市場

が拡大する中、海外に向けて輸出を拡大してい

くことは、本県農畜水産業の生産基盤を強化し

ていく上で、大変重要な取組であると認識して

おります。

 第八次宮崎県農業・農村振興長期計画及び第

六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画において、

令和12年度までを目標とする10か年計画のうち、

令和３～７年度の前期計画では、農畜水産物の

輸出目標額を102億円に設定しておりましたが、

令和６年度の実績は目標を上回る約121億円に達

しました。

 令和８～12年度における後期計画において、

これまでの取組をさらに進めるとともに、新た

にターゲットとなる国・地域におけるシェア拡

大に取り組むことを踏まえ、輸出目標額を178億

円に設定しました。

 目標達成に向けては、牛肉や水産物、茶など

主要な輸出品目ごとに、輸出先国・地域のニー

ズや規制に対応するための施設整備や有機栽培

への転換など輸出向け生産体制の強化に加え、

新たな商流開拓など販売戦略の展開にも重点的

に取り組むこととしております。

 今後とも、輸出を取り巻く環境の変化に的確

に対応しながら、国や関係団体等と連携し、県

産農畜水産物の輸出拡大に向けた取組を進めて

まいります。
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○吉野農業普及技術課長 常任委員会資料の21

ページを御覧ください。

 当課の予算額は、一般会計のみで45億6,290万

7,000円であります。

 主な内容について御説明いたします。

 22ページを御覧ください。

 下から３つ目の（事項）農業経営改善総合対

策費の説明欄１の改善事業「みやざき農業経営

指導強化事業」でありますが、後ほど別資料に

て御説明いたします。

 続きまして、一番下の（事項）活動火山周辺

地域防災営農対策事業費の説明欄１の「活動火

山周辺地域防災営農対策事業」１億328万円であ

ります。

 本事業は、桜島や新燃岳の降灰による農作物

の被害を防止・軽減するため、農業用ハウスや

洗浄機械の整備等を行い、農家経営の安定を図

るものです。

 23ページを御覧ください。

 上から３つ目の（事項）鳥獣被害防止対策事

業費の説明欄１の「鳥獣被害対策アップデート

事業」７億7,244万9,000円であります。

 本事業は、農作物被害対策のモデル実証や侵

入防止柵の整備など、ソフト・ハード両面での

取組を支援するとともに、ジビエの栄養成分に

着目した新規需要の創出を図るものです。

 続きまして、下から３つ目の（事項）農産物

高品位生産指導対策費の説明欄１の「みやざき

「グリーン農業」拡大加速化事業」１億5,587万

1,000円であります。

 本事業は、国のみどりの食料システム戦略に

基づき、化学肥料・化学農薬の使用量低減や有

機農業の拡大など環境負荷低減に資する取組を

推進するものであります。

 24ページを御覧ください。

 一番下の（事項）農業研究機能高度化推進対

策費の説明欄１の新規事業「総合農業試験場機

能強化整備基本計画策定事業」につきましては、

別資料にて御説明いたします。

 歳出予算説明資料は以上であります。

 続きまして、新規・改善事業について御説明

いたします。

 25ページを御覧ください。

 改善事業「みやざき農業経営指導強化事業」、

予算額は3,365万6,000円であります。

 本事業の目的は、資材価格の高止まりなど厳

しい経営が続く中、各種データに基づいて経営

状況を正確に把握し、早い段階から的確な支援

を行うことで、農業者の経営安定及び産地維持

を図るものであります。

 26ページを御覧ください。

 ①「農業経営力強化支援事業」では、宮崎県

農業経営体支援センターにおいて、経営コンサ

ルティングをはじめとする経営指導等を実施す

るものです。

 新たな取組としましては、開発した農家支援

システムにより、融資や決算データの一元的な

管理を行うことで、農業者の経営状況をこれま

で以上に詳細に分析することが可能となります

ことから、経営悪化の兆しがある農業者に対し、

早い段階から経営指導等を実施してまいります。

 また、農業者から法人化や事業承継等の専門

性の高い相談が増加していることから、これら

に対応するため、商工部門の専門家等を講師と

して、実践的な研修を実施することで指導人材

の資質向上等を図ってまいります。

 ②「経営指導活動強化事業」では、農業経営

指導士による新規就農者等への助言・指導を強

化するとともに、普及指導員が法人経営体への

指導や産地課題の解決に必要となる経営や流通
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などの幅広い知識を習得することで、普及セン

ターの経営指導の活動を強化してまいります。

 事業期間は、令和10年度までの３年間として

おります。

 続きまして、27ページを御覧ください。

 新規事業「総合農業試験場機能強化整備基本

計画策定事業」予算額は6,170万5,000円であり

ます。

 本事業の目的は、農業試験研究の機能強化及

び運営の合理化を図るため、研究体制の集約に

向けた整備基本計画の策定を行うものでありま

す。

 28ページを御覧ください。

 現在、担い手の急速な減少や地球温暖化等に

対応する栽培技術、病害虫対策等の研究を進め

ていく上で、研究員や研究機材が分散している

ことで、様々な制約が生じております。

 このため、新体制では、現在の５拠点から宮

崎市と川南町の２拠点へ集約し、特定の研究課

題や品目等において、分野横断的な研究体制を

構築することで、品種開発の効率化やスマート

農業技術の高度化、気候変動や新奇病害虫への

対応などの試験研究を強化するとともに、研究

と教育との融合や民間企業との共同研究を進め

ることで実践農業者や指導人材の育成強化を実

施してまいります。

 事業期間は、令和８年度の１年間であります。

○白石農産園芸課長 資料29ページです。

 当課の予算額は、一般会計のみで23億5,628万

9,000円をお願いしております。

 主な内容について説明します。

 30ページを御覧ください。

 上から３つ目の（事項）強い産地づくり対策

事業費の説明欄１の「宮崎の農業「強い産地づ

くり」対策事業」13億8,051万5,000円です。

 これは、産地の収益力向上や生産基盤の強化

を図るため、農産物処理加工施設や園芸ハウス

などの整備、農業機械の導入などの取組を支援

するものです。

 次に、１つ下の（事項）園芸産地基盤強化緊

急整備事業費の説明欄１の新規事業「気候変動

に強い施設園芸生産基盤強化事業」につきまし

ては、後ほど説明をいたします。

 次のページをお願いします。

 ３つ目の（事項）特用作物生産改善推進費の

説明欄１の新規事業「かんしょ生産再建支援事

業」811万1,000円です。

 これは、かんしょ産地の持続的な発展を図る

ため、苗の生産技術や移植作業の機械化、圃場

での高温対策といった技術実証と併せ、園芸ハ

ウスや種芋保管倉庫の施設整備を支援するもの

です。

 次に、１つ下の（事項）スマート農業産地づ

くり事業費の説明欄３の新規事業「みやざきデ

ジタル施設園芸産地拡大事業」につきましては、

後ほど説明いたします。

 次に、１つ下の（事項）産地強化対策事業費

の説明欄２の改善事業「未来につなげる加工・

業務用産地強化事業」984万3,000円です。

 これは、野菜と果樹において、加工・業務用

産地としての生産基盤を強化するため、農業者

と加工事業者が連携した収穫作業などの分業化

の推進や、必要な機械の導入を支援するととも

に、気候変動に対応するための新たな作型の検

討や、高温対策の技術実証を支援するものです。

 32ページを御覧ください。

 新規事業「気候変動に強い施設園芸※産地基盤

強化事業」1,547万円です。

 本事業は、事業の目的にありますとおり、温

※55ページに訂正発言あり
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暖化等の気候変動により、施設園芸品目の収量

や品質低下のリスクが高まっていることから、

高温対策技術の実証と花卉の種苗生産体制の構

築等に取り組むことで、生産性の向上を図るも

のです。

 具体的には、33ページを御覧ください。

 近年の異常な高温により、例えばピーマンの

花落ちや、花の苗に生育不良が発生するなど、

施設園芸においても早急な対策が必要となって

おります。

 このため、本事業では、①の「高温対策技術

実証事業」として、ハウス内の温度を下げる効

果のある細霧冷房装置や遮光資材の検証に加え、

冷蔵庫で花の苗を育苗する技術の現地実証を支

援いたします。

 また、②の「花き種苗生産体制強化事業」で

は、中山間地域の冷涼な気候を生かして、苗で

の供給から球根での供給に転換するための生産

体制の構築に向けた実証に取り組みます。

 事業期間は、令和10年度までの３か年を予定

しております。

 34ページを御覧ください。

 新規事業「みやざきデジタル施設園芸産地拡

大事業」１億5,718万円です。

 本事業は、事業の目的にありますとおり、Ａ

Ｉ技術分析等の開発や、環境制御機械の導入支

援により、施設園芸のデジタル化による産地革

新を推進し、収量の向上や所得の増加を図るも

のでございます。

 次のページを御覧ください。

 本県では、令和４年度から、ハウス内の温度

や湿度等の環境データを活用し生産性の向上を

図るシステム開発に取り組んでおり、これまで、

協力農家113戸の販売額が、キュウリで125％、

ピーマンで150％に増加するといった成果が得ら

れております。

 この取組を加速化させるため、本事業では右

側の青枠にありますとおり、①の「データ駆動

型施設園芸推進事業」で、環境データや植物生

理に基づいた栽培管理について、例えば栄養成

長が強い場合には、温度を下げたり、あるいは

葉かきの頻度を上げたりといった、栽培管理の

改善をＡＩ分析により提案する機能の開発によ

り、目標収量の達成を支援してまいります。

 また、②の「データ活用ステップアップ事業」

では、データを活用した現場指導ができる人材

の育成、高収益モデルの現地実証に取り組みま

す。

 あわせて、③の「データ活用産地体制強化事

業」では、このプロジェクトに参加いただける

農業者に対し、環境測定装置やＣＯ２発生装置の

導入を支援してまいります。

 これらの取組により、参加者を1,000名にまで

拡大させ、所得1,000万円以上の農業者の増加を

目指してまいります。

 事業期間は、令和10年度までの３年間を予定

しております。

○鴨田畜産振興課長 資料36ページを御覧くだ

さい。

 当課の予算額は、一般会計のみで73億2,860万

3,000円をお願いしております。

 主な内容につきまして御説明いたします。

 37ページを御覧ください。

 中ほどの（事項）畜産振興対策事業費の説明

欄６の新規事業「現場が強くなる！畜産技術向

上プロジェクト事業」、その次の説明欄７の新

規事業「畜産試験場施設整備事業」につきまし

ては、後ほど説明いたします。

 次に、２つ下の（事項）肉用牛改良対策費の

説明欄１の改善事業「宮崎県肉用牛改良総合対
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策事業」１億6,516万5,000円は、本県肉用牛の

生産基盤の強化とブランド力の向上を図るため、

その根幹となる優秀な種雄牛の造成を進めると

ともに、能力の高い繁殖雌牛群の整備等を支援

するものです。

 次に、説明欄３の「第13回全国和牛能力共進

会対策事業」4,995万円は、来年に控えた北海道

全国和牛能力共進会において、５大会連続とな

る内閣総理大臣賞の受賞を目指すべく、関係団

体等で構成される県推進協議会が実施する各種

出品対策を支援するものです。

 38ページを御覧ください。

 １番目の（事項）酪農振興対策費の説明欄

１の改善事業「持続可能な宮崎型酪農支援総合

対策事業」1,576万3,000円は、本県酪農生産基

盤の持続的な発展を図るため、酪農経営におけ

る生産性向上や乳用後継牛の預託による分業化

の推進、県産牛乳・乳製品の消費拡大などの取

組を支援するものです。

 40ページを御覧ください。

 新規事業「現場が強くなる！畜産技術向上プ

ロジェクト事業」予算額は332万2,000円です。

 本事業は、畜産現場における農家指導体制の

強化を図るため、畜産指導人材の育成に取り組

むとともに、農家向けの生産性向上研修等を通

じて持続可能な畜産業の発展につなげることを

目的としております。

 41ページを御覧ください。

 左上の図にありますとおり、肉用牛における

新たな指導体制づくりとして、ＪＡとＮＯＳＡ

Ｉ、普及センター、畜産協会が和牛コンソーシ

アム巡回構想の中で指導チームを編成いたしま

す。

 その後、チーム内で連携しながら、県内のＪ

Ａ各地区本部ごとに選定したモデル農家の指導

を行っていくことで、右にありますとおり、農

家ニーズに合った指導やモデル農家を優良事例

として地域へ波及するなどの効果が期待されま

す。

 それらの取組等も踏まえまして、本事業では、

①の「畜産コンサルティングスキル養成事業」

において、全国トップクラスの講師を招聘し、

指導員を対象とした座学による最新技術の習得

や農場現場での研修を通じてコンサル能力の強

化を図ります。

 加えて、②の「家畜生産性向上技術研修事業」

では、昨今の重要な課題でもある暑熱対策や生

産性向上に関する先進技術など、農家向けの研

修会等を開催します。

 この事業により、現場に強い指導員を育成す

ることで、持続可能な畜産業の発展を目指しま

す。

 事業期間は、令和８～10年度の３年間を予定

しております。

 42ページを御覧ください。

 新規事業「畜産試験場施設整備事業」予算額

は３億2,547万円です。

 本事業は、畜産試験研究の機能強化と運営の

合理化を推進し、本県畜産業の成長産業化を図

るため、本年度策定した畜産試験場機能強化基

本計画に基づき、集約される畜産試験場の施設

に係る基本設計等を行うものです。

 43ページを御覧ください。

 機能強化により目指す姿として、集約後は、

本場に宮崎牛やみやざき地頭鶏など、本県独自

の改良等の研究が必要な肉用牛や養鶏、畜種横

断的な研究が必要な飼料作物や環境衛生に係る

施設を整備し、乳用牛や養豚については施設を

整備せず、宮崎大学やＪＡなど外部との連携に

よるフィールド試験を中心とした研究を行う方
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向で検討しております。

 試験研究の強化として、気候変動による暑熱

対策や自給飼料生産、畜産環境などの畜種横断

的な重要課題への対応を強化し、研究成果の現

場実装に向けたスピードアップを図ってまいり

ます。

 また、人材育成の強化として、試験場内に研

修施設を整備し、県の普及指導員やＪＡ営農指

導員等の指導人材のほか農家や学生などの実践

人材、さらには将来、本県で畜産や獣医職とし

て活躍する人材を育成する拠点として試験場を

位置づけてまいります。

 事業期間は、令和８～９年度を予定しており

ます。

○白石農産園芸課長 委員長、申し訳ございま

せん。農産園芸課でございます。

 資料32ページの事業名の読み間違いをしたよ

うでございます。

 「気候変動に強い施設園芸生産基盤強化事業」

ですけれども、「産地基盤強化事業」と読み間

違いをいたしました。訂正をさせていただきま

す。

○坂元家畜防疫対策課長 資料の44ページを御

覧ください。

 当課の予算額は、一般会計のみで10億4,487万

1,000円をお願いしております。

 主な内容について御説明いたします。

 45ページを御覧ください。

 １番目の（事項）家畜防疫対策費の説明

欄３の「家畜防疫体制整備事業」６億5,359万

8,000円でございます。

 本事業により、県内で万が一、高病原性鳥イ

ンフルエンザや豚熱が発生した場合、迅速な初

動防疫を行うとともに、県内の養豚農場におけ

る予防的豚熱ワクチン接種を行うこととしてお

ります。

 次に、説明欄５の改善事業「宮崎の畜産を護

る家畜感染症対策強化事業」1,758万4,000円に

ついては、本事業により、越境性感染症である

アフリカ豚熱の水際防疫や野生イノシシのサー

ベイランス検査を強化するとともに、ランピー

スキン病の迅速な診断技術の確立に取り組むほ

か、牛伝染性リンパ腫や牛ウイルス性下痢など

の慢性疾病対策を地域ぐるみで推進し、農場の

清浄化を支援することとしております。

 次に、２つ下の（事項）家畜衛生技術指導事

業費の説明欄３の「ひなたの獣医師確保修学資

金給付事業」4,667万円でございます。

 本事業は、県職員獣医師の安定的な確保・育

成を行うため、本県職員獣医師を目指す高校生

と獣医系大学生に対して修学資金を給付するも

のです。

 次の説明欄４の「ひなたを支える獣医師確保

事業」1,632万3,000円については、上記の修学

資金給付事業と一体的に、県職員獣医師を安定

的に確保するため、獣医系大学へのリクルート

活動や、獣医師業務の効率化などに取り組むも

のです。

○川添委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

 先ほどお話ししましたように、質疑を２つの

課、３つの課のグループに分けて行いたいと思

います。

 まず、農政企画課、団体指導検査課、この２

つの課の説明について質疑はございませんか。

○井本委員 今度の長期計画の中では、今度の

米の問題なんかに対する方策というのはどの辺

に入っているんですか。それとも何も関係ない

んですか。

○梶原農政企画課長 長期計画については後ほ
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ど御説明いたしますけれども、長期計画の中で

は、生産性の高い農業の展開の中に、需要に応

じた米の安定生産に向けた主食用米や加工用米、

飼料用米のバランスの取れた米づくりを推進す

るというところを重点プロジェクトとして位置

づけております。

○下沖副委員長 資料13ページ、「多様な人材

が支える中山間地域農業継続支援事業」なんで

すけれども、これの①「複合的経営スタートア

ップ支援事業」に関して、地域外からの人材定

着に向けた対策となっているんですけれども、

これは正確に言うとどういう地域外なのか、市

町村外なのか、それとも県外なのか、そこの認

定を教えてください。

○梶原農政企画課長 この地域外につきまして

は、基本的には中山間地域の外から来られる方

を想定しておりまして、Ｕターン、Ｉターン、

Ｊターンといった移住者を想定してございます。

○下沖副委員長 この半農半Ｘ等の図を見ると、

特定地域づくり事業協同組合とかが、この支援

事業を受ける際のモデルになっているのでしょ

うか。

○梶原農政企画課長 複数の仕事を掛け持ちす

るという意味では、特定地域づくり事業協同組

合とも概念は重なるところはあるかもしれませ

んけれども、この事業につきましては、特定地

域づくり事業協同組合の仕組みを前提とするも

のではなくて、単にＵターンで帰って来られた

方が、新たに農業と何か別の仕事を組み合わせ

てやるというようなところを想定しております。

○下沖副委員長 了解しました。

○井本委員 結局、今後、仕事というのは全部

プロ化していくというような気がするんですよ

ね、農業もずっとね。だから1,000万円プレイ

ヤーというのもプロ化するために言ってるんだ

ろうと思うんだけれども、今までのような兼業

農家を育てるみたいな、どうもその辺が矛盾す

るような気がするんだけれども、その辺はどう

なんだろうか。

○梶原農政企画課長 農業については産業施策

の面と地域施策の面と、その両面で考えていく

必要があるというふうに考えておりまして、委

員おっしゃるとおり、直営のほうでも1,000万円

プレイヤーの創出というところを掲げておりま

すけれども、それはどちらかというと条件のよ

い平場地域で、プロとして農業を専業農家とし

てやられていく方の側面かと思っております。

 一方で、この事業で対象としておりますのは、

必ずしも平場のような条件のよい地域ではない

ところ、特に例えば西米良村ですとか椎葉村で

すとか、そういう農地の条件が必ずしもよくな

い場所でどうやって生計を立てていくかという

ようなところを念頭に置いておりまして、なか

なか農業だけでは生計が立てられないというよ

うな場合に、農業とほかの職種を組み合わせて

所得を確保していく一つのモデルをつくってい

くというようなところを念頭に置いております。

○井本委員 要するに、ある意味例外的な部分

だということですか。

○梶原農政企画課長 何が原則で何が例外かと

いうようなところはありますけれども、これに

ついては中山間地域で生計を立てていくための、

これも一つのあるべき姿だというふうに考えて

おります。

○井本委員 分かりました。

○山下委員 中山間地域は大変ですよね。もう

本当に人口減少に歯止めがかからないという中

で、中山間の川上、田んぼ、畑の果たす役割と

いうのは、やはり日本の島国の中では役割を担

っていっていただきたいというのが国の政策で
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あり、県もそうだろうと思うんです。

 この中山間地域という、地域指定ですよね。

例えば、一番私も分かりやすく都城市というこ

とを例に取りますと、大体どの辺が対象になる

のですか。

○梶原農政企画課長 県のほうで中山間地域振

興条例というものを立てておりまして、そこで

規定している地域になっております。この事業

では、中山間地域振興条例で定める中山間地域

プラスの国が定める棚田振興地域というような

ものがございまして、それを対象としておりま

す。

 具体的には、市町村数でいいますと、川南町

と新富町が非該当となっておりまして、そのほ

かの20市町村が対象市町村というふうになって

おります。

 その中でも、例えば宮崎市ですとか都城市に

ついては、市街地がありますので、そこについ

ては対象地域外というふうになっております。

○山下委員 この中山間地域対策は、もう私が

市議の時代から議論されている件なんです。国

が指定しようとすると、私たちもここは対象に

なるだろうと、都城市の地域の中で検討会をや

ったことがあるんですが、いわゆる傾斜が何度

ないといけないとか、ここが対象外ですよとか、

その規定から外れる地域が結構あったんです。

 新たにこれだけの事業を今からやろうとすれ

ば、そこ辺の緩和、もう少し明確に取り組みや

すい状況にしないといけないと思うんですが、

以前とはどういう形に変わってきていますか。

○梶原農政企画課長 委員がおっしゃっている

傾斜の問題につきましては、国の中山間地域等

直接支払制度の要件でございます。

 一方で、この事業におきましては、その斜度

の要件などは設けないことになっておりまして、

そこが違いとなります。

○山下委員 分かりました。

 それと、いわゆる中山間地域で新たな人材を

入れ込んで、中山間の維持をしていこうという

狙いの事業だろうと思うんです。先ほど1,000万

円の所得ということが出ておりましたけれども、

まだ後ほど議論があるだろうと思うんですが、

いわゆる中山間地域にはこれは当てはまらない

と思うんです。

 例えば1,000万円の所得を得ようと思ったら、

所得率が３割だったら3,000万円売り上げないと

1,000万円の所得にはならない。もう今、30％止

まる農業なんてないんです。20％がやっとぐら

いかなと思うんです。20％ということだったら、

5,000万円ぐらい売り上げていかないと、もうと

ても、いわゆる平場でも難しい状況ですよね。

 だから私は、簡単に1,000万円と言っても、今

は資材高騰の中で難しい。後ほどまた議論があ

るだろうと思うんですが、私は中山間地域では、

やはり明確にどれくらいの所得確保─例えば

中山間の棚田で作るお米30キログラム、１俵と、

いわゆる平場で作るお米の単価というのは、も

うかなりのコストが違うんです。

 だから私は、やはり付加価値を高められる販

売対策の在り方とか、いろんなことを考えてい

かないと、新規でここに入ってくる人たちはい

ないだろうと思います。もう、あなた方がこう

いう補助事業をつくりながら、いわゆる夢とロ

マンを語るような中で入れたって、長くは続か

ないです。かなりの覚悟がある人たちが入って

きてくれないといけない。

 それでは、やはり最低限どれだけの所得が、

先ほど農業専用じゃなくて、農外収入も得なが

ら生活設計をやっていこうということですから、

具体的に高千穂町だったら高千穂町、西米良村
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なら西米良村でどれくらいの販売をしないと所

得にはならないのか、そこの絵というのは描い

ているのか。

○梶原農政企画課長 県の長期計画の中でも、

農業経営モデルというものを示してございます。

 ただ、これについては農業を専業でやられる

方で考えておりまして、例で言いますと、農業

を始めた段階で目標農業所得が大体380万円程度、

それから経営が安定した段階で640万円程度とい

うようなところを想定しております。

 一方で、委員おっしゃるとおり、中山間地域

では、平場と同じような経営を行っていくとい

うようなところは、なかなか現実的には厳しい

ところもあるかと思いますので、この事業では

農業所得とそれから農外所得合わせて、他産業

並みの所得を確保していくというようなところ

を念頭に置いております。

○前屋敷委員 同じく中山間地域の施策につい

て、今、中山間地域はやはり相当下支えをしな

いと、環境を含めて守っていけないというふう

に思うんですけれども、新年度の直接支払交付

金は昨年度より若干増額されているんですが、

昨年この交付金事業で環境保全型農業直接支払

交付金というのがあったんですよね。6,800万円

ですが、環境型ということもあって、大事な事

業だなというふうに思っていたんですけれども、

この事業はもう昨年度で完結したという事業な

んでしょうか。

○梶原農政企画課長 この環境直払につきまし

ては、昨年度までは組織上、農政企画課にござ

いましたけれども、組織改正に伴いまして農業

普及技術課のほうに移管しています。

 交付金自体は農業普及技術課のほうで担当し

ているというところです。

○山下委員 資料15ページの団体指導検査課で、

この利子補給を４億3,400万円ほどされておりま

すけれども、これの資金名は、近代化資金とか

総合資金とかいろいろあったと思うんですが、

その資金の種類と借入れの件数、今は利率がど

れぐらいなのか、その中はどれぐらい補塡され

ているのか分かったら教えてください。

○田村団体指導検査課長 まず、（１）の「み

やざきの農を支えるひなた資金融通事業」です

が、こちらは令和８年度分を貸し付けるもので

して、農業近代化資金が2,431万9,000円でござ

います。

 それと、農業経営負担軽減支援資金が78万円

でございます。

 あと、災害・経済変動等対策資金というもの

がございまして、これが18万8,000円というふう

になっております。

○山下委員 私が今聞いたのは、資金の借入れ

件数と、どれぐらいの利率でどれぐらい補助し

ているのか、その利子補給分、そこらを教えて

ください。

○田村団体指導検査課長 令和６年度の実績で

申し上げますと、農業近代化資金が96億7,911万

円で586件となっております。農業経営負担軽減

支援資金が、１億7,603万円の５件となっており

ます。災害資金、経済変動・伝染病等対策資金

につきましては、22件の１億3,280万円となって

おります。

 利率につきましては、基準金利というものが、

まず融資機関が農業者に貸し付ける金利という

ものを国が定めてまして、令和７年４月の金利

が3.15％となっております。それに対して利子

補給率が1.25％、農業者への貸付利率が1.9％、

そういった数字となっております。

○山下委員 ありがとうございます。農家負担

が1.9％だよね。例えば畜産クラスター事業とか、
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いろんな事業拡大に向けてかなりな件数も伸び

てきた時期があったんですよね。もう今なかな

か、畜産がこんなですから、新規で借入れとい

うのは少ないだろうと思うんですが、このまま

ではじり貧ですからね。

 私は、今の農家がこれだけ借入れしている中

で、例えば減退する、例えば経営指導をしてい

かないといけない、例えば信用保証協会といわ

ゆる資金の借換えをしないといけないとか、そ

ういう事例というのがあったら教えてください。

○田村団体指導検査課長 借換えにつきまして

は、先ほど申し上げた農業経営負担軽減支援資

金という借換えの制度がございます。農業信用

基金協会というのが債務保証を基本的にはやっ

ておりますので、農業者が融資機関への返済が

滞って、もう払えないということになった場合

は代位弁済─代わりに農業信用基金協会が融

資機関に払います。

 それが払えなくなって、例えば破産してしま

ったとか亡くなったとか、そういったことで返

済されないときは、償却というような形で対応

しているということでございまして、県は農業

信用基金協会が償却する際に、償却に備えて特

別準備金というのを積み立てているんですが、

それに対する補助というものをやっているとい

うところでございます。

○山下委員 その仕組みは分かっているんです。

信用保証協会がやって、それはもう裏でちゃん

と保証体制があるんですが、例えばＪＡ関係で

も、非常にやっぱり償還が思わしくいっていな

いという事例がかなりあるという話も聞いてい

ます。県の方にそういうどうしようもない、破

産していくような状況という相談は来ているん

ですか。

○田村団体指導検査課長 農業近代化資金とか、

そういったものを貸し付けている融資機関に対

して、毎年11月、12月にＪＡに対してヒアリン

グ等を行っているところで、状況とかをお聞き

している中で、物価高騰とかもございまして、

なかなか償還がうまくいかないというような話

があって、そういったときには償還の猶予とい

う形で計画を先延ばしするとか、そういった対

応をされていると聞いております。

○山下委員 だから、その辺の件数とか実数と

いうのは、いわゆる県の目標の中に、法人経営

体を後期計画の1,000経営体ぐらいに増やしてい

こうと。だけれども、やはり法人経営体の状況

というのが非常に厳しくなってきているんで、

その辺の事例というのがあれば、そこ辺をしっ

かりと県としては確認しておかないといけない

ということです。ただＪＡから聞き取りをした

とか、説明を受けたとか、しているとか、そう

じゃなくて、今から農業振興をしていこうと思

えば、やはり県としてはそこが基本なんです。

 だから、さっきの事業でも言われましたけれ

ども、経営支援の相談の窓口もつくっていこう

ということですけれども、そのためには農家の

償還がうまく流れているのか、その辺をしっか

りとＪＡに寄り添って、状況を把握して、県の

政策の中に入れていかないといけないと思うん

です。だから、その件数があるのかということ

です。

○田村団体指導検査課長 委員がおっしゃられ

る件につきましては、おっしゃるように我々が

直接農業者や法人とかに聞く機会というのはな

かなかございません。それが実情でございます。

ＪＡとか融資機関経由で聞いている情報しかな

い部分はございますが、令和４年の４月に、農

業改良普及センターに農業セーフティーネット

ワンストップ相談窓口というものを設置しまし
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て、そちらで農業者や法人の資金の相談ですと

か、そういったものを受け付けているというこ

とでございます。

 そちらにつきましては、件数としましては、

12月末までの実績でありますが、63件というこ

とで、資金の相談とかそういったものに対応し

ているということでございます。

○山下委員 あなた方は検査部でしょう。もう

少し農家の実態をしっかりと把握して、その指

導を行い、農政企画やら総合的に計画を進めて

いかないといけないんですから、もうあなた方

が要なんです。農家に寄り添うと言葉で言って

も、経営把握はどうだということは、あなた方

がやはりＪＡとしっかりと連携を取って、新た

に法人経営体の組織もしっかりと把握していか

ないといけないわけですから、現状として、農

家の経済力はどうなんだと、そこ辺をしっかり

と数字を示してくれないといけないと思うんで

すけれどもね。ただ金利の負担だけで出た赤字

分を、いや、これを制度上やっていくんだとい

うことだけではなく、私は一番要だろうなと思

うんですけれども、ぜひ、そこをお伺いします。

○田村団体指導検査課長 委員がおっしゃると

おりと思います。今、ＪＡとか先ほど出ました

農業信用基金協会、決算特別委員会で出ました

信用保証協会、委員のほうからお話しいただい

たそういったところとも今意見交換はやってお

りますが、実態としてどうなのかというのは、

やはり農業者、法人、そういった方々のお話を

聞かないと実際分からない部分がございますの

で、委員がおっしゃるように、利率の話だけで

はなくて実態に則して何ができるのか、そうい

ったことを考える上で直接の意見交換というも

のをやっていきたいと思っております。

○井本委員 私も農業はあまり詳しくないけれ

ども、大ざっぱに見れば、この小さな日本で農

業で成功するというのはなかなか大変なんだろ

うなと思います。私も、アメリカなんかを若い

頃見てきたもんだから、この小さな日本で効率

よく付加価値を高めるような農業ということで、

田んぼを大きくしたり、機械化したりして一生

懸命やってるんだろうなという気はするんです。

 ただ、今、さっきもそうだけれども、中山間

地域の小さな農業を残すという発想がずっとあ

る限り、私はやはりなかなか生産性が向上しな

いんじゃないのかなと思います。バサッと切っ

ていいという話ではない。その辺も計画的に、

効率のいい、生産性の高い農業に移行していく

ようなことを考えないといけないのではないか

なということです。

 その中で、いろいろ苦しみが皆さん方にある

ことは、確かにあるだろうなという気はするん

ですけれども、大きく考えてきたときに、やは

りそういう効率のいい、本当に将来は全てが

1,000万円稼げるような、そういう農業者になっ

ていかないといけないのではないかなという気

がするもんだから、その辺の大きな考え方とい

うのはあるのかないのか、その辺はどうなんで

すか。

○梶原農政企画課長 委員がおっしゃるとおり、

生産性を高めるというところは非常に重要であ

るというふうに考えております。

 先ほども申しましたように、生産性を高める

産業政策的な側面と、あとはやはり農業という

ものは地域のコミュニティー文化に深く根差し

ておりますので、その地域を守っていくという

視点での地域施策的な側面を両輪で進めていく

必要があるというふうに考えております。

 それを前提といたしまして、今回も長期計画、

後期計画を策定しているところでございます。
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○井本委員 地域のああいう集落を守るという

ことは、本当に、ある意味自然環境を守るとい

うことにもつながるし、非常に大切な部分だろ

うという気はするんです。

 それと同時に、またそういう経済的に豊かに

なりたいというのは、なかなか矛盾するんじゃ

ないのかなという気がするんだけれども、しか

し、やはり豊かになりたいという思いは皆同じ

だろうし、その辺の兼ね合いというのはなかな

か難しいだろうなという感じはするんです。私、

それは分かるんですけれどもね。

 だから、その辺のところをうまい具合計画的

に持っていかないといけないのは、皆さん方の

仕事でしょうって言っては申し訳ないんだけれ

ども、その辺だろうなという気がします。よろ

しくお願いします。

○川添委員長 ほかにございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、次に農業流通ブラン

ド課、農業普及技術課、農産園芸課、３つの課

について質疑はございませんか。

○山下委員 ちょっと教えてください。資料17

ページの（事項）農産物流通体制確立対策費の

ところですが、この５番の「食品産業の輸出向

けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業」は、取り組

むところ、新たな場所というのはどこがあるん

ですか。

○押川農業流通ブランド課長 これは国の事業

でございまして、今から申請するというところ

になっています。要望は、２か所は来ておりま

すが、水産で１件と、あとサプリメントで１件

というところを今から要望を上げていきますの

で、そこが今年度採択になるかは今後というこ

とです。

○山下委員 水産とどこですか。

○押川農業流通ブランド課長 宮崎市にありま

す工場で、サプリメントの製造をされていると

ころでございます。

○山下委員 分かりました。

 それから、18ページの新規事業「みやざき農

産物フェアプライス理解促進事業」について、

もう少し具体的に教えてくれるとありがたいん

ですが、これは学生という言葉が出てきている

んですけれども、これは例えば宮崎大学とか宮

崎産業経営大学とか南九州大学とかありますけ

れども、どういうところを考えておられる事業

ですか。

○押川農業流通ブランド課長 今私どものほう

で考えております相手先としましては、宮崎大

学の地域資源創成学部を考えているところです。

○山下委員 ありがとうございます。また相談

してください。

○井本委員 ちょっと勉強不足で、エピジェネ

ティクスとゲノムとどう違うのかな。私はその

辺、同じものと思っていたもんだから。

○吉野農業普及技術課長 井本委員から御質問

がありましたエピジェネティックスとゲノム編

集についてなんですけれども、エピジェネティ

ックスというのは遺伝子の塩基配列を変えなく

て、例えば高い温度とか、病気のストレスとか、

そういう環境のストレスを与えることで、遺伝

子にいわゆるスイッチが入る、具体的に言いま

すと、高温のストレスをかけることで、高温の

耐性の遺伝子にスイッチが入るような変異を目

指して行う技術のことでございます。

 ゲノム編集のほうにつきましては、こちらも

通常交配といいまして、親を交配させて遺伝子、

その中から優良な系統を選抜していくのが通常

のやり方なんですけれども、ゲノム編集につき

ましては、遺伝子を薬品とかで切断しまして、
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そこで突然変異が起こります。その突然変異を

いわゆる薬品で行うということは、人為的に人

の力で行うということで、そこから品種改良を

目指していくという技術でありまして、通常は

交配の中で突然変異を目指すやり方よりも、期

間が短くできるという特徴がございます。

○山下委員 資料23ページですけれども、（事

項）農産物高品位生産指導対策費の中の１の

「みやざき「グリーン農業」拡大加速化事業」、

これが環境保全型農業の推進ですよね。かぶる

面があるだろうと思うんですが、これは具体的

な温暖化対策等ですよね。それも含めた事業か

なと思うんですが、この取組についてもう少し

詳しく教えてください。

○吉野農業普及技術課長 この「みやざき「グ

リーン農業」拡大加速化事業」につきましては、

国のみどりの食糧システム戦略、また県のグ

リーン成長プロジェクトに基づきまして、化学

肥料ですとか化学農薬の使用低減に向けた取組、

あとまた有機農業が県内でも広がっております

けれども、有機農業の拡大に向けて県のほうが

支援していく内容となっております。

 具体的に１つ申し上げますと、有機農業の拡

大につきましては、どうしても有機農業に転換

する際に、除草作業であるとかいろいろかかり

増し経費、いわゆる人件費がかかることがござ

います。そういった部分について、またあと有

機農業の転換については、２年、３年かかって

いきますので、そのかかり増し経費に対して10

アール当たり１年目と２年目は２万円、３年目

については１万円の助成をさせていただいてい

るというような取組が、この事業の中身になり

ます。

○山下委員 今、現場は非常に難しい状況です

よね。四季がある頃は、四季の温暖ということ

で、うまく適応した農業ができてきたんですけ

れども、今「二季」なんです。もう春と秋がな

くなってきた。だってもう、いつも私は話をす

るんですけれども、５月は爽やかな５月で我々

は農業ずっと営んできたんです。もう５月が夏

日です。25度以上になる。もうほとんどそうな

んです。10月の末には霜が降りてたのが、もう

12月の半ばにならないと霜が降りない。都城市

でですよ。これぐらいもう夏が長くて、冬も物

すごい寒さが来るという、本当に異常気象です

よね。

 日本列島というのは全て海に囲まれていて、

世界の温暖化現象の中で日本列島が一番影響を

受けるという、これがもう事実みたいです。

 その中で、私も有機農業で野菜を作ったりし

ている中で、毎年虫と病気との戦いです。これ

が、以前とはもう全然違ってきたんです。だか

ら、無農薬というのはもう不可能です。

 だから、有機農業と低農薬の野菜をいかに作

るかでしょうけれども、その辺の標準を合わせ

ていかないと、非常にこの気象変動の中でもの

を作る農業での生産現場、野菜に限らず畜産も

そうなんですけれども、非常にシビアな世界に

なってきたんです。

 そのことを的確に捉えた中で推進していかな

いと、ただやることに対して、その上乗せした

分を補助しますよとか何とかじゃなくて、抜本

的なことの対策を講じていかないといけないん

じゃないかなと思うんですけれどもね。

○吉野農業普及技術課長 委員がおっしゃると

おり、農業での生産現場において、気象・気候

というのが大きく変化している中で、今までと

同じ栽培の仕方だと、収量、品質といったもの

が確保できないというようなお声は聞いている

ところでございます。
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 一方で、申しましたように、国のほうでも大

きくみどりのシステム戦略の推進であるとか、

やはり環境に優しい農業の展開というのも取組

としては重要かと思っております。

 先ほど、私の説明が十分足りなかったところ

でございますが、本事業の中では、いわゆる環

境低減─化学肥料、化学農薬を慣行栽培より

も２割なり半分まで減らすといった取組を先進

的に県内で取り組まれる事例についても、モデ

ル・実証という形で支援させていただいて、そ

のモデル・実証で得られたデータ等を、今度は

地域に波及させていくという取組も併せて行っ

ているところでございます。

 大きく変化する環境の中で農業を続けていか

ないといけないというところについては、試験

研究とも連動させながら、研究の中でも非常に

基礎的なデータを得ながら、本県農業に展開さ

せていきたい思っているところでございます。

○山下委員 よろしくお願いします。

 もう一点いいですか。資料25ページの改善事

業「みやざき農業経営指導強化事業」です。こ

れが、組織があって、これを改善事項でやられ

たんでしょうけれども、この事業内容の①の中

の農業経営体支援センターの運営費がここでも

上がってきているんですが、この農業経営体支

援センターはどこにあるんですか。

○吉野農業普及技術課長 事務局はＪＡのほう

に置いておりますが、農業経営体支援センター

自体は、県とＪＡとの共同運営を行っていると

ころでございます。

○山下委員 その中の充実を図っていこうとい

う、ＪＡの中に窓口を置くということですか。

○吉野農業普及技術課長 農業経営体支援セン

ターにつきましては、もう既に設置しておりま

して、農家経営支援というのは長らく続けてい

るところでございます。

 今回新たなと言っているところは、農家支援

システムという新たなシステムをつくったとこ

ろでございます。このシステムにつきましては、

農業経営体支援センターが対象としております

青色申告会の協議会のほうからのデータを活用

しまして、農業者の経営状況をつぶさに把握で

きるシステムとなっております。融資状況であ

るとか、当然ながら年間の収入、所得、経費、

そういったものがどれだけの金額になっている

かとか、どういう資金を借りているのかとか、

そういうところの情報を集めまして、その経営

者の経営の推移を詳細に把握できるシステムを

今回共同でつくったというところでございます。

○山下委員 新たな組織はどこに置くんですか。

○吉野農業普及技術課長 このシステムについ

ても、実際はどうしても青色申告会のデータを

基にしているもんですから、システム自体はＪ

Ａ本部のほうに置いておりますけれども、我々

県側も一緒に、内容は確認できるような体制に

なっております。

○山下委員 いや、私が聞いているのは、新た

に経営状況を正確に把握していってもらわない

といけないんですよね。法人経営体から、もち

ろん個人経営体もそうですけれども、いわゆる

新たにどこに所管を置いて、どれぐらいの人数、

人員体制でされるのか。例えば3,300万円の予算

ですので、この農業経営体支援センターの運営

費、これに全て行くのか、別に事業体をつくっ

て新たな支援体制をつくっていくのかなと思っ

たもんですから、そこの確認です。

○吉野農業普及技術課長 失礼しました。この

「農業経営力強化支援事業」の予算額につきま

しては、全体が3,365万6,000円でございますが、

このうち①の部分が2,655万3,000円になってお
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ります。この金額については、全て農業経営体

支援センターが行う経営コンサルであるとか、

あとまた県のほうからも人件費という形で負担

金がこの中で入っております。ですので、全て

農業経営体支援センターの運営に係る金額とい

うことになります。

 あと事務局につきましては、県のＯＢも２名

対策監という形で配置させていただいておりま

して、ＪＡ側からも職員が入りまして、県のＯ

Ｂ２名も含めて事務局を運営しているという状

況でございます。

○山下委員 もう一回確認をさせてください。

改善された主な点というのは、どこにあるので

すか。今までと変わらないような話だけれども、

改善事項で今度出したのは、どこが改善された

んでしょうか。

○吉野農業普及技術課長 改善させていただい

たのは、資料26ページのほうを御覧いただけま

すでしょうか。赤い枠で「新たな取組」という

ところを囲ませていただいています。これまで

も農業経営体支援センターでは、経営コンサル

を実施はしてきたところですけれども、先ほど

来説明させていただいております農家支援シス

テムを今回新たにつくって、それに基づいて農

業者の経営状況を把握できるという体制が今回

整いました。今度は、それに基づいた経営指導

を行っていくというところで、改善という形で

今回事業を取らせていただいているところでご

ざいます。

 そのほか、下のほうでも赤枠でつけておりま

す新たな取組の欄も合わせて、今回改善の内容

になっているところでございます。

○山下委員 分かりました。後で見ていきます。

○前屋敷委員 同じく資料23ページで御説明い

ただきたいんですが、（事項）鳥獣被害防止対

策事業費がかなりの予算額で、「鳥獣被害対策

アップデート事業」が７億7,200万円ということ

ですが、具体的に中身について少し御説明くだ

さい。

○吉野農業普及技術課長 「鳥獣被害対策アッ

プデート事業」につきましては、地域において

鳥獣被害の防止を行うための柵の設置等に対し

て国のほうからの交付金がございます。それを

こちらの事業のほうで受けまして、各市町村が

取り組みます柵の設置であるとか、あとまた捕

獲に対する経費がこの内容になっております。

 併せまして、ジビエの利活用推進に対するフ

ェアであるとか、食育、ジビエの栄養性のＰＲ

であるとか、そういったことをこの事業の中身

にしているところでございます。

○前屋敷委員 これで国が10分の5.5、それから

事業主体も10分の4.5ということですが、事業主

体というのは農家の負担ということですか。

○吉野農業普及技術課長 この事業主体につき

ましては、全て自力で、農業者自らが柵を設置

することで、国からの定額という形になってお

りまして、柵の設置の部分については当てはま

らないところでございます。

 あと、この事業主体の２分の１の部分につき

ましては、先ほど申しましたジビエの活用の部

分で、ジビエ肉を利用してメニューをつくって

いただくレストラン、飲食店に対して、ジビエ

の購入に対して２分の１を助成している事業が

ありますので、その部分でこの２分の１という

ところが該当します。

○前屋敷委員 もう一度御説明いただきたいの

は、柵の設置などは当てはまらないと言われた

んですけれども、これは全て自己負担というこ

となんでしょうか。

○吉野農業普及技術課長 すいません、説明が



令和８年３月12日(木)

- 65 -

十分ではございませんでした。２分の１に対し

ましては、ジビエの部分だけということに御説

明を改めさせていただきまして、柵の設置につ

きましては、国の交付金が定額全て入りまして、

農家、地元の負担というものはございません。

○前屋敷委員 本当に鳥獣被害対策というのは、

もう今永遠の課題になっているという感じで、

やはり農業者の方々もかなり頭を痛めてるとこ

ろなんですが、柵の設置は基本的にそうされる

んでしょうけれども、動物の生態系も含めて、

そういった問題からいろいろ研究も重ねていら

っしゃるんだろうと思います。いろいろ抜本的

な対策が取れないものかなと常々思ってきてい

るところなので、その辺のところも十分農家に

寄り添った形で進めてほしいと思います。

 それともう一つ、資料31ページの（事項）特

用作物生産改善推進費で、「かんしょ生産再建

支援事業」などあるんですが、昨年までもあり

ましたが、サツマイモの基腐病の対策、これに

ついてはもう今年度は全く予算はついていない

のか、もう一定程度目鼻がついたというか、対

策がもう講じられていて、被害そのものはあま

り大きくならないということなのか、その辺の

状況だけ聞かせてください。

○白石農産園芸課長 基腐病につきましては、

発生が多かった令和２年ぐらいからすると４分

の１以下程度に抑えられており、農家の方が対

応する技術もおおむね開発され、農薬とかも出

ております。少しコストがかかりますので、所

得に若干影響する状況ではありますが、病気と

しては大体抑えられている状況になってきてお

ります。

 予算につきましては、今回の御指摘の資料31

ページの（事項）特用作物生産改善推進費の１

が組替えの事業でございまして、基腐病の直接

に対応する事業は、国の直轄事業とか国の基金

事業、県を通らない事業で、先ほど申しました

かかり増し経費に対する２分の１の支援が大体

毎年１億円近く来ておりまして、これは後で金

額は訂正いたしますけれども、発生以来11億円

を超える支援を国から頂いて、大変ありがたい

状況で農家の支援はできております。

 今回の県としての支援につきましては、やは

りカンショの生産をする上で大事なところで、

しっかり苗を作っていくことです。栽苗のとこ

ろにすごく労力がかかる、苗を作りさえすれば

長く作付することができるんだけれどもという

御意見をいただきます。

 なので、その育苗の部分、それから種芋をど

う確保していくかという部分、それから苗を植

えるところの作業性を機械化できないか、こ

の２つにポイントを絞って今回の改善事業で取

組をさせていただく予定にしております。

○川添委員長 ほかにございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 よろしいですか。

 それでは、続きまして畜産振興課、家畜防疫

対策課の説明について質疑はございませんか。

○井本委員 今、獣医師はどれくらい足りない

状況ですか。

○坂元家畜防疫対策課長 現在、先ほど説明し

た獣医師確保に係る事業で確保に努めていると

ころでございます。

 この事業は令和６年度から実施しております

が、その前の令和５年度、事業を構築する段階

で、目標としましては、家畜保健衛生所の職員

60名を令和12年度に68名、また食肉衛生検査所

の獣医師55名を令和12年度には66名という目標

で事業を進めておりますが、まだそこに満たな

い状況ではあります。



令和８年３月12日(木)

- 66 -

○井本委員 この事業をやればいけるのでしょ

うか。

○坂元家畜防疫対策課長 この「ひなたの獣医

師確保修学資金給付事業」につきましては、そ

の確保対策の一つでありまして、それ以外にも

修学資金を活用せずに、学生が本県に就職して

いただくとか、あるいは既に獣医師の資格を持

っていらっしゃる小動物の臨床をされている先

生とか、そういった方に本県の公務員獣医師に

就職していただくということで、いろんな取組

で確保に取り組んでいるところでございます。

○山下委員 畜産のほうにお伺いします。来年

が全国和牛能力共進会ということで、先ほどの

説明も、内閣総理大臣賞を４回受賞して、５回

を目指すということの説明がありました。

 今の取組状況です。今日まで５年に１回です

から、だからもう20年という歴史の中で日本一

を言ってくることができたというのは、先人の

おかげだろうと思うんです。

 この20年という中に、もう大分、世代交代が

進んできたと思うんです。だから、新たな世代

間交流、全国和牛能力共進会に向けて、そして

やっぱり取り組む目標というのが、隣の鹿児島

県はかなり力を入れてきていますから、だから

私はその辺を考えると、決して甘くないと、厳

しい体制でいかないと、５連覇というのは非常

にハードルが高いかなと思うんです。

 だから、その辺も踏まえた肉種の種雄牛の改

良、世代交代などを含めた中での総合的な来年

に向けた取組、大きな課題と今の状況を教えて

ください。

○鴨田畜産振興課長 令和９年の８月の末に全

国和牛能力共進会北海道大会がございます。そ

れで、今本県で取り組んでる部分としては、前

回の鹿児島大会で内閣総理大臣賞を獲得した肉

牛の部については、候補となる種雄牛を今５頭

選んで、その５頭から生産された子牛が肥育農

家の方、いわゆる宮崎牛を生産している肥育農

家の方にバトンタッチをされていきます。

 肉牛の部につきましては、一般出荷が、大体

28～30か月というのが一般的なんですけれども、

全国和牛能力共進会の肉牛の出荷は24か月齢で

ございます。24か月未満ということで、やはり

６か月早いということで、全国、当然同じ基準

ではありますが、通常の肥育ではないというこ

とで、肥育農家の方、宮崎牛生産者のたくみの

技に非常に期待するところだと思っております。

 あと、先ほど言いました５頭の種雄牛につい

ては、特に前回脂肪の質がいいということで評

価を受け、内閣総理大臣賞を頂きましたが、そ

の脂肪の質の評価、いわゆる育種価評価をして、

ある程度能力が高いだろうという５頭を選んで、

その５頭を授精させて子牛を生ませて、肥育農

家の方に今後バトンタッチされていくという流

れになっています。ですので、期待はしており

ます。

 それともう一つ、種牛の部がございます。い

わゆる生きた雌牛たちですけれども、この部分

につきましては、今まで授精、分娩を繰り返し

てきていますが、今回の予算でもお願いしてい

る中には、例えば総合評価群、同一種雄牛の産

仔で、いわゆる種牛、若雌たち４頭と肉牛３頭

をセットで評価する群があります。「花の総合

評価群」とよく言われるんですけれども、その

種牛の雌たちは、また高等登録群といいまして、

高等登録を受けるお母さん牛、娘牛、孫娘牛と

いう３頭のセットで改良の度合いが後代に向か

ってよくなっていると、いわゆる孫娘が一番よ

くなっているというのをセットで見る区がござ

いますが、その若雌たちをしっかり地元に保留
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してもらおうという対策も、今回の予算の中に

組み込ませていただいております。

 加えて、本年９月の26日に、都城家畜市場に

おきまして、全国和牛能力共進会の１年前に開

催するプレ全国和牛能力共進会というのがござ

います。そのプレ全国和牛能力共進会において、

これまでの本県での取組の検証、それと、そこ

で出た課題というのを最終年度の実際の出品に

向けてしっかりつなげていきたいと思っており

ます。

○山下委員 取組状況としては、今、順調にい

っているということですよね。やはり今、娘牛、

母牛、その系統での取組が、例えば特別なチー

ムをつくってやってこられたと思うんです。世

代交代というのはそこ辺もひっくるめてだった

んです。その辺の状況を少し教えてください。

○鴨田畜産振興課長 申し訳ありません、いわ

ゆる人的な世代交代、これは指導者側からまず

申し上げますと、全国和牛能力共進会の県推進

協議会の中には、出品委員会というのをつくっ

ておりまして、いわゆる一番実務を担う出品

者・生産者の方々に一番寄り添って技術指導や

出品候補牛の保留への指導だとか、例えば授精、

分娩等のフォローなど、そういう一番実務を担

う者たちは、ＪＡの各地区本部の皆さんですと

か、圏域の団体の職員等々になりますが、そう

いう方々もかなり入れ替わっております。若い

世代に入れ替わっておりますので、基本的には

人も、指導側の人材も、あとは委員が御指摘の

生産者側も、もう昔はやはり全国和牛能力共進

会を目指した、いわゆる本当にベテランのこの

人という方々がいらっしゃいましたが、そうい

う方々も一生懸命、全国和牛能力共進会北海道

大会を狙っていますけれども、ぜひ宮崎牛日本

一に貢献しようということで、若い世代がかな

り出てきています。

 それは、今年、プレ全国和牛能力共進会を行

うと先ほど申し上げましたが、これまでの間、

県の畜産共進会を行っております。昨年度です

と、都城市で種牛の部を開催いたしましたが、

その出品者を見ても、非常に若い方々が多くな

ってきてますので、そういう方々が中心になっ

て次回の全国和牛能力共進会北海道大会に臨ん

でいきたいというふうに考えています。

○山下委員 またよろしくお願いします。

○前屋敷委員 資料38ページでお願いしたいん

ですけれども、（事項）畜産物価格安定対策事

業費は、昨年度と比較するとかなりの減額にな

ってるんですが、何かこの対策事業で終わった

ものとかあるんですか。

○鴨田畜産振興課長 ここの部分には、昨年度

は例えば肉用牛の肥育農家の方、いわゆる宮崎

牛等を生産する肥育農家の方を支援いたします

国の牛マルキン事業というのがございます。そ

の牛マルキン事業の生産者積立金を県が一部助

成しておりましたが、その分を、昨年度３か年

分を組ませていただいて、昨年度執行しており

ます。その分が大きく抜けたというのが１つご

ざいます。

○前屋敷委員 その牛マルキン事業の生産者積

立金の県からの支出だったわけですね。

○鴨田畜産振興課長 牛マルキン事業は、単年

度ごとに予算を組む形ではなくて、国の事業自

体が、１業務対象年間というんですけれども、

それが３か年になっています。

 ですので、昨年度、３か年分の予算を組ませ

ていただいて、それを事業主体のほうにもう既

に交付していて、そこから単年度ごとに繰り入

れるような形を取っているものですから、大き

く２億1,000万円余、その分が落ちたということ
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です。今年度予算としては見えないかもしれま

せんが、しっかりと肥育農家の方を支える支援

としては３年分しっかり措置させていただいて

おります。

○白石農産園芸課長 先ほどの基腐病の被害を

受けている農業者への支援につきましては、防

除対策ということで、直近の令和６年の実績で、

国から県を通らない形で１億7,000万円余りの支

援を受けております。

 これは、健全な苗を購入したり、農薬を買っ

たり、あるいは残渣を持ち出すときの輸送費に

対して２分の１の補助が受けられるものでござ

いまして、病気が出た当初から累計で、先ほど

申し上げました11億円程度の支援を受けている

という状況でございます。

○吉野農業普及技術課長 山下委員から御質問

を受けておりました農業経営体支援センターに

ついて、先ほど説明が足りなかったと思ってお

ります。

 追加で説明させていただきたいんですけれど

も、農業経営体支援センター自体は、いわゆる

中央本部─中央本部は我々本課とＪＡ本部で

すが、あと地域の支部がございます。これは各

地域、旧ＪＡ単位にございまして、そこにはＪ

Ａと普及員が構成メンバーというふうになって

おります。

 本部のほうにおきましては、事務局はＪＡ側

から３名、あと県のほうからＯＢ２名の事務局

員、合わせて５名おりまして、プラス専任コン

サルとしまして４名、県のＯＢが中央から各地

域に派遣されて、コンサルを行っている状況で

ございます。

 どちらかというと、中央から送り込まれるコ

ンサルについては、より専門的なコンサルを行

っておりまして、各地域ではＪＡの営農指導員

と普及員が連携し合って、各農家の状況につい

ては巡回をしながら指導を行っているという状

況でございます。

 今回、新たにつくりました経営支援システム

につきましては、本部でも当然ながら把握でき

ますけれども、各地域においても各管内の農業

者の状況が把握できまして、そこの農家を、経

営データを使って、経営状態が芳しくない農家

に対して、地域においても支援に入っていくと

いう形を、今度から取っていくということが、

新たな部分でございます。

○山下委員 ありがとうございます。きめ細か

な経営指導をしていかないと、本当に体力のな

い農業界ですので、様々な要素が変化してくる

わけです。なかなか価格転嫁ができないという

のが、農業の厳しさなんですよね。

 だから私は、この支援をしていただく皆さん

方が、農家、法人経営体も、財布の中まで見せ

てくれるぐらいの長期的な信頼がないと、この

事業というのは進展しないと思うんです。その

ことも新たに入っていただく県のＯＢの皆さん

方も、しっかりと経営体に寄り添えるような、

そういう体制づくりを目指していただくとあり

がたいと思います。よろしくお願いします。

○山下委員 ほかにございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 ないようですので、第１班の予

算議案の審査はこれで終了いたします。もう正

午が近いので、第２班は午後１時から行いたい

と思います。

 暫時休憩いたします。

   午前11時45分休憩

   午後１時０分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。
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 第２班として、農村計画課、農村整備課、担

い手農地対策課、水産政策課、漁業管理課の予

算議案の審査を行いますので、順次説明を求め

ます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○井上農村計画課長 常任委員会資料の46ペー

ジを御覧ください。

 当課の予算額は、一般会計のみで17億7,941万

8,000円をお願いしております。

 主な内容について御説明いたします。

 47ページを御覧ください。

 ３番目の（事項）公共農村総合整備対策費の

説明欄１の「水利施設管理強化事業」１億1,375

万7,000円でございます。

 本事業は、土地改良区等が管理する国営造成

施設などの維持管理に係る費用を支援するもの

で、尾鈴地区ほか７地区へ助成するものであり

ます。

 次に、同じ（事項）の説明欄２の「基幹水利

施設管理事業」１億8,701万4,000円でございま

す。

 本事業は、農業用ダム等の基幹的な国営造成

施設を管理する市町村に管理費を補助するもの

で、一ツ瀬川地区ほか４地区へ助成するもので

あります。

 次に、一番下の（事項）土地改良事業負担金

について御説明します。

 48ページを御覧ください。

 説明欄１の国営土地改良事業負担金８億6,338

万7,000円でございます。

 本事業は、西諸地区ほか６地区の国営土地改

良事業に係る負担金であります。

○山内農村整備課長 資料49ページを御覧くだ

さい。

 当課の当初予算は一般会計のみで140億147万

9,000円をお願いしております。

 主な内容について説明いたします。

 50ページを御覧ください。

 一番上の（事項）農業農村振興対策事業費の

説明欄１の（１）多面的機能支払交付金12億456

万4,000円です。

 本事業は、農業・農村が有する多面的機能の

維持・発揮を図るため、集落等が共同で取り組

む、草刈り等の地域共同活動などを支援するも

のであります。

 次の（事項）公共農村総合整備対策費の説明

欄３「中山間地域総合整備事業」３億1,185万円

です。

 本事業は、農業の生産条件が不利な中山間地

域の農業生産基盤と生活環境基盤を総合的に整

備し、農業・農村の活性化を図るため、日之影

町の岩井川地区ほか８地区で、農業用用排水路

や営農飲雑用水施設などを整備するものであり

ます。

 次に、２つ下の（事項）国土調査費の説明欄

１「地籍調査事業」10億7,271万3,000円です。

 本事業は、土地の一筆ごとに所有者や地番、

地目、境界や面積を明確にするものであり、宮

崎市ほか15市町村等で実施するものであります。

 51ページを御覧ください。

 ２番目の（事項）県単土地改良事業費の説明

欄１「県単独土地改良事業」6,111万4,000円で

す。

 本事業は、国庫補助事業等の対象にならない

小規模な農業用用排水路や農道などを整備する

ものであります。

 次の（事項）公共土地改良事業費の説明欄

１「県営畑地帯総合整備事業」23億2,883万

3,000円です。
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 本事業は、畑地帯の担い手の育成・強化を図

るため、えびの市白鳥１期地区ほか33地区で畑

地かんがい施設や農道などを整備するものであ

ります。

 52ページを御覧ください。

 一番下の（事項）公共農地防災事業費の説明

欄２「県営ため池等整備事業」８億3,874万円で

す。

 本事業は、ため池や用水路の決壊等による水

害から人命や財産を保護するため、高千穂町の

栃ノ木地区ほか23地区で、ため池や用水路を整

備するものであります。

 53ページを御覧ください。

 一番下の（事項）耕地災害復旧費の説明欄

１「団体営耕地災害復旧事業」29億5,909万

1,000円です。

 本事業は、台風等により被災した農地・農業

用施設の早期復旧を行うものであります。

○堀ノ内担い手農地対策課長 資料54ページを

御覧ください。

 当課の当初予算額は、一般会計のみで30億

3,593万円をお願いしております。

 主な内容について御説明いたします。

 55ページを御覧ください。

 ３つ目の（事項）青年農業者育成確保総合対

策事業費の説明欄１の改善事業「新規就農誘致

力アップ事業」につきましては、後ほど御説明

いたします。

 次に、４の改善事業「農業大学校地域連携型

教育高度化事業」2,255万8,000円です。

 本事業は、県立農業大学校においてスマート

農業や有機農業などのカリキュラムを強化する

とともに、農業高校や農業法人等と緊密な連携

を図りながら教育の高度化を進めるものであり

ます。

 次に、５つ目の（事項）担い手育成総合対策

事業費の説明欄３の新規事業「農業外国人材

「育成就労制度」体制構築事業」につきまして

は、後ほど御説明いたします。

 次に、説明欄４の改善事業「農業法人等経営

強化支援事業」2,594万2,000円です。

 本事業は、農業法人等雇用型経営体の経営改

善に向けた専門家との連携強化をはじめ、地域

の実情に応じた雇用人材活用の実証や農業現場

での働きやすい環境づくり等を進めるものであ

ります。

 続きまして、57ページを御覧ください。

 改善事業「新規就農誘致力アップ事業」でご

ざいます。予算額は4,530万円です。

 本事業は、新規就農者の受入体制の構築に取

り組む産地等と連携し、本県農業の魅力発信や

中古ハウス等の未利用経営資源の活用などによ

り、急減する新規就農者の安定的な確保に取り

組むものです。

 事業の詳細は、58ページを御覧ください。

 本事業は、下段の緑色の囲みにありますよう

に、就農地の事前確保や研修体制の整備・拡充、

事業承継等による受入体制の構築に取り組む産

地等と緊密に連携を図りながら、その上段の左

側、ア、新規就農者の誘致強化、右側のイ、就

農体制の構築に取り組むもので、まず左側①

「新規就農希望者の誘致・定着強化事業」では、

事前に確保する就農地や受入体制の情報発信の

強化、並びに短期農業体験による就農意欲の向

上等に取り組むことで、新規就農希望者の誘致

を強化します。

 また、②の「農業の事業承継支援体制強化事

業」では、農業振興公社を中心に行っておりま

す中古ハウス等の地域の未利用経営資源の承継

支援を、今後は果樹園や畜舎へ拡大するととも
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に、第三者承継やＭ＆Ａといった高度な相談に

も対応できるよう体制を拡充してまいります。

 さらに、③の「新たな就農体制整備事業」で

は、長期的な産地の維持拡大に向けた新設ハウ

ス等での新規就農用ハウス団地整備に向けた調

査を実施することとしております。

 事業期間は、令和10年度までの３年間を予定

しております。

 59ページを御覧ください。

 新規事業「農業外国人材「育成就労制度」体

制構築事業」でございます。予算額は1,849万

6,000円です。

 本事業は、令和９年度に始まる育成就労制度

に対応した受入体制を構築し、農業分野におけ

る外国人材の安定的な確保・育成を図るもので

す。

 事業の内容について御説明します。

 60ページを御覧ください。

 ①の入国前の取組では、海外の農業系大学生

のインターンシップ等による新たな受入れの仕

組みづくり等を進めるとともに、宮崎の農業技

術等に関する入国前教育について、対象国や教

育内容を拡大するなど、取組を強化します。

 ②の入国後の取組では、農業機械操作等を習

得するための実技研修を農業大学等で実施する

とともに、肉用牛など就労期間延長品目をはじ

めとした就労規則の多言語化など、農業者が行

う外国人材の就労環境整備を支援します。

 さらに、③の取組として、関係機関で構成す

る連絡会議の運営により、①や②の取組に向け

た監理団体等との連携を強化してまいります。

 事業期間は、令和10年度までの３年間を予定

しております。

○西田水産政策課長 資料61ページを御覧くだ

さい。

 当課の予算額は、一般会計で15億1739万5,000

円、沿岸漁業改善資金特別会計で１億8,277万

7,000円、合計で17億17万2,000円をお願いして

おります。

 主な内容について説明いたします。

 62ページを御覧ください。

 一番下の（事項）は、漁業生産担い手育成事

業費であります。

 次の63ページを御覧ください。

 説明欄２の改善事業「みやざき漁業就業サ

ポート事業」につきましては、後ほど説明いた

します。

 次に、下から２つ目の（事項）水産業試験費

１億1,175万8,000円でございます。

 これは、水産試験場の試験研究に要する予算

で、水産資源の強化、管理や漁場予測、水産物

の品質向上など、漁業の収益性向上に係る技術

開発に取り組むこととしております。

 一番下の（事項）水産試験研究施設整備事業

費につきまして、次の64ページを御覧ください。

 説明欄１「水産試験場施設整備事業」１億

6,973万1,000円でございます。

 本事業は、水産試験研究体制の機能強化及び

運営の合理化を推進し、本県水産業の成長産業

化を図るため、関連施設に係る工事等を実施す

るものです。

 65ページを御覧ください。

 特別会計の（事項）沿岸漁業改善資金対策費

１億8,277万7,000円でございます。

 これは、新規就業者の漁船購入などの資金を、

無利子で漁業者に貸し付けるものでございます。

 続きまして、66ページを御覧ください。

 改善事業「みやざき漁業就業サポート事業」

でございます。予算額は799万4,000円でありま

す。
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 事業の目的及び内容ですが、漁業への就業希

望者が円滑に就業できるように、体験研修の実

施や経営開始資金を支援するとともに、各地域

の受入体制を強化することにより、漁業担い手

の確保を図るものでございます。

 67ページを御覧ください。

 本事業の主な取組を示しております。

 上段にあります①の「漁業スタートアップ支

援事業」では、県独自の漁業就業支援フェアの

開催等、就業に関する情報発信の強化、就業希

望者のニーズに応じて期間や内容を柔軟に設定

できる漁業体験の実施、経営開始時に必要な資

金の交付等を行います。

 下段にあります②の「新規就業者受入体制強

化事業」では、現場で技術指導を行う新たな指

導漁業者の掘り起こしや、各地域で模範的な取

組を行い、担い手育成の中心となる浜のリー

ダー等の活動支援により、受入体制を強化して

まいります。

 事業期間は、令和８～10年度の３年間を予定

しております。

○安田漁業管理課長 資料68ページを御覧くだ

さい。

 当課の予算額は、一般会計のみで36億704万

9,000円をお願いしております。

 主な内容について、説明いたします。

 69ページを御覧ください。

 中ほどの（事項）資源管理対策費の説明

欄２の「うなぎ稚魚流通適正化事業」5,484万

5,000円です。

 本事業は、水産流通適正化法のウナギ稚魚へ

の適用に伴い、採捕・流通の適正化を目的とし

て流通監視や密漁監視に取り組むものです。

 次の３の「沿岸資源増殖場グリーン化事業」

400万6,000円です。

 本事業は、稚魚や藻類の育成の場となる増殖

場において、生長に必要な栄養成分の状況を調

査し、効果的に添加するとともに、海藻を食べ

る魚の密度管理や、海洋向け県産施肥材の開発

など、増殖場の機能を向上させる取組を支援す

るものになります。

 ２つ下の（事項）種子島周辺漁業対策事業費

の説明欄１「共同利用施設設置事業」３億9,690

万9,000円です。

 本事業は、ロケット打上げに伴い操業制限を

受ける漁業への影響緩和のため、漁協等が実施

する共同利用施設の整備に対して、宇宙航空研

究開発機構の負担金を基に補助を行うものです。

 70ページを御覧ください。

 一番上の（事項）水産基盤（漁場）整備事業

費３億1,400万円です。

 本事業は、漁業の生産力向上と豊かな生態系

の維持回復を図るために、漁場の整備を行うも

のです。

 令和８年度は、日向灘海域における表層型浮

魚礁７基体制への再編のため、中層型浮魚礁の

撤去等を行うこととしております。

 ３つ下の（事項）漁業取締監督費の説明欄４、

新規事業「漁業取締船「たかちほ」代船建造基

本設計事業」1,098万9,000円です。

 本事業は、県が所有する漁業取締船について、

今月をもって竣工から21年となり更新時期を迎

えていることから、代わりとなる新船の基本設

計を行うものです。

 71ページを御覧ください。

 上から２段目の（事項）水産基盤（漁港）整

備事業費16億4,132万7,000円です。

 本事業は、漁業生産基盤としての漁港の安全

性を確保するとともに、流通、生産拠点として

の機能向上を図るための整備を行うものになり
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ます。

 説明欄３の「漁港施設機能強化事業」では、

宮之浦漁港ほか２漁港において、地震・津波に

備えた防災・減災対策として防波堤や岸壁の改

良を行い、漁港施設等の被害の軽減を図るもの

になります。

 一番下の（事項）漁港災害復旧事業費１億

3,417万円及び次のページの（事項）水産施設災

害復旧事業費6,859万4,000円です。

 これらの事業は、台風等で災害が発生した際

の調査費や復旧を行うためのものになります。

 73ページを御覧ください。

 決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況について説明いたします。

 「藻場造成について、藻場の再生は、水産資

源を確保する上で重要な課題であることから、

宮崎海洋高校の研究課題とするなど、教育委員

会と連携して取り組むこと」という指摘要望事

項がありました。

 藻場は、水産資源の育成の場として不可欠な

役割を担うことから、県では、国の「漁場生産

力・水産多面的機能強化対策事業」や県の「漁

港・漁場グリーン化事業」等を活用し、藻場の

造成に取り組んでおります。

 また、教育委員会と連携し、宮崎海洋高校に

おきましては、藻場の重要性や保全活動の必要

性に対する理解醸成及び将来の保全活動への参

画につなげることを目的に、実践的な実習授業

を展開しており、令和７年度には、海藻の種の

採取や育苗を行っております。

 令和８年度には、生徒が直接現地で、海藻を

食べるウニの密度管理やその効果のモニタリン

グ等を行う予定としております。

 今後も、教育委員会等の関係機関と連携しな

がら、藻場の造成・保全に取り組んでまいりま

す。

○川添委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

 まず、農村計画課、農村整備課、担い手農地

対策課、３つの課につきまして質疑をお願いい

たします。

○下沖副委員長 資料56ページの農地総務費が

前年度比123％ということなんですけれども、職

員費のところでなぜ増額になったのか、理由を

教えてください。

○井上農村計画課長 少し調べさせてもらえま

すか。すいません、後ほど回答いたします。

○野﨑委員 資料55ページの内容について、も

う少し詳しくどんな感じか教えてください。

○堀ノ内担い手農地対策課長 本事業は、農業

大学校のカリキュラムの強化をまず行う事業と

しておりますが、カリキュラムの主な内容とし

ましては、まずドローン等の活用であったり、

あと施設園芸における環境整備技術等の導入に

つきましては、こちらが農業大学校でも使える

ようなカリキュラムの強化等を行う内容となっ

ております。

 それから、有機農業等のニーズがあるという

ことで、これまで講義等を中心に行ってきてお

りましたが、今度はＪＡＳ有機等にも対応でき

るように、水田あるいは露地野菜等での実習等

も強化していく内容としております。

 また、農業高校との連携したプロジェクト活

動を、それから５か年で一気通貫した教育カリ

キュラムの構築等も行うこととしております。

 それから、スマート農業等を活用した大規模

な土地利用型農業などにつきましては、地域の

先進的な農業法人等と連携した教育実習等を行

うこととしております。

○野﨑委員 山下委員がすごく詳しいと思うん
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ですけれども、今、農業高校とかの施設が老朽

化していて、スマート農業とかＩＣＴ化とか、

全然マッチしないというので今動いていらっし

ゃいますけれども、大学校も農業高校もそうい

った方向でしっかり施設も取れなきゃいけない

と思っているんですよね。そういうところは、

教育委員会ともいろいろ話しながら進めていく

予定ですかね。

○堀ノ内担い手農地対策課長 スマート機器に

つきましては、農林水産省の事業を活用した導

入につきまして、農業大学校、それから農業高

校、私ども担い手農地対策課が窓口となり、国

に予算要求をして計画的に機械導入を進めてい

るところでございます。

 ただ、国の事業が国費２分の１ということ

で、２分の１の負担につきましては、それぞれ

私ども農政水産部で確保しておりますが、農業

高校につきましては教育委員会のほうで２分の

１を確保する必要があるということで、それぞ

れの計画に基づいて導入をしているところでご

ざいます。

○野﨑委員 農業に必ず携わる人材ですので、

子供たち─この育った方たちが指導者として

農業を背負っていくという意気込みでやっても

らわないといけないし、やはり今の最先端の農

業ができるような仕組みを、とにかくつくって

いかないといけないのかなと思います。

 多分、単語とか言葉ばかり最先端のものが多

くて、全然追いついていないという話ですので、

そこはしっかり教育委員会とも話しながら、そ

の施設整備も含めて、あとカリキュラムも含め

て専門家をしっかり育てていただきたいなと思

います。

○山下委員 野﨑委員の関連なんですけれども、

農業大学校ですよね、去年いろいろと教育委員

会などと勉強させていただいて、だけれども教

育委員会の施設整備というのは、見ていてかな

り時間がかかりそうですよね。だから、私はや

はり農業大学校は県立ですから、あそこを全体

的に県単事業で早急に施設整備して、今の時代

に合うような環境を早く整えるべきだろうなと

思うんですが、具体的に農業大学校の学生、卒

業生は何人になりますか。

○堀ノ内担い手農地対策課長 令和７年度の卒

業生は69名でございます。

○山下委員 60名の定数に対して、それ以上の

人たちが来ているんですよね。だから、私はも

うかる経営、いわゆる1,000万円の農業所得の構

想を打ち立てるわけですから、それに合う農業

大学校の役割というのは大きいと思うんです。

 だから、いち早くそこの環境整備を整えてい

く計画づくりをしようかなと思うんですけれど

も、いわゆる総合農業試験場あたりは、具体的

な年数が計画で出されました。具体的に、農業

大学校の設備計画、改善計画を手がけている年

次計画のようなものは、まだ全く出てないです

か。

○堀ノ内担い手農地対策課長 施設の修繕であ

ったり改修、それからハウスも園芸ハウスも含

めてですが、あと機械導入につきましては年次

計画を立てて、総合管理課等々で協議しながら

導入を進めているところでございます。

○山下委員 委員会には今までその計画という

のは出されてますか。

○堀ノ内担い手農地対策課長 いえ、委員会で

は報告はしておりません。

○山下委員 農業大学校の改革について、今後

の計画はどうなっていて、いつ頃それを出され

るのでしょうか。

○堀ノ内担い手農地対策課長 現在、農政水産
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部内部で農業大学校の在り方の検討を進めてい

るところでございます。令和８年度内に在り方

の取りまとめを予定して、その検討を進めてい

るところでございます。

○山下委員 今、農業大学校の生徒たちと向き

合う中でも、いろいろな課題があろうと思うん

ですよね。農業大学校側から、どういう改革を

農政水産部に求められているのかお聞かせくだ

さい。

○戸髙県立農業大学校長 大変難しい御質問で

ございますけれども、まずは農業大学校では、

学生が卒業いたしましていろんな進路に進みま

すけれども、例えば就農する学生については、

やはりしっかりとした栽培生産と経営ができる、

理論に基づいた経営ができる、生産ができると

いうのを基本にしまして、そこには今であれば

生産性向上、それから環境への配慮というもの

が求められますので、そういった時代に対応し

た例えばスマート農業や有機農業など、時代に

対応した技術を習得した学生を育成するという

ことが必要かなと思います。

 そもそもは、やはりその農業大学校を選んで

入学した学生に対しては、農業はとても楽しい

んだと、やりようによっては所得も確保できる

というような魅力を示しながら、そういう将来

やはり農業に進もうかという人材を育成する必

要があるかと思います。

○山下委員 担い手を育てる一番の窓口ですか

らね、農業大学校が学生と向き合っている一番

の現場ですので、卒業生もおられることですか

ら、卒業生からの意見を聴取したり、いろんな

ノウハウを次代に向けた一番の窓口だろうと思

うんですよね。

 ぜひ今後、高鍋農業高校との連携も、教育委

員会もいろんな模索もしていますけれども、農

業大学校というのは極めて大事なポジションに

なるだろうと思うんですよね。そのようなこと

も踏まえて、方向性とスピード感を持って示し

ていってくれるとありがたいなと思っています

ので、よろしくお願いします。

○二見委員 資料60ページの「農業外国人材

「育成就労制度」体制構築事業」なんですけれ

ども、まだ始まっていない今の事業と少し変わ

ってくる見通しだと思うんですが、この日本に

来ていろんな技術研修を経た外国人の方々の、

ここでいうと特定技能の５年からとなっている

けれども、最終的に日本にどれくらい残ってく

れるのかとか、現状としてはどれくらい残るか

も含めて、どんな見通しを持っていらっしゃい

ますかね。

 試験を受けていくというのは、やはりハード

ルがあるので通らない人たちもいるわけじゃな

いですか。

○堀ノ内担い手農地対策課長 外国人を受け入

れた農業法人等からの声としましては、やはり

末永く長い年数ずっといてほしいという声は多

く聞いております。

 ただ、人数等のそういった数につきましては、

まだ把握できておりませんし、検討もまだして

いない段階でございます。

 ただ、まだこの制度は始まったばかりですの

で、まずは育成就労から３年、それから特定利

用の１号５年、その後の２号につきましては、

期間延長しながら制限なく定住できるというこ

とで、そういった事例をつくりながら、その事

例を広く周知して各法人ごとの目標なりを把握

していきながら、対応を検討していきたいと考

えております。

○二見委員 今年、外国人材確保・雇用対策特

別委員会をつくって、今度その報告が出来上が
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るところなんですけれども、今回インドネシア

に行って様々な医療・介護、いろいろな分野の

ところまで調査したわけなんですけれども、日

本で研修して帰ってきた子たちの意見も聞くこ

とができました。日本で養鶏とか養豚とか、い

ろんなその食品関係に勤めていたんだけれども、

実際には向こうに帰って自分で事業を興してい

たりするわけなんですよね。

 ある一人の若い子は、建築資材の会社をやっ

ているとか、養豚をやっているとか、農業をや

っている子たちもいるわけなんです。その子た

ちが身なりからしても、そのインドネシアのレ

ベルからいくと大分上なんですよね。大分羽ぶ

りがよさそうにも見えましたよ。やはりこれが

日本に行って勉強して、自国に帰って事業を興

して成功した事例というものなんだなというふ

うに思いましたね。

 だから、日本に来て日本でその外国人材の人

たちの夢をかなえるというのもあると思うんで

すよ。もちろん、ずっと日本で頑張っていくと

いう子もいれば、やはり中にはふるさとに帰り

たいとそもそも思っている子たちも多いと思う

んですよね。

 実際日本に勉強に来て、何かしてほしいこと

はありますかと聞けば、もちろんお金を仕送り

もするわけなんだけれども、自分たちが事業を

立ち上げるときの資金も欲しいと。そういった

ときの支援もあるといいなというようなことも

言っていました。

 やはり自分たちで事業を興すということは、

それなりのお金も必要なわけなんで、こっちと

インドネシアで比べれば金額的な価値も違いま

す。だから、僕らは今から何を考えないといけ

ないかなと思ったときに、いい関係をつくらな

いといけないと思うんですよ。

 こっちの農業法人の経営者の人たちは長くい

てほしいと思うのはそうだと思うんだけれども、

一番に考えないといけないのは、やっぱり若い

人たちの夢をかなえてあげられることだと思う

んですよね。日本でかなえたい夢がここにある

のか、若い人たちは自分のところで、自分の国

に戻って頑張りたいという夢を持っているんだ

ったら、やはりそれを応援してあげるぐらいの

度量でやっていかないといけない。

 だから、この育成就労から特定技能とかにな

って、どれくらい残るんでしょうねといったの

はそこなんですよ。たくさん残ればいいという

ことだけじゃなくて、本国に帰ったときに、日

本とのつながりを持っていってほしいなと。

 今宮崎県で、カカオを栽培していて結構テレ

ビとかでも注目されている人がいますけれども、

今カカオはすごく高騰しています。チョコレー

トを食べられない方は分かんないかもしれない

けれども、以前と比べて倍ぐらいになっている

んですよね。

 これからのことも考えれば、インドネシアも

カカオベルトというふうになっているし、あそ

こでも栽培できるんであれば、日本とインドネ

シアとのつながりをつくるためにも、そういう

技術的なつながり、やっぱり作物としてのつな

がり、人間関係もしっかりつながりを持ってい

くこと大事だと思います。

 いろんな分野で日本だけがよくなるのではな

くて、外国の人たちはやはり自分の国が発展し

てほしいと願っている人たちが多いと思うので、

そういったものに日本として協力できること、

宮崎県としても協力できるようなことも、しっ

かりこういう外国人材のところに関しては忘れ

てはいけない視点なんじゃないかなと思うんで

すよね。
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 そういうことが、お互いしっかり信頼関係が

構築できるからこそ、長い交流ができるという

か、人脈がつくれていくし、お付き合いができ

るんだろうと思うので、そういうところにはい

ろんな監理団体とか、紹介団体とかがあるから、

そういうふうに持っていったほうがいいんじゃ

ないかなって今回１年間いろいろ勉強させても

らって思ったところだったもんだから、これか

らの話なんでしょうけれども、ぜひ宮崎県と外

国、ベトナムもそうだと思います。

 農業でつながれるところ、いろんな作物でも

つながれるところ、こっちはできて向こうがで

きないこと、向こうも自分のところでつくって

ないものをつくりたいとか思っている人いるか

もしれないじゃないですか。

 そういったように、お互いの夢がかなえられ

るような連携ができるように、ぜひ取り組んで

いただきたいなと思います。僕の勝手な意見に

なったんですけれども、しっかり御検討いただ

きたいなと思います。

○堀ノ内担い手農地対策課長 県内に外国人材

を受け入れている監理団体、あるいは登録支援

機関、今16社と連携する取組ということで、

年２回ほどの連携会議を開催しております。

 その監理団体、あるいは登録支援機関が提携

する送出機関とのそういった情報交換というの

を、しっかり今後やっていきながら、送出し側

の意向等もしっかり把握して対応していきたい

というふうに考えています。

先ほど下沖副委員長から御質問のありました

職員の人件費の件ですね、資料56ページになり

ます。

 中ほどの職員費ですけれども23％増加した理

由としましては、盛土対策課の３名、これは担

い手農地対策課が費用を負担しているというこ

とで、それが増になっております。

○前屋敷委員 資料55ページで先ほどお話も出

ていましたが、青年農業者育成確保総合対策事

業費の１の改善事業「新規就農誘致力アップ事

業」、それと３の「新規就農者確保総合対策事

業」というふうに事業はされるんですけれども、

この３番のほうは、昨年度と比較すると相当減

額になっているんですよね。この１番の事業と

合わせてやるというような、どういうことにな

っているのか、その辺を教えてください。

○堀ノ内担い手農地対策課長 「新規就農者確

保総合対策事業」が約１億7,000万円の減となっ

ております。この理由につきましては、国の新

規就農に対して、経営開始に対して150万円を交

付しております事業が令和３年度までは５年間

対象になっていたものが、令和４年度から３年

間ということに短縮された関係で、令和４年度

以降それまで５年だった方の分が減少したとい

うことが一番の大きな原因になっております。

 併せまして、「新規就農誘致力アップ事業」

につきましては、県外からの新規就農者の呼び

込み等の強化を主な内容としている事業でござ

います。これまで就農相談等を民間企業と連携

しながら行ったり、あと事業承継ということで

承継を支援するコーディネーターの設置であっ

たり、中古資産の修繕・移設等の費用負担等の

支援も行ってきた事業の見直しを行いまして、

今後は受入体制を整えている産地としっかり連

携して、受入産地の情報を県内外にしっかりま

ず情報発信しながら、後はそういった方々に本

県に来ていただく就農体験等の取組につなげ、

本格的な就農に向けてミスマッチがないように、

定着に向けた取組を行う内容となっております。

○前屋敷委員 この３番の国の制度の変更によ

るものなんだけれども、これによって県内でど
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の程度の影響が出ているか分かりますか。この

５年間だったのが３年間になるというようなこ

とも。

○堀ノ内担い手農地対策課長 年間150万円が

５年間で750万円の交付だったものが450万円と、

300万円が減少になるということで、その方々の

影響というのは、300万円の減というものはあり

まして、それが大体年に40人ほどが対象になっ

ておりますので、そういった方々が影響を受け

ているということになるかと思います。

○下沖副委員長 資料59ページの「農業外国人

材「育成就労制度」体制構築事業」なんですが、

これに関して、今農業とか林業とかを中心に特

定地域づくり協同組合というのが立ち上がって

いると思うんですけれども、そこで外国人材を

雇用した場合、その組合員の中で農業だったら、

介護などの他分野には行けないと思うんですけ

れども、農業で限定した組合員─今は法人と

か組合員で入っていると思うんですが、そこの

間を移動できるものですか。組合で雇用するこ

とになると思うんですけれども。

○堀ノ内担い手農地対策課長 派遣登録のある

監理団体、あるいは登録支援機関で通してであ

れば、複数の業者受入形態で雇用することは可

能というふうに認識しております。

○下沖副委員長 結構農業も人手が必要なとき

と必要じゃないときとか、いろんな畜産でもそ

うですけれども、そこがうまく組み合わされる

ように、この特定地域づくりを活用することが

できるのでしょうか。

○堀ノ内担い手農地対策課長 派遣業の資格を

持っている登録支援機関が、特定技能外国人材

を受入れ、事業者に派遣することは可能ですが、

特定地域づくり事業協同組合は、無期雇用以外

は、派遣することができません。

○下沖副委員長 特定地域づくりも派遣業とい

うことになる。組合員の同じ組合費を払って、

そこで各会社とかで季節的に働いたりするとい

う、これも派遣業ということで、登録は派遣業

になってるのですか。

○堀ノ内担い手農地対策課長 しばらくお待ち

ください。

○下沖副委員長 また後で調べて、資料でもい

ただけたら、回答いただけたらと思います。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 では次に、水産政策課、漁業管

理課、２つの課について質疑ございませんか。

○下沖副委員長 資料70ページの（事項）漁業

取締監督費、こちらのほうが前年から500％の伸

びになっていたんですけれども、漁業取締船た

かちほの代船建造の設計計画は分かるんですけ

れども、それ以外に何が増えたのか教えていた

だけたらと思います。

○安田漁業管理課長 たかちほの基本設計事業

以外で、現在のたかちほの定期検査費用が入っ

ております。定期的に検査しないといけないと

いうところがありまして、そこにこれぐらいの

費用がかかってきます。

○下沖副委員長 それがこの取締関係事業、こ

こに定期点検の予算が入っているということで

すね。

○安田漁業管理課長 そのとおりでございます。

○山下委員 今年はウナギの稚魚はどうだった

か。ウナギの相場はどうだったんでしょうか。

○安田漁業管理課長 昨年が非常に豊漁で、途

中で採捕が終わるという状況がございまして、

今年度につきましては、昨年度より少し遅い時

期、昨年は11月中から始まりましたけれども、

今漁期につきましては12月12日から漁が始まり
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まして、去年と比べると、現状では今460キロほ

どが採捕されて、去年が556キロほどだったと思

いますので、それが去年は２月の中旬にはそう

なっていたというところが、現時点で今460キロ

ぐらいということですので、去年ほどではない

んですが、それ以前の数年に比べると豊漁と言

っていい量かと思っています。

○山下委員 ありがとうございます。少し安心

しました。値段的に去年と今年の取引価格は、

どれぐらいの相場でしたか。

○安田漁業管理課長 今年度が、やはり割と捕

れてるというところがございまして、あと、昨

年かなりの豊漁だったものですから、養殖業者

がいけぐりのほうがなかなかきついというとこ

ろがあって、あまり需要が高くないというよう

な情報もございます。

 昨年は、２月ぐらいにはキロ20万円ぐらいに

落ちたかと思うんですけれども、今年度も現状

では今20万円ぐらいまで落ちているという状況

にあります。

○山下委員 高いときは200万円とか言ってなか

ったっけ。割と豊漁なんですね。

○安田漁業管理課長 400キロ台に乗ってるとい

うのは、昨年に比べるとかなり落ちてはいます

けれども、かなりの豊漁ということになろうか

と思います。

○山下委員 養鰻業者は何社ぐらいおられるん

ですか。

○安田漁業管理課長 現在、42業者おられます。

○前屋敷委員 資料69ページ、（目）水産業振

興費で、昨年度は「漁業経営構造改善事業」と

いうので、国が２分の１を支援するというので

１億8,300万円ほどあったんですけれども、これ

は国の事業で、国はこれを取りやめたというこ

とでしょうか。

○安田漁業管理課長 国のほうで事業が終わっ

たというわけではございません。たまたま令和

８年度の事業要望がないということで、きれい

に落ちているという状況になっております。

○前屋敷委員 もう一度、事業の何がないんで

すか。

○安田漁業管理課長 事業の御要望がなかった

ということです。

○前屋敷委員 要望がない。これは経営体です

かね、事業主の要望に応じて予算化もされるわ

けですか。

○安田漁業管理課長 例えばこの事業に関して

は、令和７年度は２市でイセエビの漁場の造成

事業を行っております。また、組合の方が共同

利用施設を整備するのに使ったりされておりま

す。昨年は３件ございました。今年はゼロ件に

なったというところで、１億8,000万円落ちてい

るという形になっております。

○前屋敷委員 かなり金額も大きいもんですか

ら、その要望というのは、前年度に国に対して

は要望するんですか。

○安田漁業管理課長 翌年度事業に関しまして

は、前年度のうちに御要望を上げていただいて、

予算化していくという形になっております。

○前屋敷委員 これまでは、県のほうからそう

いう事業者の皆さんの要望を受けて申請をすれ

ば、ほとんどそれは通っていたという状況です

か。予算化がされていたんですか。

○安田漁業管理課長 件数ですとか要望額にも

よるかと思いますけれども、大体御要望にはお

応えできるというような形になっています。

○井本委員 どの事業に当たるか分からないの

だけれども、延岡の稚アユの状況はどうなのか

な。

○安田漁業管理課長 海産稚アユということで、
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今年の子供なんですけれども、かなり海のほう

に下りていたようで、例年、県北では390キロほ

どを上限として海産稚アユの採捕を行っている

んですけれども、１週間、２週間ぐらいで、す

ぐに390キロ上限に達したという状況がございま

す。

○井本委員 昔に比べるとアユが随分少なくな

っているんですよね。稚アユそのものが少なく

なっているんじゃないかなという、そんな話は

ないですかね。

○安田漁業管理課長 アユ資源の減少につきま

しては、本県に限らずいろんなところで言われ

ているところでして、なかなかこれという要因

というところは、確実なものというのは把握で

きてないと認識しております。

○井本委員 稚アユがほかの県に売られている

とか、そういう話も聞くんだけれども、そうい

うのはあるんですか。

○安田漁業管理課長 基本的に本県で採捕され

た海産稚アユにつきましては、県内の養殖業者

の方が放流用とか、食用とかに養殖されるとい

うことになろうかと思います。基本的には県外

のほうには出していただかないようにという方

向ではあろうかと思います。

○井本委員 基本的にはそうだろうけれども、

出てるといううわさを聞くから、その辺は別に

取締り対象になってないわけですか。

○安田漁業管理課長 そこに関しては取締りの

対象ということにはなっておりません。

○川添委員長 よろしいですか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 ないようですので、以上で第２

班の予算議案の審査を終了いたします。

 暫時休憩いたします。

   午後１時56分休憩

   午後１時59分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 特別議案の説明を求めます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○西田水産政策課長 常任委員会資料の74ペー

ジを御覧ください。

 議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例について」でございます。

 １の改正の理由は、維持管理経費等の増加を

踏まえ、受益者負担の適正化を図るため使用料

の改正を行うものです。

 ２の改正の内容は、条例第２条関係の別表第

１に定めている使用料の一部を増額改正するも

ので、詳細は75ページのとおりです。

 お戻りいただきまして、３の施行期日は、令

和８年４月１日としております。

○井上農村計画課長 資料の76ページを御覧く

ださい。

 議案第36号「国営施設応急対策事業大淀川左

岸地区の執行に伴う市町村負担金徴収について」

であります。

 本議案は、令和元年度から令和７年度までに

施行されました「国営施設応急対策事業大淀川

左岸地区」について、当該事業に要した経費に

充てるため、国営大淀川左岸土地改良事業負担

金徴収条例第３条第３項の規定により、議会の

議決を経て、市町村負担金を定めるものであり

ます。

 まず、１の負担金につきましては、宮崎市

１億6,146万3,530円、小林市3,004万4,481円、

綾町1,287万6,204円でございます。

 次に、２の徴収期間につきましては、令和

８年度と定めております。
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 本事業の概要につきましては、下の参考に示

しているとおりでございます。

 続きまして、資料77ページを御覧ください。

 議案第37号「国営施設応急対策事業川南原地

区の執行に伴う市町村負担金徴収について」で

あります。

 本議案は、令和元年度から令和７年度までに

施行されました「国営施設応急対策事業川南原

地区」について、当該事業に要した経費に充て

るため、国営川南原土地改良事業負担金徴収条

例第３条第３項の規定により、議会の議決を経

て、市町村負担金を定めるものであります。

 まず、１の負担金につきましては、川南町

9,156万1,904円、木城町471万7,701円でござい

ます。

 次に、２の徴収期間につきましては、令和

８年度と定めております。

 本事業の概要につきましては、下の参考に示

しているとおりでございます。

 続きまして、資料78ページを御覧ください。

 議案第38号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」であります。

 上段右側に表記しております農村計画課、農

村整備課、漁業管理課の各課において、表の左

の欄の事業実施に当たり、表の真ん中の欄のと

おりの市町村負担を予定しており、地方財政法

第27条第２項等の規定により、あらかじめ市町

村の意見を聞き、同意を得た上で議会の議決に

付すものであります。

○梶原農政企画課長 資料の81ページを御覧く

ださい。

 議案第43号「宮崎県農業・農村振興長期計画

の変更について」御説明いたします。

 第八次宮崎県農業・農村振興長期計画につき

ましては、今年度が計画の中間年度に当たりま

すことから、社会情勢の変化等を踏まえまして、

令和８～12年度を計画期間とする後期計画案を

取りまとめております。

 資料の第１編長期ビジョンでは、第１～４章

の本県農業を取り巻く現状などを見直し、第

５章に赤字で記載しておりますとおり、計画の

目標は前期計画と同じく、「持続可能な魅力あ

るみやざき農業の実現」を掲げております。

 また、第６章の農業構造展望と農業生産の目

標にありますとおり、主要目標として、農業産

出額や経営体数を掲げてございます。

 この内容につきましては、別途お配りしてお

ります冊子で後ほど御説明いたします。

 冊子の37ページをお願いいたします。

 前回御説明いたしました素案におきましては、

国の統計である農林業センサスなどが未公表で

ございましたために、後期計画としての案をお

示しすることができていなかったのですが、新

たに公表された統計値などを用いて趨勢を推計

いたしまして、前期計画から目標を見直してお

ります。

 それでは、まず（１）総農家・営農経営体の

展望についてでございます。

 本県の総農家数や個人経営体数につきまして

は、令和２～７年の５年間で約２割が減少して

おります。一方で、農業法人数は規模拡大や他

産業からの参入などによりまして、約１割増加

しております。

 今後は、多様な人材の取り込みや経営規模の

大小や個人・法人の別を問わない経営基盤など

に取り組みまして、本県農業の維持・発展を図

ってまいりたいと考えております。

 中ほどのグラフを御覧ください。一番上、総

農家数は、平成17年には約５万戸あったところ

ですが、年々減少いたしまして、令和７年に
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は２万4,500戸と約半減している状況でございま

す。

 令和12年の趨勢といたしましては、１万9,900

戸となる見込みですが、新規就農者の確保や営

農継続等に向けた施策の強化などによりまし

て、２万1,300戸を維持する目標を掲げておりま

す。

 その下の法人経営体数と、一番下の主業経営

体数につきましては、令和12年の目標を、それ

ぞれ１万4,200経営体と5,200経営体として設定

いたしまして、３番目の折れ線グラフでござい

ます農業法人数につきましては、令和12年の目

標を令和７年から18％増の1,067法人としており

ます。

 次に、38ページでございます。

 農業就業者の展望についてでございます。

 中ほどのグラフを御覧いただきますと、農業

就業者数は、令和２年の約４万人から令和７年

の約３万5,000人と、５年間で１割以上減少して

おります。そのうち、基幹的農業従事者数は、

同じ５年間で約２割以上減少した一方、雇用従

事者は約２割増加しております。

 今後、生産力の維持に向けまして、農業者数

の減少速度を緩和する施策を展開し、多様な人

材の確保を図ることで、令和12年の農業就業者

数の目標を３万3,700人とし、その内訳として、

基幹的農業従事者数が２万1,000人、雇用従事者

数が１万2,700人としております。

 その下、（３）耕地面積の展望につきまして

は、農業者の減少等に伴う荒廃農地の増加など

によりまして、今後も緩やかな減少傾向が続い

ていくと予想されておりますけれども、地域計

画を踏まえた産地づくりの実現に向けて、各種

施策等に取り組みまして、表にお示ししており

ますとおり、農業生産等に必要な面積として、

耕地面積を令和12年に６万ヘクタール確保する

とともに、農地のフル活用を推進することで、

農作物作付延べ面積を６万5,400ヘクタールとし

て、耕地利用率109％を目指してまいります。

 次に、39ページを御覧ください。

 本県農業の生産構造の展望についてでござい

ます。

 こちらでは、本県農業を支える各経営体・農

家が、農地や産出額に占める割合をお示しして

ございます。図にありますとおり、令和７年の

生産構造は、営農経営体・自給農家の数の割合

では、農業法人が3.6％、個人経営体が64.4％、

自給的農家が32％となっております。

 一方で、耕地面積と農業産出額の割合につい

ては、農業法人と個人経営体で大半を占めてお

りまして、そのうち農業法人については、約

20％の耕地を担い、農業産出額の52.6％を産み

出しております。

 今後、新規就農者の確保に加え、経営体数の

減少に対応するため、農地の区画拡大やスマー

ト技術の導入により、生産の効率化と経営発展

を促進するとともに、雇用従事者を含めた農業

従事者の確保に努め、収益性の高い生産構造を

構築してまいります。

 併せて、小規模な個人経営体、それから自給

的農家の方々につきましても、農業生産にとど

まらず、地域コミュニティの維持など、農村集

落で不可欠な重要な役割を担っておりますので、

農業支援サービス事業者などのサポート体制を

構築するとともに、農業を核に地域の活性化を

図る地域施策を組み合わせまして、持続的な農

村集落づくりを推進してまいります。

 令和12年における農業生産構造は、40ページ

にお示ししております。営農経営体数、自給的

農家数の各割合は大きく変わりませんけれども、
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農業法人と個人経営体が耕地面積や産出額の維

持に貢献しながら、自給的農家も含めた形で、

本県農業・農村を担う姿を展望としてお示しし

ております。

 41ページを御覧ください。

 農業生産の目標でございます。

 こちらにつきましても、昨年12月末に公表さ

れました、令和６年の実績を踏まえて見直しを

行っております。各表を御覧いただきますと、

作付面積・飼養頭羽数では、今後、経営体が減

少する中にあっても、基本的には減少の幅を抑

えまして、品目によっては維持・増加を図りな

がら、その下の表の生産量の表にありますとお

り、スマート農業技術の活用等によりまして、

生産性の高い農業を展開することで、単位面積、

また１頭当たりの生産量を増加させ、各生産量

の維持・増加を図ってまいります。

 産出額につきましては、42ページにお示しし

ております。令和６年の実績は、令和５年から

５億円増の3,725億円で、その内訳は、耕種で米、

芋、野菜などが増、畜種で豚、鶏などが減とな

ったところでございますけれども、耕種では、

中ほどの耕種計にございますとおり、令和６年

1,343億円であったものを、令和12年には1,387

億円まで伸ばしていく。畜産では、畜産計であ

りますとおり、2,344億円を2,471億円に伸ばし

ていくということで、総計で令和12年には、現

状から160億円増の3,885億円を目標として掲げ

ております。

 冊子での説明は以上となりまして、常任委員

会資料にお戻りいただければというふうに思い

ます。

 常任委員会資料81ページに戻りまして、後期

計画の新たなポイントでございますけれども、

赤枠で囲っております第２編の重点プロジェク

トと第３編内の第４章、地域別の具体的な展開

方向、（通称）地域プランと呼んでおりますけ

れども、この２点でございます。

 地域プランにつきましては、今回、新たに各

支庁、それから振興局単位で、産地づくりの観

点から策定する計画でございまして、例えば児

湯地域では、スマート農業技術と大規模化によ

る施設ピーマン日本一の堅守でありますとか、

北諸県地域でございますと、大規模農業法人等

を核とした加工・業務用野菜の産地づくりなど、

それぞれの地域の特徴を生かした施策を市町村

やＪＡ等と連携して展開してまいります。

 82ページを御覧ください。

 重点プロジェクトにつきましては、特に重点

的かつ横断的に取り組むべき施策を取りまとめ

たものでございまして、本県が将来にわたって

食料供給基地としての役割を果たしていくため、

次代を担う人材の確保・育成と、生産性と持続

性を両立した稼げる農業の実現を一体的に推進

し、農業の成長の好循環を構築してまいりたい

というふうに考えております。

 具体的には、中ほど写真でお示ししておりま

すとおり、農業者が減少する中でも、生産性の

高い農業を実現するための農地の区画拡大やス

マート農業技術の普及拡大、人材確保に向けて

就農希望者等に離農者の経営資源がしっかりと

承継される産地ぐるみの体制構築、持続性の高

い農業・農村を実現するための中山間地での農

業継続や担い手の規模拡大をサポートする農業

支援サービス事業者の育成など、今後とも、本

県が食料供給基地としての役割を果たせるよう、

施策を展開してまいります。

 一番下に記載しておりますとおり、重点プロ

ジェクトの総括指標としては、農業所得が1,000

万円以上の経営体の割合を掲げておりまして、
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農業を稼げる産業に転換し、これから農業を担

っていただく方々に対しまして、本県農業が所

得の面でも魅力のある産業だということをメッ

セージとして発信したいということで、本指標

を設定しております。

 以上、重点プロジェクトや地域プランを中心

に様々な施策を総合的に展開することで、持続

可能な魅力あるみやざき農業を実現してまいり

たいというふうに考えております。

 なお、（１）～（３）の３本の柱の内容につ

きましては、83～85ページにお示ししておりま

すけれども、時間の都合上、説明は割愛させて

いただきますので、後ほど御参照ください。

○西田水産政策課長 資料の86ページを御覧く

ださい。

 議案第44号「宮崎県水産業・漁村振興長期計

画の変更について」御説明いたします。

 第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画につ

いては、今年度が計画の中間年度に当たること

から、農業と同様、令和８～12年度を計画期間

とする後期計画の案を取りまとめました。

 第１編長期ビジョンでは、本県水産業を取り

巻く現状などを見直し、第２章の１に記載して

いるとおり、基本目標は前期計画と同じく、

「ひなた魚（イオ）ベーションで新たな波に乗

り成長する水産業」を掲げております。

 また、第２章の３の主要指標については、別

途お配りしております冊子で御説明いたします。

 冊子の40ページを御覧ください。

 後期計画では、昨年公表された国の2023年漁

業センサスなどを踏まえ、指標の見直しをして

おります。

 表を御覧いただきますと、生産状況の生産量

では、漁業・養殖業の合計で、令和５年の10万

1,199トンを令和12年には10万7,800トンに、生

産額では、同じく合計で、令和５年の598億円を

令和12年には680億円に増加させる目標としてお

ります。

 次に、経営体・就業者の海面漁業経営体数で

は、令和５年の812経営体を令和12年には676経

営体に、海面漁業就業者数では、令和５年の

1,996人を令和12年には1,750人に減少を抑制す

る目標とし、新規就業者数では、令和12年に年

当たり60人を確保する目標としております。

 また、海面雇用外国人数では、令和５年の561

人を令和12年に620人まで増やす目標としていま

す。

 最後に、成長の法人経営体の生産額では、令

和５年の２億3,935万円を令和12年には２億

7,200万円に、個人経営体の漁業所得では、令和

５年の421万円を令和12年には480万円に、２つ

下の輸出額では、令和５年の15億4,200万円を令

和12年には28億円に増加させる目標を掲げてお

ります。

 下から２番目の項目、水産加工業の出荷額に

ついては、水産業全体の成長を目指す観点から

今回新たに追加したもので、令和５年の97億

7,900万円を令和12年に107億5,700万円に増加さ

せる目標を設定しております。

 冊子での説明は以上です。

 常任委員会資料にお戻りいただきまして、資

料86ページ、施策の具体的な展開方向は、赤枠

で囲っておりますとおり、ひなたイオベーショ

ン2.0としまして、４つの重点施策を展開してま

いります。

 87ページを御覧ください。

 ４つの重点施策について、赤字で示しており

ます前期計画からの主な変更点を説明いたしま

す。

 （１）では、陸上での安定生産が見込める海
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ぶどうなど陸上養殖の普及や、遺伝育種技術の

導入による、成長が速く病気に強いブリなどの

養殖用種苗の供給、高等水産研修所と水産試験

場の統合による研修機能の強化、また、操業記

録をアプリで共有するなどのスマート技術を活

用し、労働環境の改善による新規就業者の定着

向上などを図ります。

 （２）では、複合経営化としまして、例えば

単価の高いタコつぼ漁業と引き縄漁業の組み合

わせや、イワガキ、ワカメなどの養殖業と定置

網漁業の組み合わせにより、経営体質の強化を

推進します。また、水産試験場加工分野と食品

開発センターの一体的取組により、加工技術支

援の強化を行ってまいります。

 88ページを御覧ください。

 （３）では、ヒラメなどの少ない資源は漁獲

せずに、ハタ類やタチウオ類などの近年増加し

つつある資源を漁獲する気候変動に適応した生

産体制づくりを進めます。

 （４）では、漁村地域の活性化に向け、現在

進めております青島漁港の事例を筆頭に、にぎ

わいと所得を生む海業の取組を県内各地へ展開

してまいります。

 以上、これらの新たな施策を中心に様々な施

策を展開することで、本県水産業の成長産業化

を実現することとしております。

○川添委員長 執行部の説明が終了しました。

 まず、議案第22号、水産政策課の説明につい

て質疑はございませんか。

○二見委員 場所としてはこのオープンラボの

ところですかね。利用状況はどんなですか。

○西田水産政策課長 手数料徴収が今回関わり

ます加工部門については、現状、青島の水産試

験場内に所在してございまして、そこでいろい

ろな加工業者の方からの相談等に応じて業務を

行っているところでございます。

 実績、回数といたしましては、令和６年度が

34回、令和５年度が51回という実績でございま

す。

○二見委員 多いという感じではないような気

はするんだけれども、こういったところの取り

組む人たち、若い人たち、高校生とか、学校で

使っているという事例とかはないんですか。

○西田水産政策課長 現状では、加工業者の方

の相談利用が中心というふうに把握しておりま

す。

○二見委員 今、調理科とかも、すごく頑張っ

ている子たちがいたり、いろんな分野で活躍し

たりとかする子がいるので、彼らにも活用でき

るのであれば、教育委員会のほうでも検討して

もらうようなことは投げかけてもいいのかなと

いう気はしました。あとは、業者とかが使うの

に差し障りがあったらいけないなというのもあ

るんでしょうけれども。

○西田水産政策課長 学校と連携した取組とい

うのは、水産分野では海洋高校を中心に、担い

手の確保という観点から、先生方とお話をさせ

ていただいているところですが、委員御指摘の

とおり、先ほど説明した長期計画の中でも、水

産加工業にこれから注力して取り組んでいこう

ということも掲げておりますので、今の御指摘

の点も踏まえて、学校側とも何か新しい取組が

できないかということは今後検討してまいりた

いと思います。

○前屋敷委員 使用料・手数料の引上げで、こ

こだけではなくてほかも上がっているんですけ

れども、主には維持管理経費等の増加という、

電気代などもということでしょうか。あとは消

耗品も入るわけですか。

○西田水産政策課長 御指摘のとおり、主立っ
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たところは、動かすのにかかる電気代ですとか、

あと機械を使用するときに使う水道料、そうい

ったところの使用単価を反映して検討したとい

うところでございます。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 次に、議案第36号、議案第37号、

議案第38号、農村計画課の説明について質疑は

ございませんか。よろしいですか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、次に議案第43号、農

政企画課について質疑はございませんか。

○二見委員 いろいろ就業者の確保とか耕作面

積の確保とかも大変なんですけれども、今物価

がいろいろ上がっている中で、いわゆる産出額

については３％ぐらい増加を見込んでいるわけ

なんだけれども、今の上昇の割合を考えるとも

う少し上がってもいいのかなという気はするん

ですが、そこ辺は加味された数字になっている

んですか。

○梶原農政企画課長 この産出額につきまして

は、物価上昇については算定の中には入れてお

りません。というのも、政策的にコントロール

がなかなか難しいところでございますので、今

回はあくまでも、基本的には政策でコントロー

ルできるような要素というものを加味した額と

いうことにしてございます。

○二見委員 だから、そこ辺は面積なり量なり、

そういったところで、今後農政がどういうふう

に進んでいっているかというところをチェック

していくということなんですね。

○下沖副委員長 ちなみに、今が第八期ですけ

れども、これまでの計画はデータで保存してあ

るものなんですか。

○梶原農政企画課長 過去の計画はデータでご

ざいます。

○下沖副委員長 ほかの課もそうですけれども、

県庁として、今後ＡＩにこのデータを入れて総

合的に分析していくとか考えられるものなのか

なと。これは総務課所管ですか。そういうのも

今後考えれたらと思います。

○井本委員 経営体の実際の農業法人とか、そ

の他経営体は、具体的に入ってる人数の割合は

どんなものですか。農業法人に何人ぐらい入っ

てるのか。その他の経営体は何人ぐらい入って

いるのか分かりますか。

○梶原農政企画課長 農業法人に雇用されてい

る雇用従事者数が、令和７年に１万700人でござ

いまして、農業法人数が900ありますので、それ

で単純に割りますと、１法人当たり大体11.9人

というところになります。

○井本委員 そうすると、ほかのやつはどうな

んですか。例えば自給的農家というのは、ほと

んど１人か２人だろう。だけれども、ここでは

30.2％と書いてあるから、いかにもこっちのほ

うが多いように見えるけれども、人数的には法

人のほうが多くなるんじゃないですか。

○梶原農政企画課長 自給的農家につきまして

は、これは戸数で出していますけれども、8,000

戸というところでございまして、基本的には

１人ないし２人の方であろうというふうに考え

ております。

○井本委員 こんなグラフで見ると、いかにも

こっちが多くてこっちが少ないように見えるけ

れども、実際の携わっている人間で出したほう

がいいんじゃないかなという気がしますが、ど

うなんだろうか。

○梶原農政企画課長 この統計の取り方といた

しまして、戸数ベースでの把握になりますので、

実数としての人数の把握というところが、なか
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なか統計的に取れないというところでございま

す。

○井本委員 それは分かるけれども、いかにも

これを見たら、農業法人は生産力が高くて、自

給的農家は少ししかないように見えるから、何

かわざとそうしているんじゃないかなと思う。

人数から見れば、それほど変わらないかなと。

１人当たりの産出額というのはどのぐらい違う

のですか。

○梶原農政企画課長 １人当たりの産出額とい

うところですと、やはり自給的農家は8,000戸あ

りながら24億円というところですので、個々の

戸数、個々の経営体が生み出している産出額と

いうのは、やはり農業法人と比べると小さいと

いうところかなと考えております。

○井本委員 小さくないといけないのよ。それ

は分かっているんだけれども。この表自体が、

１人当たりの生産性はどれくらいあるのかとい

うのは分からないから、そんな出し方はないの

かなという話ですね。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 次に、議案第44号、水産政策課

の説明について質疑はございませんか。

○二見委員 今回のポイントで、養殖や複合経

営化、加工とか、いろいろ技術が出ているわけ

なんだけれども、基本は漁でしっかり魚を捕る

ことができる。それを卸すことができる。量を

確保できなければ加工に回すこともできないし、

そのために養殖とか種苗の放流とか藻場の造成

とかやったりとかするんでしょう。

 一昨年だったかな、今はカツオ一本釣りも、

高知県かどこかを抜いて、日南市の船が日本一

らしいですね。すごく頑張っている船がこの宮

崎県にあるんだということを、全国のテレビを

見て知りました。それを見ていると、やはり船

長の勘、経験、そこの技術力が漁獲量にすごく

左右するんだなというのが出てたんですよね。

 海水面温度が変わったりして大変なのは分か

るんだけれども、そこ辺も先読みして行くぐら

いの技術がそこにあるんだということが分かっ

たわけなんですが、そこ辺は、県がタッチして

やるのかというと、少し怪しいところがあるん

ですけれども。今、海の天気図ですか、ああい

うのを出したりしてサポートしてるのは分かる

んだけれども、漁業者たちのスキルアップとい

うか、本来の漁業者としての力をつける取組と

いうのは、ここでは見えなかったと思ったんだ

けれども、そこ辺はどのように考えてらっしゃ

るんですか。

○西田水産政策課長 自分の行った漁の記録、

それと海況─捕れた当時の水温ですとか波の

高さ、潮の流れがどうであったかというのを重

ねて見れるようなアプリを今、県が提供してま

して、そういったものを御活用いただいて、御

自身としてのスキルとノウハウの蓄積を図って

いただくという部分を支援させていただいてい

るところでございます。

 ただ、これがまだ十分に一人一人の漁業者の

方に認知されて行き渡っているかというと、そ

こはまだ道半ばのところでございますので、そ

のＰＲ、周知も含めて継続して取り組んでいき

たいと考えております。

○二見委員 もう一点、確認なんだけれども、

今のは近海も遠洋も一緒ですか。今のは近海の

沿岸のほうになるんじゃないかなと思ったけれ

ども。

○西田水産政策課長 今申し上げたアプリは、

対象海域は、どちらかというと近海寄りになり

ます。近海というか、日向灘中心とした漁場の
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情報が中心ということになります。

 一方、委員の御指摘とは重ならないかもしれ

ないですけれども、沖合いのほう向けには、み

やざき丸が外洋に行って、沖での操業に参考に

していただけるようなデータ提供を漁期、盛ん

に捕れる時期に行うといった取組で支援してお

ります。

○二見委員 だから、そこ辺は、今の現場の人

たちに任せるのではなくて、しっかり取り組ん

でいくべきなんだろうなと思います。やはり下

がっているところの理由の一つは、環境の変化

だけではなくて、腕の部分もあるんじゃないの

かなと思いますから。分かりました。ありがと

うございました。

○山下委員 第六次宮崎県水産業・漁村振興長

期計画についてです。先ほど説明した資料の中

に海面漁業・養殖業とあるんですが、海面とい

うのはどういう漁業のことですか。

○西田水産政策課長 本県で多様な漁業が営ま

れているわけですが、本県の主力漁業は海面、

漁船を使う漁業で申しますと、マグロはえ縄漁

業、それからカツオ一本釣り漁業、この２つが

まず大きな柱としてございまして、あと沿岸近

く、割と近い海域で営まれる漁業として、まき

網漁業がございます。そのほかに、小型の船を

使った引き縄ですとか、網を使った建て網、流

し網などがございます。

 養殖業としましては、魚類養殖と、それから

餌を与えずに、海藻類ですとか貝類を育てる養

殖に大きく分かれるんですけれども、魚類養殖

におきましてはブリ類、ブリとカンパチが大き

な割合を占めておりまして、ほかにマダイなど

が養殖されております。餌を与えない養殖とし

ましては、イワガキなどが養殖されております。

○山下委員 それから、一番下の表の中で法人

経営体と個人経営体ということが書いてあって、

個人経営体の漁業所得で、令和５年の420万円が

480万円に目標値として書かれてありますが、こ

の480万円の所得というのは、大体どの程度のど

ういう経営体、どれぐらいの規模ですか。

○西田水産政策課長 確認のお時間を少々いた

だければと思います。すみません。

 こちらは漁業種類で申し上げますと、比較的

岸に近いところで営まれております沿岸マグロ

はえ縄漁業、それから小型の定置網漁業、それ

から小型の底引き網漁業。いずれも、船の大き

さとしましては10トン前後、数トンクラスの船

を用いて営まれている漁業ということになりま

す。

○山下委員 この480万円の目標なんですが、こ

れは農業でいったら家族経営体ですよね。そう

いう漁業を営んでおられる方のことですか。

○西田水産政策課長 御指摘のとおり、イメー

ジとしては１人か２人、少人数で漁船に乗り込

まれて営まれていると。法人の形を取っておら

れる方もいらっしゃるんですけれども、経営規

模としては家族経営に近いということになりま

す。

○山下委員 この部類の人たちは、どれぐらい

経営体がいるのですか。

○西田水産政策課長 第六次宮崎県水産業・漁

村振興長期計画（後期計画）案の冊子の21ペー

ジをお開きいただければと思います。

 そこの左４つ棒グラフがございますが、左上

の経営体の推移というところを御覧いただきま

すと、２色に分かれておりまして、令和５年で

163とある灰色に塗りつぶされてる部分が法人経

営体、ほか、白抜きの部分が個人経営体という

ことになっております。

○山下委員 分かりました。参考にします。あ
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りがとうございます。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは最後に、議案全般を含

め、その他で何かありませんか。総括でもよろ

しいです。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

 暫時休憩いたします。

   午後２時41分休憩

   午後２時44分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、３月16

日月曜日に行いたいと思います。開会時刻は

１時としたいのですが、よろしいでしょうか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 その他で何かございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 何もないようですので、以上で

本日の委員会を散会いたします。

   午後２時45分散会
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令和８年３月16日（月曜日）

   午後１時15分再開

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   川 添   博

  副 委 員 長   下 沖 篤 史

  委      員   山 下 博 三

  委      員   二 見 康 之

  委      員   野 﨑 幸 士

  委      員   井 本 英 雄

  委      員   前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

事務局職員出席者

  議 事 課 主 事   黒 木 燿一朗

  議事課主任主事    前 鶴 彩 友

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

○前屋敷委員 ほぼ賛成はいたしますが、議案

第１号については反対します。

○川添委員長 それでは、議案第１号について

採決を行います。

 議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

   〔賛成者挙手〕

○川添委員長 挙手多数。よって、議案第１号

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

 次に、議案第６号、議案第７号、議案第８号、

議案第12号、議案第22号、議案第33号、議案第

35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号、

議案第41号、議案第42号、議案第43号、議案第

44号について、一括して採決いたします。

 各号議案につきまして、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 御異議なしと認めます。よって、

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

 次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

 暫時休憩いたします。

   午後１時16分休憩

   午後１時16分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

 次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。環境対策及び農林水産業振興対策に関

する調査については継続調査といたしたいと思

いますが、御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

 その他で何かございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 定例の委員会は今日が最後です

ので、正副委員長から挨拶いたします。では、

下沖副委員長から一言お願いします。

○下沖副委員長 皆さん、１年間ありがとうご

ざいました。本当、順調な運営ができて、いろ

いろな闊達な意見が交わせたと思います。これ
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からもほかの委員会とかで一緒になると思いま

すけれども、今後ともよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。

○川添委員長 １年間ありがとうございました。

委員の皆様、それから執行部の方々、そして書

記のお二人、また下沖副委員長、支えていただ

いて、頼りない委員長でしたが何とか１年間や

ることができました。いろいろ熟議の委員会に

なって、いろいろ勉強もさせていただきました。

この環境農林水産委員会、次年度委員会替わる

方もいらっしゃると思いますが、引き続き課題

についてしっかり継続して取り組んでいければ

と思っております。本当にありがとうございま

した。

 それでは、以上で委員会を閉会いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

   午後１時18分閉会
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